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公布された条例のあらまし 
 

職員の育児休業等に関する条例の

一部を改正する条例要綱 

 

１ 国家公務員の育児休業等に関する規定の一

部改正に準じて、職員の育児休業等の取得要

件について規定整備を図ることとした。 

 

２ この条例は、平成２９年４月１日から施行

した。 

 

 

 

職員の退職手当に関する条例の一

部を改正する条例要綱 

 

１ 雇用保険法等の一部を改正する法律の施行

に伴い、所要の規定整備を図ることとした。 

 

２ この条例の施行に関し、必要な経過措置を

定めることとした。 

 

３ この条例は、平成２９年４月１日から施行

した。 

 

 

	

 

条 例 
 

 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正

する条例をここに公布する。 

 

   平成２９年４月１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市条例第１６号 

 

職員の育児休業等に関する条例の

一部を改正する条例 

 

 職員の育児休業等に関する条例（平成４年亀

岡市条例第９号）の一部を次のように改正する。 

 

 第３条第６号中「別居したこと」の次に  

「、育児休業に係る子について児童福祉法第 

３９条第１項に規定する保育所、就学前の子ど

もに関する教育、保育等の総合的な提供の推進

に関する法律（平成１８年法律第７７号）第２

条第６項に規定する認定こども園又は児童福祉

法第２４条第２項に規定する家庭的保育事業等

（以下「保育所等」という。）における保育の

利用を希望し、申込みを行っているが、当面そ

の実施が行われないこと」を加える。 

 第４条中「別居したこと」の次に「、育児休

業に係る子について保育所等における保育の利

用を希望し、申込みを行っているが、当面その

実施が行われないこと」を加える。 

 第１１条第７号中「別居したこと」の次に 

「、育児短時間勤務に係る子について保育所等

における保育の利用を希望し、申込みを行って

いるが、当面その実施が行われないこと」を加

える。 
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   附 則 

 

 この条例は、平成２９年４月１日から施行す

る。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 職員の退職手当に関する条例の一部を改正す

る条例をここに公布する。 

 

   平成２９年４月１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市条例第１７号 

 

職員の退職手当に関する条例の一

部を改正する条例 

 

 職員の退職手当に関する条例（昭和３０年亀

岡市条例第２８号）の一部を次のように改正す

る。 

 

 第１０条第１０項中第３号を第４号とし、第

２号を第３号とし、第１号の次に次の１号を加

える。 

⑵ その者が次のいずれかに該当する場合 

ア 特定退職者であって、雇用保険法第 

２４条の２第１項各号に掲げる者に相当

する者として別に定める者のいずれかに

該当し、かつ、公共職業安定所長が同項

に規定する指導基準に照らして再就職を

促進するために必要な職業安定法（昭和 

２２年法律第１４１号）第４条第４項に

規定する職業指導を行うことが適当であ

ると認めたもの 

イ 雇用保険法第２２条第２項に規定する

厚生労働省令で定める理由により就職が

困難な者であって、同法第２４条の２第

１項第２号に掲げる者に相当する者とし

て別に定める者に該当し、かつ、公共職

業安定所長が同項に規定する指導基準に

照らして再就職を促進するために必要な

職業安定法第４条第４項に規定する職業

指導を行うことが適当であると認めたも

の 

 第１０条第１１項第５号中「公共職業安定所

の」を「公共職業安定所、職業安定法第４条第

８項に規定する特定地方公共団体若しくは同法

第１８条の２に規定する職業紹介事業者の」に

改める。 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２９年４月１日から施行

する。ただし、第１０条第１１項第５号の改

正規定及び附則第３項の規定は平成３０年１

月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の職員の退職手当に

関する条例（以下この項及び次項において

「新条例」という。）第１０条第１０項の規

定は、退職職員（退職した職員の退職手当に

関する条例第２条第１項に規定する職員（同

条第２項の規定により職員とみなされる者を

含む。）をいう。次項において同じ。）で 

あって職員の退職手当に関する条例第１０条

第１項第２号に規定する所定給付日数から同

項に規定する待期日数を減じた日数分の同項

の退職手当又は同号の規定の例により雇用保

険法（昭和４９年法律第１１６号）の規定を

適用した場合におけるその者に係る同号に規

定する所定給付日数に相当する日数分の同条



 
亀 岡 市 公 報 

 7

第８６８号平成２９年５月１５日発行 

第３項の退職手当の支給を受け終わった日が

施行日以後であるものについて適用する。 

３ 退職職員であって雇用保険法等の一部を改

正する法律（平成２９年法律第１４号）第４

条の規定による改正後の職業安定法（昭和 

２２年法律第１４１号）（以下この項におい

て「改正後職業安定法」という。）第４条第

８項に規定する特定地方公共団体又は改正後

職業安定法第１８条の２に規定する職業紹介

事業者の紹介により職業に就いたものに対す

る新条例第１０条第１１項（第５号に係る部

分に限り、職員の退職手当に関する条例第 

１０条第１５項において準用する場合を含

む。）の規定は、当該退職職員が当該紹介に

より職業に就いた日が附則第１条ただし書に

規定する規定の施行の日以後である場合につ

いて適用する。 

 

「掲示済」 

 

規 則 
 

 亀岡市消防団員等公務災害補償条例第９条の

２第１項の規則で定める金額を定める規則の一

部を改正する規則をここに公布する。 

 

   平成２９年４月１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市規則第１４号 

 

亀岡市消防団員等公務災害補償条

例第９条の２第１項の規則で定め

る金額を定める規則の一部を改正

する規則 

 

 亀岡市消防団員等公務災害補償条例第９条の

２第１項の規則で定める金額を定める規則（平

成１８年亀岡市規則第７２号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 

 本則の表常時介護を要する状態の項中  

「１０４，９５０円」を「１０５，１３０円」

に、「５７，０３０円」を「５７，１１０円」

に改め、同表随時介護を要する状態の項中 

「５２，４８０円」を「５２，５７０円」に、

「２８，５２０円」を「２８，５６０円」に改

める。 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正後の亀岡市消防団員等

公務災害補償条例第９条の２第１項の規則で
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第８６８号平成２９年５月１５日発行 

定める金額を定める規則の規定は、平成２９

年４月１日以後の期間に係る介護補償の額に

ついて適用し、同日前の期間に係る介護補償

の額については、なお従前の例による。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市主要事務事業進行管理規則の一部を改

正する規則をここに公布する。 

 

   平成２９年４月１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市規則第１５号 

 

亀岡市主要事務事業進行管理規則

の一部を改正する規則 

 

 亀岡市主要事務事業進行管理規則（昭和５４

年亀岡市規則第１１号）の一部を次のように改

正する。 

 

 第４条第１項中「１箇月ごとに区分した年度

間の」を削る。 

 第６条第１項中「毎月の」を削り、「主要事

務事業執行状況報告書を」の次に「執行時期

の」を加える。 

 

   附 則 

 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

「掲示済」 
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第８６８号平成２９年５月１５日発行 

 亀岡市保育の利用に関する規則及び亀岡市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料

に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

   平成２９年４月１日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市規則第１６号 

 

亀岡市保育の利用に関する規則及び亀岡市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事

業の保育料に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 

（亀岡市保育の利用に関する規則の一部改正） 

第１条 亀岡市保育の利用に関する規則（平成２６年亀岡市規則第２８号）の一部を次のように改

正する。 

 第２条第２項中「保育所入所不承諾通知書」を「保育所入所保留通知書」に改める。 

（亀岡市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例施行規則の一部改

正） 

第２条 亀岡市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例施行規則（平成

２７年亀岡市規則第１２号）の一部を次のように改正する。 

 第２条中「という。）」の次に「及び子ども・子育て支援法施行令（平成２６年政令第２１３

号。以下「政令」という。）」を加える。 

 別表備考第３項中 

「 

 

                         」 

を 

「 

 

                         」 

に、 

「 

 

 

 

                         」 

を 

Ｃ１（均等割のみ） 保育料徴収基準表×１／２

Ｃ１からＣ８の一部 

（市町村民税所得割

合算額が77,100円未

満） 

保育料徴収基準表×１／２

Ｃ１（均等割のみ） 3,000円
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第８６８号平成２９年５月１５日発行 

「 

 

 

 

 

 

 

                         」 

に改め、同項ただし書を削る。 

 別表備考第４項中「情緒障害児短期治療施設」を「児童心理治療施設」に改める。 

 別表備考第６項を次のように改める。 

６ 前２項の規定にかかわらず、世帯の市町村民税所得割合計額が、教育認定子どもについて 

７７，１０１円未満、保育認定子どもについて５７，７００円未満であり、当該特定被監護者

等（政令第１４条の２に規定する特定被監護者等をいう。以下同じ。）が２人以上いる場合は

次のとおりとする。 

⑴ 次のア又はイに掲げる支給認定子どもについては、この表に掲げる保育料の１／２を適用

する。ただし、Ｂ階層に属する場合にあっては、保育料は、無料とする。 

ア 支給認定保護者に係る特定被監護者等のうち小学校就学前子ども以外のものが１人のみ

である場合における最年長負担額算定基準小学校就学前子どもである支給認定子ども 

イ 支給認定保護者に係る全ての特定被監護者等が小学校就学前子どもの場合における負担

額算定基準小学校就学前子どもである支給認定子ども 

⑵ 次のアからウまでに掲げる支給認定子どもについては、保育料は、無料とする。 

ア 支給認定保護者に係る特定被監護者等のうちに小学校就学前子ども以外の者が２人以上

いる場合における最年長負担額算定基準小学校就学前子どもである支給認定子ども 

イ 支給認定保護者に係る特定被監護者等のうちに小学校就学前子ども以外の者がいる場合

における負担額算定基準小学校就学前子どもである支給認定子ども 

ウ 負担額算定基準子ども（最年長負担額算定基準小学校就学前子ども及び負担額算定基準

小学校就学前子どもを除く。）である支給認定子ども 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正後の亀岡市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する

条例施行規則の規定は、平成２９年度分の保育料について適用し、平成２８年度分までの保育料

については、なお従前の例による。 

「掲示済」 

Ｃ１からＣ８の一部 
（市町村民税所得割
合算額が77,101円未
満） 

保育料徴収基準表×１／２
ただし、２号給付は、当該
２分の１に相当する額が
6,000円を超える場合は、
6,000円、３号給付は、当
該２分の１に相当する額が
9,000円を超える場合は、
9,000円とする。 
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第８６８号平成２９年５月１５日発行 

 亀岡市災害対策本部条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

   平成２９年４月１日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市規則第１７号 

 

亀岡市災害対策本部条例施行規則の一部を改正する規則 

 

 亀岡市災害対策本部条例施行規則（昭和４８年亀岡市規則第１４号）の一部を次のように改正す

る。 

 

 別表第２を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部 班 事務分掌 

管理部 調整班 １ 対策本部の設置及び閉鎖に関すること。 

２ 命令及び決定事項の伝達に関すること。 

３ 各部各班との連絡及び総合調整に関すること。 

４ 自衛隊その他関係機関に対する連絡及び要請に関するこ

と。 

５ 気象、災害、被害状況その他情報の収集及び連絡に関す
ること。 

６ 広報及び災害記録に関すること。 

７ 渉外に関すること。 

８ 避難所の設置運営に関すること。 

消防班 １ 消防団及び水防団に関すること。 
２ 消防団及び水防団資機材の点検、整備及び確保に関する

こと。 

３ 京都中部広域消防組合との連絡調整に関すること。 

動員班 １ 対策本部要員の動員に関すること。 

２ 対策本部要員の給与及び健康管理に関すること。 

３ 対策本部要員の給食及び給水に関すること。 

４ 応援及び受援の連絡調整に関すること。 

調達班 １ 応急資材及び応急物資の調達に関すること。 

２ 庁用応急物資の調達管理に関すること。 

３ 市有財産の被害状況調査及び応急復旧に関すること。 

４ 調達について関係各部各班との連絡調整に関すること。

５ 公用自動車の配車及び運行に関すること。 

６ 災害関係出納に関すること。 

調査部 調査企画

班 

１ 被害状況の取りまとめ並びに被害状況資料の収集及び作

成に関すること。 

２ 各部調査関係班との連絡調整に関すること。 

３ 罹災証明書の発行に関すること。 

４ 被災者生活再建支援に関すること。 
５ 部内各班及び関係各部各班との連絡調整に関すること。

調査班 １ 現地被害認定調査（人畜、家屋）に関すること。 

財政班 １ 災害経費の取りまとめ及び予算編成に関すること。 
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第８６８号平成２９年５月１５日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

救
助
部

 
救

助
第

１
班
 

１
 

災
害
救

助
法

（
昭

和
２

２
年

法
律

第
１

０
８

号
）

の
運
用

に
関

す
る
こ

と
。

 
２
 

救
助
に

必
要

な
情

報
収

集
及

び
救

助
実

施
状

況
調

査
に
関

す
る

こ
と
。

 
３
 

救
助
物

資
等

調
達
の

連
絡

に
関
す

る
こ
と

。
 

４
 

慰
問
品

、
義

援
金
の

受
入

れ
に
関

す
る
こ

と
。

 
５
 

日
本
赤

十
字

社
京
都

府
支

部
と
の

連
絡
調

整
に

関
す
る

こ
と

。
 

６
 

災
害
ボ

ラ
ン
テ

ィ
ア

に
関
す

る
こ

と
。
 

７
 

福
祉

施
設

関
係

の
被

害
状

況
調

査
及

び
応

急
処

置
に

関
す

る
こ

と
。

 
８
 

避
難
行

動
要

支
援
者

の
避

難
支
援

に
関
す

る
こ

と
。
 

９
 

福
祉
避

難
所

及
び

福
祉

避
難

コ
ー

ナ
ー

の
設

置
・

運
営
に

関
す

る
こ
と

。
 

１
０

 
そ
の

他
、
他

部
の

所
管
に

属
さ

な
い
救

助
に

関
す
る

こ
と

。
 

１
１

 
部

内
各

班
及

び
関

係
各

部
各

班
と

の
連

絡
調

整
に

関
す

る
こ

と
。

 

救
助

第
２

班
 

１
 

被
災
者

に
対
す

る
救

援
物
資

配
分

に
関
す

る
こ

と
。
 

２
 

被
災
者

に
対
す

る
炊

き
出
し

に
関

す
る
こ

と
。

 

衛
生

班
 

１
 

災
害
医

療
情

報
の
収

集
・

把
握
に

関
す
る

こ
と

。
 

２
 

応
急
救

護
所

の
開

設
及

び
救

護
班

の
編
成

並
び

に
出
動
に

関
す

る
こ
と

。
 

３
 

患
者
の

収
容

及
び
救

護
に

関
す
る

こ
と
。

 
４
 

医
療
関

係
機

関
と
の

連
絡

調
整
に

関
す
る

こ
と

。
 

５
 

医
薬
品

・
医

療
用
資

材
の

確
保
及

び
供
給

要
請

に
関
す

る
こ

と
。

６
 

後
方
医

療
体

制
の
要

請
に

関
す
る

こ
と
。

 
７
 

感
染
症

予
防

に
関
す

る
こ

と
。
 

８
 

汚
物
の

処
理

に
関
す

る
こ

と
。
 

環
境
部

 
清
掃

班
 

１
 

廃
棄
物

の
処

理
及
び

そ
の

指
導
監

督
に
関

す
る

こ
と
。

 
２
 

関
係
各

部
各

班
と
の

連
絡

調
整
に

関
す
る

こ
と

。
 

経
済
部

 
農
林

班
 

１
 

農
業
関

係
被

害
状
況

調
査

に
関
す

る
こ
と

。
 

２
 

農
作
物

及
び

農
機

具
等

の
応

急
処

置
指
導

並
び

に
薬
品
の

確
保

に
関
す

る
こ

と
。
 

３
 

家
畜
の

退
避

及
び

防
疫

指
導

並
び

に
飼

料
及

び
医

薬
品
の

確
保

に
関
す

る
こ

と
。
 

４
 

林
道
森

林
の

被
害
状

況
調

査
に
関

す
る
こ

と
。

 
５
 

林
道
の

復
旧

指
導
に

関
す

る
こ
と

。
 

６
 

部
内
各

班
及

び
関
係

各
部

各
班
と

の
連
絡

調
整

に
関
す

る
こ

と
。

農
地

班
 

１
 

農
地
、

農
業

用
施

設
等

の
被

害
状

況
調

査
及

び
応

急
復
旧

指
導

に
関
す

る
こ

と
。
 

２
 

農
業
施

設
の

整
備
点

検
及

び
管
理

指
導
に

関
す

る
こ
と

。
 

商
工

班
 

１
 

商
工
関

係
被

害
状
況

の
調

査
に
関

す
る
こ

と
。

 
２
 

商
工
業

者
に

対
す
る

応
急

措
置
に

関
す
る

こ
と

。
 

３
 

被
災
者

の
応

急
復

旧
資

材
の

確
保

及
び
生

活
必

需
物
資
の

供
給

対
策
に

関
す

る
こ
と

。
 

４
 

商
工
関

係
機

関
に
対

す
る

連
絡
及

び
要
請

に
関

す
る
こ

と
。

 

 
 

土
木
部

 
都

市
計

画

班
 

１
 

宅
地

造
成

地
等

の
被

害
状

況
調

査
及

び
応

急
復

旧
に

関
す

る
こ

と
。

 

２
 
被

災
宅

地
応
急

危
険
度

判
定

の
実
施

に
関
す

る
こ

と
。
 

都
市

整
備

班
 

１
 
公

園
等

の
被
害

状
況
調

査
及

び
応
急

復
旧
に

関
す

る
こ
と

。
 

政
策

交
通

班
 

１
 
公

共
交

通
機

関
等

の
被

害
状
況

調
査

及
び

連
絡

調
整

に
関
す

る
こ

と
。

 

桂
川

・
道

路
整
備

班
 

１
 
国

・
府

等
が

管
理

す
る

道
路
、

橋
梁

、
河

川
等

の
被

害
状
況

調
査

に
関

す
る

こ
と
。

 

２
 
急

傾
斜

地
の
被

害
状
況

調
査

に
関
す

る
こ
と

。
 

３
 
部

内
各

班
及
び

関
係
各

部
各

班
と
の

連
絡
調

整
に

関
す
る

こ
と

。

土
木

管
理

班
 

１
 
道

路
、

橋
梁
、

河
川
等

の
整

備
点
検

に
関
す

る
こ

と
。
 

２
 
道

路
、

橋
梁

、
河

川
等

の
被
害

状
況

調
査

及
び

道
路

、
橋
梁

の
通

行
可

否
の

調
査
に

関
す
る

こ
と

。
 

３
 
道

路
、

橋
梁
、

河
川
等

の
応

急
復
旧

に
関
す

る
こ

と
。
 

４
 
建

設
関

係
業
者

と
の
連

絡
に

関
す
る

こ
と
。

 

建
築

住
宅

班
 

１
 
市

有
建

造
物
（
建
設

中
の
も

の
を

含
む
。
）
の
被
害

状
況

調
査
及

び

応
急

対
策

に
関
す

る
こ
と

。
 

２
 
市

営
住

宅
の
被

害
状
況

調
査

及
び
応

急
復
旧

に
関

す
る
こ

と
。

 

３
 
被

災
住

宅
の
応

急
修
理

対
策

及
び
指

導
に
関

す
る

こ
と
。

 

４
 
被

災
建

築
物
応

急
危
険

度
判

定
の
実

施
に
関

す
る

こ
と
。

 

上
下

水
道

部
 

水
道
班

 
１
 
飲

料
水

の
供
給

に
関
す

る
こ

と
。
 

２
 
飲

料
水

の
消
毒

に
関
す

る
こ

と
。
 

３
 
水

道
施

設
の
被

害
状
況

調
査

に
関
す

る
こ
と

。
 

４
 
水

道
施

設
の
整

備
点
検

に
関

す
る
こ

と
。
 

５
 
水

道
施

設
の
応

急
復
旧

に
関

す
る
こ

と
。
 

６
 

部
内

の
各

班
及

び
関

係
各

部
各

班
と

の
連

絡
調

整
に

関
す

る
こ

と
。

 

下
水
道

班
 
１
 
下

水
道

施
設
の

被
害
状

況
調

査
に
関

す
る
こ

と
。

 

２
 
下

水
道

施
設
の

整
備
点

検
に

関
す
る

こ
と
。

 

３
 
下

水
道

施
設
の

応
急
復

旧
に

関
す
る

こ
と
。

 

病
院
部

 
総

務
班

 
１
 
市

立
病

院
救
護

班
の
編

成
及

び
出
動

に
関
す

る
こ

と
。
 

２
 
市

立
病

院
救
護

班
の
移

動
及

び
輸
送

に
関
す

る
こ

と
。
 

３
 
後

方
医

療
体
制

の
確
保

に
関

す
る
こ

と
。
 

４
 
医

療
用

資
材
の

確
保
に

関
す

る
こ
と

。
 

５
 
部

内
各

班
及
び

関
係
各

部
各

班
と
の

連
絡
調

整
に

関
す
る

こ
と

。

医
事
班

 
１
 
医

療
及

び
救
護

に
関
す

る
こ

と
。
 

２
 
救

護
所

の
設
置

及
び
管

理
運

営
に
関

す
る
こ

と
。

 

３
 
地

域
災

害
医

療
セ

ン
タ

ー
及
び

医
療

機
関

と
の

連
携

に
関
す

る
こ

と
。
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 別表第３中 

「 

保津川遊船企業組合 り災者の避難、救助並びに物資及び 
応急復旧資材等の陸上輸送 

京阪京都交通株式会社 り災者の避難、救助並びに物資及び
応急復旧資材等の陸上輸送 

日本通運株式会社亀岡営業所 

                                     」 

を 

「 

保津川遊船企業組合 被災者の避難、救助並びに物資及び
応急復旧資材等の輸送 

京阪京都交通株式会社 被災者の避難、救助並びに物資及び
応急復旧資材等の陸上輸送 

日本通運株式会社亀岡営業所 

                                     」 

に改める。 

 

   附 則 

 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

「掲示済」 

 

 

教育部 教育総務

班 

１ 学校施設の被害状況調査及び応急復旧に関すること。 

２ 教育部が行う応急救助に必要な調査、報告及び資料の収

集に関すること。 

３ 教育関係機関との連絡調整に関すること。 

４ 児童及び生徒の救護に関すること。 

５ 学用品、教科書の調達及び配分に関すること。 

６ 学校給食及び炊き出しの実施に関すること。 

７ 部内各班及び関係各部各班との連絡調整に関すること。

社会教育

班 

１ 社会教育施設及び文化財の被害状況調査及び応急復旧に

関すること。 

２ 社会教育団体との協力及び活動の連絡調整に関するこ

と。 

議会部 議会班 １ 議員に対する連絡及び応援に関すること。 

２ 被災地の慰問に関すること。 

３ 関係各部各班との連絡調整に関すること。 
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告 示 
 

 亀岡市告示第５４号 

 

 亀岡市高齢者生きがい活動支援通所事業実施

要綱（平成１８年亀岡市告示第５２号）の一部

を次のように改正する。 

 

   平成２９年４月１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 題名を次のように改める。 

亀岡市高齢者介護予防拠点活動支援事業

実施要綱 

 第１条を次のように改める。 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、介護予防の普及啓発に資

する運動、栄養及び口腔等に係る介護予防教

室等を行うことにより、要介護状態又は要支

援状態への進行を防止し、健康の保持と福祉

の増進を図るため、介護予防拠点活動支援事

業（以下「事業」という。）を実施すること

について必要な事項を定めるものとする。 

 第２条第１項中「自宅に閉じこもりがちな」

を削る。 

 第４条中「生きがい活動支援通所事業」を

「介護予防拠点活動支援事業」に改める。 

 第５条第２項中「１週間」を「おおむね１週

間」に改める。 

 第６条及び第７条中「生きがい活動支援通所

事業」を「介護予防拠点活動支援事業」に改め

る。 

 第８条を次のように改める。 

 （利用者負担） 

第８条 実施機関は、事業を実施したときは、

利用者に対して費用の一部及び材料費等の実

費相当分の負担を求めることができる。 

 別記第１号様式中「生きがい活動支援通所事

業」を「介護予防拠点活動支援事業」に、「あ

て先」を「宛先」に改める。 

 別記第２号様式及び別記第３号様式中「生き

がい活動支援通所事業」を「介護予防拠点活動

支援事業」に改める。 

 別記第４号様式中「生きがい活動支援通所事

業」を「介護予防拠点活動支援事業」に、「あ

て先」を「宛先」に改める。 

 別記第５号様式中「生きがい活動支援通所事

業」を「介護予防拠点活動支援事業」に改める。 

 

   附 則 

 

 この要綱は、告示の日から実施する。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第５５号 

 

 亀岡市生活支援体制整備事業実施要綱を次の

ように定める。 

 

   平成２９年４月１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

亀岡市生活支援体制整備事業実施

要綱 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、介護保険法（平成９年法

律第１２３号）第１１５条の４５第２項第５

号に規定する事業を実施することにより、生

活支援・介護予防サービスの充実を図るとと
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もに地域における支え合いの体制づくりを推

進することを目的とする。 

 （実施主体） 

第２条 亀岡市（以下「市」という。）は、地

域における高齢者の生活支援体制の整備を推

進するため、生活支援コーディネーター（以

下「コーディネーター」という。）を地域の

実情に応じて配置する。ただし、次条に掲げ

る業務及び取組（以下「コーディネート業

務」という。）の全部又は一部について、市

が適当と認める者に委託することができる。 

 （実施内容） 

第３条 コーディネーターは、次の各号に掲げ

るコーディネート業務を担当する。 

⑴ 地域の高齢者支援ニーズ及び地域資源の

把握、問題提起 

⑵ 生活支援・介護予防サービスの資源開発

（サービスの創出） 

⑶ 関係者間のネットワーク化・連携・協働

の体制づくり、働きかけ 

⑷ 多様な関係主体間の定期的な情報共有及

び連携・協働による取組の推進 

⑸ 支援やサービスの担い手となるボラン 

ティア等の養成 

⑹ 地域ニーズとサービスのマッチング 

２ コーディネーターは、地域における助け合

い及び生活支援サービスの提供実績のある者

又は支援を行う団体等に所属する者であって、

地域でのコーディネート業務を適切に行うこ

とができ、個人や所属する団体等の利益によ

ることなく、地域の公益的活動の視点及び公

平中立な視点を有する者とする。 

３ コーディネーターのうち、市全域において

活動する者を「第１層コーディネーター」、

市が定める各日常生活圏域において活動する

者を「第２層コーディネーター」とする。 

 （協議体） 

第４条 前条に規定するコーディネート業務を

行うにあたり、次の各号に掲げる事項を所掌

する「協議体」を設置し、コーディネーター

が中心となってその運営を行う。ただし、 

コーディネーターを配置する前の地域につい

ては、市が協議体を運営し、又はその運営を

市が適当と認めるものに委託することができ

る。 

⑴ コーディネーターの組織的な補完に関す

ること。 

⑵ 地域ニーズの把握に関すること。 

⑶ 情報の可視化の推進に関すること。 

⑷ 企画、立案及び方針の協議に関すること。 

⑸ 地域づくりにおける意識の統一に関する

こと。 

⑹ 資源開発に関すること。 

⑺ 多様な関係主体間の情報交換等に関する

こと。 

 （守秘義務） 

第５条 コーディネーター及び協議体の会議に

出席した関係者等は、この事業を通じて知り

得た個人の秘密に関する事項について、決し

て他に漏らしてはならず、その職を退いた後

も同様とする。 

 （その他） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、事業の

実施に関し必要な事項は、別に定める。 

 

   附 則 

 

 この要綱は、告示の日から実施する。 

 

「掲示済」 
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 亀岡市告示第５６号 

 

 亀岡市介護予防教室実施要綱（平成２１年亀

岡市告示第２９号）は、廃止する。 

 

   平成２９年４月１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第５７号 

 

 亀岡市介護予防・日常生活支援総合事業にお

ける指定事業者の指定等に関する要綱を次のよ

うに定める。 

 

   平成２９年４月１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

亀岡市介護予防・日常生活支援総

合事業における指定事業者の指定

等に関する要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、介護保険法（平成９年法

律第１２３号。以下「法」という。）及び介

護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第 

３６号。以下「施行規則」という。）に定め

るもののほか、介護予防・日常生活支援総合

事業における指定事業者の指定等に関し必要

な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱における用語の意義は、法、

施行規則、介護予防・日常生活支援総合事業

の適切かつ有効な実施を図るための指針（平

成２７年厚生労働省告示第１９６号）及び地

域支援事業実施要綱（平成１８年６月９日老

発第０６０９００１号厚生労働省老健局長通

知「地域支援事業の実施について」別紙）及

び亀岡市介護予防・日常生活支援総合事業実

施要綱（平成２９年亀岡市告示第３２号）に

おいて使用する用語の例による。 

 （指定の申請等） 

第３条 法第１１５条の４５の５第１項の規定

による申請は、亀岡市介護予防・日常生活支

援総合事業指定事業者指定申請書（別記第１

号様式）により行うものとする。 

２ 指定事業者の指定を受けた者は、その旨を

当該指定に係る事業所の見やすい場所に表示

するものとする。 

 （指定の拒否） 

第４条 市長は、指定事業者の指定を行うこと

により、亀岡市介護保険事業計画に規定する

地域支援事業に係る計画量を超過する場合そ

の他の市における地域支援事業の円滑かつ適

切な実施に際し支障が生じる場合においては、

指定を行わないことができる。 

 （指定の有効期間） 

第５条 法第１１５条の４５の６第１項及び施

行規則第１４０条の６３の７に規定する市が

定める期間は、６年とする。 

 （変更の届出等） 

第６条 指定の申請事項の変更の届出にあって

は、亀岡市介護予防・日常生活支援総合事業

指定事業者変更届出書（別記第２号様式）に

より、事業の廃止、休止又は再開の届出に 

あっては、亀岡市介護予防・日常生活支援総

合事業指定事業者廃止・休止・再開届出書

（別記第３号様式）により、それぞれ行うも

のとする。 

 （指定の更新の届出） 

第７条 法第１１５条の４５の６第１項の規定
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による指定の更新に係る申請は、亀岡市介護

予防・日常生活支援総合事業指定事業者更新

申請書（別記第４号様式）により行うものと

する。 

 （事業者情報の提供） 

第８条 市長は、指定事業者の指定又は第６条

及び前条の規定による変更の届出等若しくは

更新の届出の受理（以下この条において「指

定等」という。）をしたときは、京都府、国

民健康保険団体連合会その他の機関に対して、

当該指定等に係る事業者に関する情報のうち、

次に掲げる事項を提供することができる。 

⑴ 事業所の名称及び所在地 

⑵ 当該事業所の指定の申請者及び主たる事

務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所 

⑶ 指定（更新又は変更を含む。）、廃止、

休止、又は再開の年月日 

⑷ 事業開始年月日 

⑸ 運営規程 

⑹ 介護保険事業所番号 

⑺ その他市長が必要と認める事項 

 （その他） 

第９条 この要綱に規定するもののほか、介護

予防・日常生活支援総合事業における指定事

業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別

に定める。 

 

   附 則 

 

 この要綱は、告示の日から実施する。 

 

 



 
亀 岡 市 公 報 

 18 

第８６８号平成２９年５月１５日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別
記
第
１

号
様

式
（

第
３

条
関

係
）
 

受
付

番
号
 

 

亀
岡

市
介
護

予
防
・
日

常
生
活

支
援
総

合
事
業

指
定
事
業

者
指
定

申
請
書

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
年
 

 
月

 
 
日

（
宛
先
）

亀
岡

市
長
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
所

 
在
 
地
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

申
請

者
 
名

 
 
 
称

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

㊞
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
代

表
者
氏
名
 

 
介
護

予
防

・
日

常
生
活

支
援
総

合
事

業
に

係
る
指

定
事
業
者

の
指

定
を

受
け
た

い
の
で

、
次

の
と

お
り

関
係

書
類
を

添
え

て
申
請

し
ま

す
。
 

 
 

事
業

所
所

在
市

町
村

番
号
 
 

申  請  者 

フ
リ

ガ
ナ
 
 

名
称
 
 

主
た

る
事

務
所

の
 

所
在

地
 

（
郵
便
番
号
 
 
 
－
 
 
 
 
）
 

（
ビ
ル
の
名
称
等
）
 

連
絡

先
 
電

話
番
号
 
 

Ｆ
Ａ

Ｘ
番

号
 
 

法
人

の
種

別
 
 

法
人

所
轄
庁
 
 

代
表

者
の

職
名

・
 

氏
名

・
生

年
月

日
 
職

名
 
 

フ
リ

ガ
ナ
 

生
年

月
日
 

氏
名
 

代
表

者
の

住
所
 

（
郵
便
番
号
 
 
 
－
 
 
 
 
）
 

指 定 を 受 け よ う と す る 事 業 所 の 種 類 

フ
リ

ガ
ナ
 
 

事
業

所
等

の
名

称
 
 

事
業

所
等

の
所
在

地
 

（
郵
便
番
号
 
 
 
－
 
 
 
 
）
 

電
話
番
号

 
 

 
（

 
 

 
）

 
 
 

 
 

Ｆ
Ａ
Ｘ
番

号
 

 
 
（

 
 
 
）

 
 

 
 

同
一

所
在

地
に

お
い

て
行
う
事

業
の
種

類
 

実
施

事
業
 

指
定
申
請
を
す
る
 

事
業
の
事
業
開
始
 

予
定
年
月
日
 

既
に
指
定
を
受
け

て
い
る
事
業
の
 

指
定
年
月
日
 

様
式
 

訪
問

介
護
 

 
 

 
 

介
護

予
防

訪
問

介
護
 

 
 

 
 

介
護

予
防

訪
問

介
護

相
当
サ
ー

ビ
ス
 

 
 

 
付

表
１
 

通
所

介
護
 

 
 

 
 

介
護

予
防

通
所

介
護
 

 
 

 
 

介
護

予
防

通
所

介
護

相
当
サ
ー

ビ
ス
 

 
 

 
付

表
６
 

介
護

保
険
事
業

所
番

号
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
既

に
指
定
を

受
け

て
い
る
場

合
）
 

指
定

を
受
け
て

い
る

他
市
町
村

名
 

 
 

医
療

機
関
コ
ー

ド
等
 

 
 

 
 

 
 

 
 

備
考
 

１
 
「
受
付
番
号
」
欄
及
び
「
事
業
所
所
在
市
町
村
番
号
」
欄
に
は
記
載
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。
 

２
 

「
法
人
の
種
別

」
欄
は
、
申
請
者

が
法
人
で
あ
る

場
合
に
、
社
会
福

祉
法
人
、
医
療

法
人
、
一
般
社
団

法
人
、
一
般
財

団
法
人
、
株

式
会
社
、
有
限
会
社
等
の
別
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
 

３
 
「
法
人
所
轄
庁
」
欄
は
、
申
請
者
が
認
可
法
人
で
あ
る
場
合
に
、
そ
の
主
務
官
庁
の
名
称
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

４
 

「
実
施
事
業
」

欄
は
、
今
回
申
請

す
る
も
の
及
び

既
に
指
定
を
受
け

て
い
る
も
の
に

つ
い
て
、
該
当
す

る
欄
に
「
○
」

を
記
入
し
て

く
だ
さ
い
。
 

５
 
「
指
定
申
請
を
す
る
事
業
の
事
業
開
始
予
定
年
月
日
」
欄
は
、
該
当
す
る
欄
に
事
業
の
開
始
予
定
年
月
日
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

６
 

「
既
に
指
定
を

受
け
て
い
る
事
業

の
指
定
年
月
日

」
欄
は
、
該
当
す

る
事
業
の
欄
に

介
護
保
険
法
に
よ

る
指
定
事
業
者

と
し
て
の
指

定
を
受
け
た
年
月
日
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

７
 

保
険
医
療
機
関

、
保
険
薬
局
、
老

人
保
健
施
設
又

は
老
人
訪
問
看
護

ス
テ
ー
シ
ョ
ン

と
し
て
既
に
医
療

機
関
コ
ー
ド
等

が
付
番
さ
れ

て
い

る
場
合
は
、
そ

の
コ
ー
ド
を
「
医

療
機
関
コ
ー
ド

等
」
欄
に
記
載
し

て
く
だ
さ
い
。

複
数
の
コ
ー
ド
を

有
す
る
場
合
に

は
、
適
宜

様
式
を
補
正
し
て
、
そ
の
全
て
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

第
２
号
様

式
（

第
６

条
関

係
）

 

 

亀
岡

市
介
護

予
防
・
日

常
生
活

支
援
総

合
事
業

指
定
事
業

者
変
更

届
出
書

 

  
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
年
 

 
月

 
 
日

（
宛
先
）

亀
岡

市
長
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
所

 
在
 
地
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

事
業

者
 
名

 
 
 
称

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

㊞
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
代

表
者
氏
名
 

  
次
の
と

お
り

指
定

を
受

け
た

内
容
を

変
更

し
ま
し
た

の
で

届
け
出

ま
す
。
 

 

 
介

護
保
険

事
業

所
番
号
 
 

 
 

指
定

内
容
を
変

更
し

た
事

業
所
（

施
設
）
 

名
 

称
 

所
在

地
 

サ
ー

ビ
ス

の
種

類
 

 

変
更

が
あ

っ
た

事
項
 

変
更

の
内

容
 

１
 
事

業
所
・

施
設

の
名
称
 

（
変

更
前

）
 

２
 
事

業
所
・

施
設

の
所
在
地
 

３
 
申

請
者
の

名
称
 

４
 
主

た
る
事

務
所

の
所
在
地
 

５
 
代

表
者
の

氏
名

、
住
所
及

び
職

名
 

６
 
定

款
・
寄

附
行

為
等
及
び

そ
の

登
録
事

項
証

明
書
又
は
 

条
例
等
（

当
該

事
業
に
関

す
る

も
の
に

限
る

。）
 

７
 
事

業
所
・

施
設

の
建
物
の

構
造

、
専
用

区
画

等
 

（
変

更
後

）
 

８
 
事

業
所
・

施
設

の
管
理
者

の
氏

名
及
び

住
所
 

９
 
運

営
規
程
 

1
0 

サ
ー
ビ
ス

費
の

請
求
に
関

す
る

事
項
 

1
1 

役
員
の
氏

名
及

び
住
所
 

1
2 

そ
の
他
 

変
更

年
月

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
年

 
 

 
月
 

 
 
日
 

備
考
 

１
 

該
当
項
目

番
号

に
○

で
囲

ん
で
く

だ
さ

い
。
 

２
 

変
更
内
容

が
分

か
る

書
類

を
添
付

し
て

く
だ

さ
い
。
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第
４
号
様

式
（

第
７

条
関

係
）

 

受
付

番
号
 

 

亀
岡

市
介
護

予
防
・
日

常
生
活

支
援
総

合
事
業

指
定
事
業

者
更
新

申
請
書

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
年
 

 
月

 
 
日

（
宛
先
）

亀
岡

市
長
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
所

 
在
 
地
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

申
請

者
 
名

 
 
 
称

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

㊞
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
代

表
者
氏
名
 

 
介
護

予
防

・
日

常
生
活

支
援
総

合
事

業
に

係
る
指

定
事
業
者

の
指

定
更

新
を
受

け
た
い

の
で

、
次

の
と

お
り

関
係
書

類

を
添
え
て

申
請

し
ま

す
。
 

 
 

事
業

所
所

在
市

町
村

番
号
 
 

申  請  者 

フ
リ

ガ
ナ
 
 

名
称
 
 

主
た

る
事

務
所

の
 

所
在

地
 

（
郵
便
番
号
 
 
 
－
 
 
 
 
）
 

（
ビ
ル
の
名
称
等
）
 

連
絡

先
 
電

話
番
号
 
 

Ｆ
Ａ

Ｘ
番

号
 
 

法
人

の
種

別
 
 

法
人

所
轄
庁
 
 

代
表

者
の

職
名

・
 

氏
名

・
生

年
月

日
 
職

名
 
 

フ
リ

ガ
ナ
 

生
年

月
日
 

氏
名
 

代
表

者
の

住
所
 

（
郵
便
番
号
 
 
 
－
 
 
 
 
）
 

更 新 を 受 け よ う と す る 事 業 所 の 種 類 

フ
リ

ガ
ナ
 
 

事
業

所
等

の
名

称
 
 

事
業

所
等

の
所
在

地
 

（
郵
便
番
号
 
 
 
－
 
 
 
 
）
 

電
話
番
号

 
 

 
（

 
 

 
）

 
 
 

 
 

Ｆ
Ａ
Ｘ
番

号
 

 
 
（

 
 
 
）

 
 

 
 

事
業

の
種

類
 

実
施

事
業
 

既
に

受
け

て
い
る
指

定
 

の
有

効
期

間
満

了
日
 

様
式
 

介
護

予
防

訪
問

介
護

相
当
サ
ー

ビ
ス
 

 
 

 

介
護

予
防

通
所

介
護

相
当
サ
ー

ビ
ス
 

 
 

 

介
護

保
険
事
業

所
番

号
 

 
 

 
 

 
 

 
 

指
定

を
受
け
て

い
る

他
市
町
村

名
 

 
 

医
療

機
関
コ
ー

ド
等
 

 
 

 
 

 

備
考
 

１
 
「
受
付
番
号
」
欄
及
び
「
事
業
所
所
在
市
町
村
番
号
」
欄
に
は
記
載
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。
 

２
 

「
法
人
の
種
別

」
欄
は
、
申
請
者

が
法
人
で
あ
る

場
合
に
、
社
会
福

祉
法
人
、
医
療

法
人
、
一
般
社
団

法
人
、
一
般
財

団
法
人
、
株

式
会
社
、
有
限
会
社
等
の
別
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
 

３
 
「
法
人
所
轄
庁
」
欄
は
、
申
請
者
が
認
可
法
人
で
あ
る
場
合
に
、
そ
の
主
務
官
庁
の
名
称
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

４
 
「
実
施
事
業
」
欄
は
、
今
回
更
新
申
請
す
る
も
の
に
つ
い
て
、
該
当
す
る
欄
に
「
○
」
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
 

５
 

保
険
医
療
機
関

、
保
険
薬
局
、
老

人
保
健
施
設
又

は
老
人
訪
問
看
護

ス
テ
ー
シ
ョ
ン

と
し
て
既
に
医
療

機
関
コ
ー
ド
等

が
付
番
さ
れ

て
い

る
場
合
は
、
そ

の
コ
ー
ド
を
「
医

療
機
関
コ
ー
ド

等
」
欄
に
記
載
し

て
く
だ
さ
い
。

複
数
の
コ
ー
ド
を

有
す
る
場
合
に

は
、
適
宜

様
式
を
補
正
し
て
、
そ
の
全
て
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 

第
３

号
様
式
（
第
６
条
関

係
）

 

 

亀
岡
市
介

護
予
防
・
日

常
生
活
支
援

総
合
事
業
指

定
事
業
者

廃
止
・
休
止

・
再
開
届
出

書
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

年
 
 
月
 
 

日

 （
宛

先
）
亀
岡
市
長
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
所

 
在

 
地
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

事
業

者
 
名

 
 

 
称

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
㊞
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
代

表
者

氏
名
 

  
次

の
と
お
り
事
業
の
廃

止
（

休
止
・

再
開

）
を

し
ま

し
た

の
で
届

け
出

ま
す

。
 

 

 
介
護

保
険

事
業
所
番
号
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

廃
止

・
休

止
・

再
開

す
る

事
業
所
 

名
 

称
 

所
在

地
 

サ
ー

ビ
ス

の
種

類
 

 

廃
止

・
休

止
・

再
開

の
別
 

廃
止

 
・

 
休

止
 

・
 
再
開
 

廃
止

・
休

止
・

再
開

し
た

年
月
日
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
年

 
 
 
月
 
 
 

日
 

廃
止

・
休

止
し

た
理

由
 

 

現
に

サ
ー

ビ
ス

又
は

支
援

を
 

受
け

て
い

た
者

に
対

す
る

措
置
 

（
廃

止
・

休
止
の
場
合
の
み
）

 

 

休
止

予
定

期
間
 

 
 

 
 

 
 
年
 
 
月
 
 

日
～
 
 
 
 
 

 
年

 
 

月
 
 

日

備
考

 
事
業

の
再
開
に

係
る
届
出

に
あ
っ

て
は
、
当
該

事
業
に

係
る
従

業
者
の
勤
務

体
制
及

び
勤
務

形
態
に
関
す

る
書

類

を
添
付
し
て
く
だ
さ

い
。
 

 

「
掲
示
済
」
 



 
亀 岡 市 公 報 

 20 

第８６８号平成２９年５月１５日発行 

 亀岡市告示第５８号 

 

 亀岡市家庭向け自立型再生可能エネルギー導

入事業費補助金交付要綱を次のように定める。 

 

   平成２９年４月１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

亀岡市家庭向け自立型再生可能エ

ネルギー導入事業費補助金交付要

綱 

 

 （趣旨） 

第１条 市長は、亀岡市地球温暖化対策地域推

進計画に基づき、温室効果ガス排出量削減を

目的として、環境への負荷が少ない自然エネ

ルギーの利用を促進するため、新たに太陽光

発電システム及び蓄電設備を同時設置する者

に対し、予算の範囲内において、亀岡市補助

金等交付規則（昭和４１年亀岡市規則第５

号）及びこの要綱に定めるところにより補助

金を交付する。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる

用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

⑴ 住宅 建築物の総床面積の２分の１以上

が居住の用に供されている戸建の家屋で 

あって、個人が所有するものをいう。 

⑵ 太陽光発電システム 次に掲げる要件の

全てに適合したものをいう。 

ア 住宅の屋根等への設置に適したもの 

イ 当該システムから発電した電力のうち、

当該住宅の使用量を上回る余剰電力が生

じた場合に、これを商用電力として供給

するため、電力会社の低圧配電線と逆潮

流有りで系統連結しているもの 

ウ 未使用品であるもの 

エ 太陽電池の最大出力（太陽光発電を構

成する太陽電池モジュールの公称最大出

力（日本工業規格又はＩＥＣ等の国際規

格に規定されている太陽電池モジュール

の公称最大出力をいう。））の合計値

（単位はｋＷで表示するものとし、小数

点以下２桁未満の値があるときは、これ

を四捨五入する。以下同じ。）が１０ｋ

Ｗ未満であるもの 

オ 当該システムを構成する太陽電池モ 

ジュールが、一般財団法人電気安全環境

研究所等の中立で公正な第三者機関によ

る認証を受け、製品の性能及び安全性に

対して高い信頼が実証されたもの 

⑶ 蓄電設備 次に掲げる要件の全てに適合

したものをいう。 

ア 太陽光発電システムと常時接続してお

り、同システムが発電する電力を充放電

できる蓄電池及び電力変換装置で構成さ

れる一体の装置であり、住居部分に電力

を供給するために設置されるもの 

イ 日本工業規格若しくは一般社団法人電

池工業会規格に適合しているもの又は中

立で公正な第三者機関による認証を受け

たもの 

ウ 蓄電容量が１ｋＷｈ以上であるもの 

エ 未使用品であるもの 

オ その他設置に関して法令等に適合して

いるもの 

 （補助対象） 

第３条 亀岡市家庭向け自立型再生可能エネル

ギー導入事業費補助金（以下「補助金」とい

う。）の交付の対象となる者は、次の各号に

掲げる要件の全てを満たす者とする。 

⑴ 亀岡市内に住所を有している者 

⑵ 自ら居住している亀岡市内の住宅に電力

を供給する目的で、太陽光発電システムと
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同時に蓄電設備を設置している者 

⑶ 電力会社と電力受給契約を締結している

者 

⑷ 市税を滞納していない者 

⑸ 同一の住宅において、この要綱に基づく

補助金の交付を受けていない者 

 （補助金の額） 

第４条 補助金の額は、次の各号に規定する額

を合計した額とする。ただし、太陽光発電シ

ステム及び蓄電設備の設置に要する費用の総

額の２分の１以内とする。 

⑴ 太陽光発電システムの最大出力に１ｋＷ

当たり１０，０００円を乗じて得た額とし、

４０，０００円を限度とする。ただし、算

出された額に１，０００円未満の端数が生

じた場合は、これを切り捨てるものとする。 

⑵ 蓄電設備の最大出力に１ｋＷｈ当たり 

５５，０００円を乗じて得た額とし、  

３３０，０００円を限度とする。ただし、

算出された額に１，０００円未満の端数が

生じた場合は、これを切り捨てるものとす

る。 

 （補助金交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者（以

下「申請者」という。）は、電力会社と電力

受給契約を締結した日から６月以内に、亀岡

市家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事

業費補助金交付申請兼実績報告書（別記第１

号様式）に次に掲げる書類を添えて市長に提

出しなければならない。 

⑴ 住民票の写し 

⑵ 工事請負契約書の写し又は売買契約書の

写し 

⑶ 太陽光発電システム及び蓄電設備の設置

費用に係る領収書の写し 

⑷ 太陽光発電システム及び蓄電設備の設置

場所及び設置状態が確認できる写真 

⑸ 電力会社との電力受給契約書の写し 

⑹ 蓄電設備の規格、形式、蓄電容量その他

の仕様が分かる書類の写し 

⑺ 市税の完納証明書 

⑻ 太陽光発電システムの出力対比表 

⑼ 同意書（住宅の所有者が申請者以外に存

在する場合） 

⑽ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要

と認める書類 

 （交付の決定及び通知） 

第６条 市長は、前条の申請書を受理したとき

は、その内容を審査し、適当と認めたときは、

亀岡市家庭向け自立型再生可能エネルギー導

入事業費補助金交付決定兼確定通知書（別記

第２号様式）により、適当でないと認めたと

きは、亀岡市家庭向け自立型再生可能エネル

ギー導入事業費補助金不交付決定通知書（別

記第３号様式）により、申請者に通知するも

のとする。 

 （補助金の請求） 

第７条 前条の規定により補助金の交付の決定

を受けた者（以下「交付対象者」という。）

は、亀岡市家庭向け自立型再生可能エネル 

ギー導入事業費補助金交付請求書（別記第４

号様式）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による請求書を受理し

たときは、速やかに補助金を交付するものと

する。 

 （補助金の返還等） 

第８条 市長は、交付対象者が次の各号のいず

れかに該当すると認めるときは、交付決定を

取り消し、既に交付した補助金があるときは、

その交付を受けた補助金の全部又は一部を返

還させるものとする。 

⑴ 虚偽又は不正の手段により補助金の交付

を受けたことが判明したとき。 

⑵ この要綱に違反したとき。 

⑶ その他市長が不適当と認める事由が生じ

たとき。 
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 （管理） 

第９条 補助金の交付を受けた者（以下「補助

対象者」という。）は、太陽光発電システム

及び蓄電設備の法定耐用年数の期間、善良な

管理者の注意をもってこれを管理し、その居

住する住宅における電力の消費の用に充てる

ように努めなければならない。 

２ 前項の場合において、補助対象者は、天災

その他補助対象者の責に帰すことのできない

理由により太陽光発電システム及び蓄電設備

が毀損され、又は滅失したときは、その旨を

市長に届け出なければならない。 

 （処分の制限） 

第１０条 補助対象者は、法定耐用年数の期間

内において、当該太陽光発電システム及び蓄

電設備を処分しようとするときは、あらかじ

め亀岡市家庭向け自立型再生可能エネルギー

導入事業費補助金処分承認申請書（別記第５

号様式）を市長に提出し、その承認を受けな

ければならない。 

 （協力） 

第１１条 市長は、補助対象者に対し、必要に

応じて太陽光発電システム及び蓄電設備に関

する資料の提供その他の協力を求めることが

できる。 

 （確認及び検査） 

第１２条 市長は、補助対象者に対し、太陽光

発電システム及び蓄電設備の使用状況その他

の必要な事項について確認し、又は検査をす

ることができる。 

 （委任） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、必要

な事項は、市長が別に定める。 

 

   附 則 

 

 この要綱は、告示の日から実施する。 
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別
記
第
１
号
様

式
（
第
５
条
関
係
）
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
年
 

 
月

 
 
日

  
（
宛
先
）
亀

岡
市
長
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
申
請
者
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

住
 
 

所
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

氏
 
 

名
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
㊞
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

電
話
番

号
 

  

亀
岡

市
家
庭
向
け
自
立

型
再
生
可
能
エ
ネ
ル

ギ
ー
導
入
事
業
費
 

補
助

金
交
付
申
請
兼
実

績
報
告
書
 

  
亀

岡
市
家
庭
向
け

自
立
型

再
生

可
能
エ
ネ
ル

ギ
ー
導
入

事
業

費
補
助
金
交

付
要
綱

第
５
条

の
規
定
に
よ

り
、

次
の
と
お
り
申

請
し
ま
す
。
 

 

設
置

場
所

 
亀
岡

市
 

太
陽

光
発
電

シ
ス
テ

ム
 

型
式

名
 

 

製
造

者
名

 
 

公
称

最
大
定

格
出
力

 
 
 

 
 

 
 

ｋ
Ｗ

（
小
数
点

以
下
２

桁
未
満
は

、
四
捨

五
入
）
 

補
助

金
 

①
 

［
 

 
 

 
］

ｋ
Ｗ

×
1
0,

00
0円

＝
［
 

 
 
 

 
 

 
］

（
1,
0
00
円
未

満
は
切

捨
て

）（
上

限
4
0,
00

0円
）

 

蓄
電

設
備

 

型
式

名
 

 

製
造

者
名

 
 

蓄
電

容
量

 
 
 

 
 

 
ｋ

Ｗ
ｈ

（
小
数
点

以
下
２

桁
未
満
は

、
四
捨

五
入
）
 

補
助

金
 

②
 

［
 

 
 

 
］

ｋ
Ｗ

ｈ
×

5
5,
0
00

円
＝
［

 
 

 
 

 
 
］

（
1,
0
00
円
未

満
は
切

捨
て

）（
上

限
3
30
,0

00
円
）

 

補
助

金
交

付
申
請

額
（

①
＋

②
）
 

金
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
円
 

添
付

書
類

 

⑴
 

住
民
票

の
写
し

 

⑵
 

工
事
請

負
契
約

書
の

写
し

又
は

売
買

契
約
書

の
写

し
 

⑶
 

太
陽
光

発
電
シ

ス
テ

ム
・

蓄
電

設
備

の
設
置

費
用

に
係

る
領
収

書
の

写
し

 

⑷
 

太
陽

光
発

電
シ

ス
テ

ム
・

蓄
電

設
備

の
設

置
場

所
及

び
設

置
状

態
が

確
認

で
き

る
写

真
 

⑸
 

電
力
会

社
と
の

電
力

受
給

契
約

書
の

写
し
 

⑹
 

蓄
電
設

備
の
規

格
、

形
式

、
蓄

電
容

量
そ
の

他
仕

様
が

分
か
る

書
類

の
写

し
 

⑺
 

市
税
の

完
納
証

明
書

 

⑻
 

太
陽
光

発
電
シ

ス
テ

ム
の

出
力

対
比

表
 

⑼
 

同
意
書

（
住
宅

の
所

有
者

が
申

請
者

以
外
に

存
在

す
る

場
合
）

 

第
２
号
様
式
（

第
６
条
関
係
）
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

亀
岡

市
指
令
 
第
 

 
 

 
 
号

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
年
 

 
月

 
 
日

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
様
 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

亀
岡
市
長
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
□印

 

   

亀
岡

市
家
庭
向
け
自
立

型
再
生
可
能
エ
ネ
ル

ギ
ー
導
入
事
業
費
 

補
助

金
交
付
決
定
兼
確

定
通
知
書
 

  
 

 
 

 
 
年

 
 
月
 

 
日

付
け
で
交
付

申
請
の
あ

り
ま

し
た
亀
岡
市

家
庭
向

け
自
立

型
再
生
可
能

エ

ネ
ル

ギ
ー

導
入
事

業
費
補
助

金
に

つ
い
て
は
、

亀
岡
市
家

庭
向

け
自
立
型
再

生
可
能

エ
ネ
ル

ギ
ー
導
入
事

業

費
補

助
金

交
付
要

綱
第
６
条

の
規

定
に
よ
り
、

下
記
の
と

お
り

交
付
す
る
こ

と
に
決

定
し
、

併
せ
て
そ
の

額

を
確
定
し
た
の

で
通
知
し
ま
す
。
 

 

記
 

 交
付

決
定
（
確
定
）
額
 

金
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
円
 

設
置

場
所
 
亀

岡
市
 

条
件
 

１
 
法
定
耐

用
年
数
の
期

間
内
に
お

い
て
、
当

該
太
陽
光
発

電
シ
ス
テ

ム
及
び

蓄
電
設
備

を
処
分
し
よ

う
と

す
る
場
合
は

、
あ
ら
か
じ

め
市
長

の
承
認
を
受

け
る
こ
と
。
 

２
 
市
長
が

、
太
陽
光
発

電
シ
ス
テ

ム
及
び
蓄

電
設
備
に
お

け
る
発
電

量
等
の

資
料
提
供
を
求

め
た
と
き
は
、
こ
れ

に
従
う
こ
と
。
 

３
 
そ
の
他

亀
岡
市
補
助

金
等
交
付

規
則
及
び

亀
岡
市
家
庭

向
け
自
立

型
再
生

可
能
エ
ネ
ル
ギ

ー
導
入
事
業
費
補
助

金
交
付
要
綱
を

遵
守
す

る
こ
と
。
 

備
考
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第
３

号
様
式
（

第
６
条
関
係
）
 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

亀
岡
市
指
令
 

第
 
 
 

 
 
号

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

年
 
 
月

 
 
日

   
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

様
 

   
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
亀

岡
市
長
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
□印

 

   

亀
岡
市
家
庭

向
け
自

立
型
再
生
可

能
エ
ネ
ル

ギ
ー
導
入
事
業

費
 

補
助
金
不
交

付
決
定

通
知
書
 

  
 

 
 

 
 
年

 
 

月
 
 
日

付
け
で
申
請

の
あ

り
ま

し
た

亀
岡

市
家

庭
向

け
自

立
型

再
生

可
能

エ
ネ

ル

ギ
ー

導
入
事
業

費
補
助
金
に
つ

い
て
は
、
下
記
の

理
由
に
よ
り

不
交
付
と

し
ま
す
。
 

 

記
 

 理
由
 

       （
教

示
）
 

１
 

こ
の
決
定

に
つ
い
て
不
服

が
あ
る
場

合
は
、

こ
の
決
定
が

あ
っ
た
こ

と
を
知
っ
た
日

の
翌
日
か

ら
起
算

し
て
３
箇
月

以
内
に
、

亀
岡
市
長
に

対
し
て
審
査
請
求
を
す

る
こ
と
が

で
き
ま
す

。
 

２
 

こ
の
決
定
に

つ
い
て
は
、
上

記
１

の
審

査
請

求
の

ほ
か

、
こ

の
決

定
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

の
翌

日
か

ら
起
算
し

て
６
箇

月
以
内

に
、

亀
岡
市

を
被

告
と
し

て
（

訴
訟
に
お

い
て

亀
岡
市

を
代

表
す
る

者
は

亀
岡

市
長
と
な

り
ま
す

。
）
、

処
分

の
取
消

し
の

訴
え
を

提
起

す
る
こ
と

が
で

き
ま
す

。
な

お
、
上

記
１

の
審

査
請
求
を

し
た
場

合
に
は

、
処

分
の
取

消
し

の
訴
え

は
、

そ
の
審
査

請
求

に
対
す

る
裁

決
が
あ

っ
た

こ
と
を
知
っ

た
日
の
翌

日
か
ら
起
算

し
て
６
箇
月
以
内
に
提

起
す
る
こ

と
が
で
き

ま
す
。
 

３
 

た
だ
し
、
上

記
の
期
間
が
経

過
す

る
前

に
、

こ
の

決
定

（
審

査
請

求
を

し
た

場
合

に
は

、
そ

の
審

査
請

求
に

対
す
る
裁

決
）
が

あ
っ
た

日
の

翌
日
か

ら
起

算
し
て

１
年

を
経
過
し

た
場

合
は
、

審
査

請
求
を

す
る

こ
と

や
処
分
の

取
消
し

の
訴
え

を
提

起
す
る

こ
と

が
で
き

な
く

な
り
ま
す

。
な

お
、
正

当
な

理
由
が

あ
る

と
き

は
、
上
記

の
期
間

や
こ
の

決
定

（
審
査

請
求

を
し
た

場
合

に
は
、
そ

の
審

査
請
求

に
対

す
る
裁

決
）

が
あ

っ
た
日
の

翌
日
か

ら
起
算

し
て

１
年
を

経
過

し
た
後

で
あ

っ
て
も
審

査
請

求
を
す

る
こ

と
や
処

分
の

取
消
し
の
訴

え
を
提
起

す
る
こ
と
が

認
め
ら
れ
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。
 

第
４
号
様
式
（

第
７
条
関
係
）
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
年
 

 
月

 
 
日

  
（
宛
先
）
亀

岡
市
長
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
申
請
者
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

住
 
 

所
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

氏
 
 

名
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
㊞
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

電
話
番

号
 

  

亀
岡

市
家
庭
向
け
自
立

型
再
生
可
能
エ
ネ
ル

ギ
ー
導
入
事
業
費
 

補
助

金
交
付
請
求
書
 

  
 

 
 

 
 
年

 
 
月
 

 
日

付
け
亀
岡
市

指
定
 
第

 
 

 
 
号
で
交

付
決
定

及
び
確

定
を
受
け
た

亀

岡
市

家
庭

向
け
自

立
型
再
生

可
能

エ
ネ
ル
ギ
ー

導
入
事
業

費
補

助
金
に
つ
い

て
、
亀

岡
市
家

庭
向
け
自
立

型

再
生
可
能
エ
ネ

ル
ギ
ー
導
入
事
業
費

補
助
金
交
付
要

綱
第
７

条
の
規
定
に

よ
り

請
求
し
ま
す
。
 

    

請
求
額
 
 
金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
円

 

   
な
お
、
補
助

金
に
つ
い
て
は
、
次

の
預
金
口
座
に

振
り
込

ん
で
く
だ
さ

い
。
 

金
融

機
関
名
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
銀
 
 
行
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
本
店

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
信
用
金
庫
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
支
店

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
農
 
 
協
 

預
金

種
別
・
 

口
座

番
号

 
普

 
通
・
当
 
座
 

 
 

 
 

 
 

 

ふ
り

が
な

 
 

口
座

名
義
人
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第
５
号
様
式
（

第
１
０
条
関
係
）
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
年
 

 
月

 
 
日

  
（
宛
先
）
亀

岡
市
長
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
申
請
者
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

住
 
 

所
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

氏
 
 

名
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
㊞
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

電
話
番

号
 

  

亀
岡

市
家
庭
向
け
自
立

型
再
生
可
能
エ
ネ
ル

ギ
ー
導
入
事
業
費
 

補
助

金
処
分
承
認
申
請

書
 

  
亀

岡
市
家
庭
向

け
自
立
型

再
生

可
能
エ
ネ
ル

ギ
ー
導
入

事
業

費
補
助
金
交

付
要
綱

第
１
０

条
の
規
定
に

よ

り
、
下
記
の
と

お
り
太
陽
光
発
電
シ

ス
テ
ム
及
び
蓄

電
設
備

の
処
分
に
つ

い
て
申
請
し
ま
す
。
 

 

記
 

 交
付

決
定
（
確
定
）
日
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
年
 

 
 

 
月
 
 
 
 
日
 

補
助

対
象

者
 
 

処
分

の
方

法
 

 
□
 
売
却
 
 
 

□
 
譲
渡
 
 
 
□

 
交
換
 

 
□
 
貸
与
 
 
 

□
 
担
保
 
 
 
□

 
廃
棄
 

 
□
 
そ
の
他
（
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
）
 

処
分

の
時

期
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
年
 

 
 

 
月
 
 
 
 
日
か

ら
 

処
分

の
理

由
 
 

 

「
掲
示
済
」
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 亀岡市告示第５９号 

 

 亀岡市生涯学習施設整備事業補助金交付要綱

（昭和５１年亀岡市告示第１７号）の一部を次

のように改正する。 

 

   平成２９年４月１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 第２条中第３号を削り、第４号を第３号とし、

第５号から第７号までを１号ずつ繰り上げる。 

 第４条第２号を次のように改める。 

⑵ 区等が行う生涯学習施設の購入事業及び

建築事業 

 補助対象事業費の１００分の１０以内と

し、１，０００，０００円を限度とする。 

 別記第３号様式中添付書類に「３ 領収書」

を加える。 

 

   附 則 

 

 この要綱は、告示の日から実施する。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第６０号 

 

 亀岡市交通安全施設整備事業補助金交付要綱

（平成２年亀岡市告示第５０号）の一部を次の

ように改正する。 

 

   平成２９年４月１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 第２条第２号を次のように改める。 

⑵ 認定外道路 道路法（昭和２７年法律第

１８０号）第３条に規定する道路以外の道

路のうち人家が連担し、準公共施設に通じ

る等、市長が認めた道路をいう。 

 第３条第１項中「実施する道路」を「実施す

る認定外道路」に改める。 

 第５条を次のように改める。 

 （事業認定） 

第５条 補助金の交付を受けようとする自治会

等（以下「補助事業者」という。）は、交通

安全施設附属設備工事について、亀岡市と協

議し、亀岡市交通安全施設整備事業予定調書

（別記第１号様式）を別に定める日までに市

長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による調書が提出され

たときは、必要事項を調査の上、事業の認定

の適否を審査し、補助事業者に通知するもの

とする。 

 第６条第１項中「別記第１号様式」を「別記

第２号様式」に改め、同条第２項中「別記第２

号様式」を「別記第３号様式」に改める。 

 第７条第１項中「別記第３号様式」を「別記

第４号様式」に改め、同条第２項中「別記第４

号様式」を「別記第５号様式」に改める。 

 第８条中「別記第５号様式」を「別記第６号

様式」に改める。 

 第９条中「別記第６号様式」を「別記第７号

様式」に改める。 

 第１０条第１項中「別記第７号様式」を「別

記第８号様式」に改める。 

 別記第７号様式を別記第８号様式とし、別記

第６号様式を別記第７号様式とし、別記第５号

様式中「記」を削り、同様式を別記第６号様式

とする。 

 別記第４号様式を別記第５号様式とし、別記

第１号様式から別記第３号様式までを１様式ず

つ繰り下げ、附則の次に次の１様式を加える。 
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   附 則 

 

 この要綱は、告示の日から実施する。 

 

「掲示済」 

 

別記第１号様式（第５条関係） 

 

                                  年  月  日 

 

 （宛先）亀岡市長 

 

 

                     住  所 

                     団 体 名 

                     代表者名             ㊞ 

                     電話番号 

 

 

亀岡市交通安全施設整備事業予定調書 

 

 亀岡市交通安全施設整備事業補助金に係る事業予定調書を亀岡市交通安全施設整備事業補

助金交付要綱第５条の規定により、次のとおり関係書類を添えて提出します。 

 

 

道路の名称 

事業施行場所 
事 業 費 事 業 概 要 

 
円

 

 

添付書類 

 ⑴ 位置図 

 ⑵ 工事費見積書の写し（内訳が明記されているもの） 

 ⑶ 設計図面（平面図・横断図・詳細構造図他） 

 ⑷ 現況写真 

 ⑸ その他 
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 亀岡市告示第６１号 

 

 亀岡市公衆街路灯助成金交付要綱（昭和５３

年亀岡市告示第６号）の一部を次のように改正

する。 

 

   平成２９年４月１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 第３条第２項中「助成金の額は」の次に  

「、１０ワット以下の区分については、１灯当

たり助成基準額の２分の１の額に灯数を乗じて

得た額以内の額とし、１０ワット超の区分につ

いては」を加える。 

 別記第１号様式中 

「添付書類 

１ 維持管理公衆街路灯内訳書 

２ ４月分電気料金領収証 

３ その他必要な書類    」を削る。 

 

   附 則 

 

 この要綱は、告示の日から実施する。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第６２号 

 

 亀岡市空き家活用移住促進事業補助金交付要

綱を次のように定める。 

 

   平成２９年４月１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

亀岡市空き家活用移住促進事業補

助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 市長は、本市における移住促進のため

の事業を実施するものに対し、亀岡市補助金

等交付規則（昭和４１年亀岡市規則第５号。

以下「規則」という。）及びこの要綱の定め

るところにより、予算の範囲内で亀岡市空き

家活用移住促進事業補助金（以下「補助金」

という。）を交付する。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる

用語の意義は、当該各号に定めるところによ

るほか、京都府移住の促進のための空家及び

耕作放棄地等活用条例（平成２８年京都府条

例第２６号。以下「条例」という。）で使用

する用語の例による。 

⑴ 空き家 居住を目的として建築され、現

に居住していない又は近く居住しなくなる

と見込まれる建物及びその敷地で市内に存

するものであり、次のいずれにも該当する

ものをいう。 

ア 亀岡市空き家バンク設置要綱（平成 

２８年亀岡市告示第２１３号）の規定に

より亀岡市空き家バンクに登録されてい

るもの 

イ 条例第９条第１項の規定による登録を

受けているもの 

⑵ 移住者 本市へ定住の意思を持って転入

し、又は転入しようとする者で、次のいず

れにも該当するものをいう。 

ア 住民基本台帳法（昭和４２年法律第 

８１号）の規定に基づき本市の住民基本

台帳に記録され、かつ、当該住所地を生

活の本拠としようとする者又はした者 

イ 空き家を取得し、又は賃借等した者 

ウ 空き家の所有者と２親等以内の者でな
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いこと。 

エ この要綱による補助金の交付を受けて

改修した空き家に当該補助金の交付の日

から１０年以上、生活の本拠として居住

する意思のある者 

オ その他市長が不適当と認める者でない

こと。 

⑶ 地域団体 地域に根ざして活動を行う自

治会その他これらに類する地域住民で組織

された団体であって、次に掲げる要件の全

てに適合するものをいう。 

ア 事業を行う地域の事情に詳しく、移住

者の受入だけでなく移住後の支援まで丁

寧に行う体制を整備していること。 

イ 事業の事務手続きを適切かつ効率的に

行うため、団体の構成員、事務局、代表

者並びに意思決定、事務処理及び会計処

理の方法等を規約等で定めていること。 

ウ 団体の運営に当たって、一つの事務手

続きにつき複数の者が関与する等当該事

務手続きに係る不正を未然に防止する体

制が整備されていること。 

⑷ お試し住宅 移住希望者が、地域での暮

らしの体験、地域住民との交流等を目的と

して、短期間居住又は滞在する施設（１世

帯当たりの居住又は滞在に係る利用期間が

通算して１年以内のものに限る。）をいう。 

⑸ シェアオフィス 複数の小規模事業者が

共同利用する事務所をいう。 

 （事業及び補助の内容） 

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下

「補助対象者」という。）及び事業（以下

「補助対象事業」という。）、補助対象経費

並びに補助金額は、別表第１から別表第４ま

でに掲げるとおりとする。 

 （事業計画の承認申請） 

第４条 事業を実施しようとする補助対象者

（以下「補助事業者」という。）は、亀岡市

空き家活用移住促進事業計画承認申請書（別

記第１号様式）に当該申請に係る関係書類を

添えて市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による承認申請書の提

出があったときは、その内容を審査の上、当

該事業計画の承認の可否を決定し、その結果

を亀岡市空き家活用移住促進事業計画承認

（不承認）通知書（別記第２号様式）により

補助事業者に通知するものとする。 

３ 前項の規定による承認の決定を受けた補助

事業者が、事業計画の内容を変更しようとす

るときは、亀岡市空き家活用移住促進事業計

画変更承認申請書（別記第３号様式）に当該

変更に係る関係書類を添えて市長に提出しな

ければならない。ただし、事業費の総額及び

事業の期間に変更が生じないもので、かつ、

軽微な変更である場合については、この限り

でない。 

４ 市長は、前項の規定による変更承認申請書

の提出があったときは、その内容を審査の上、

当該事業計画変更の承認の可否を決定し、そ

の結果を亀岡市空き家活用移住促進事業計画

変更承認（不承認）通知書（別記第４号様

式）により補助事業者に通知するものとする。 

 （交付申請） 

第５条 前条の規定により承認を受けた補助事

業者は、補助金の交付を受けようとするとき

は、亀岡市空き家活用移住促進事業補助金交

付申請書（別記第５号様式）に当該申請に係

る関係書類を添えて、市長に提出しなければ

ならない。 

 （交付決定） 

第６条 市長は、前条の規定による申請があっ

たときは、その内容を審査の上、交付の可否

を決定し、亀岡市空き家活用移住促進事業補

助金交付（不交付）決定通知書（別記第６号

様式）により補助事業者に通知するものとす

る。 
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 （変更申請等） 

第７条 前条の規定による補助金交付決定を受

けた補助事業者が、当該事業の内容を変更し

ようとするとき又は当該事業を中止し、若し

くは廃止しようとするときは、第４条第３項

に定める亀岡市空き家活用移住促進事業計画

変更承認申請書及び亀岡市空き家活用移住促

進事業補助金変更交付申請書（別記第７号様

式）を市長に提出しなければならない。ただ

し、事業費の総額及び事業の期間に変更が生

じないもので、かつ、軽微な変更である場合

については、この限りでない。 

２ 市長は、前項の規定による変更交付申請書

の提出があったときは、その内容を審査の上、

当該変更の承認の可否を決定し、その結果を

第４条第４項に定める亀岡市空き家活用移住

促進事業計画変更承認（不承認）通知書及び

亀岡市空き家活用移住促進事業補助金変更交

付（不交付）決定通知書（別記第８号様式）

により補助事業者に通知するものとする。 

 （指令前着手届） 

第８条 補助事業者は、補助対象事業の着手を

原則として第６条の規定による交付決定後に

行うものとする。ただし、やむを得ない理由

により交付決定前に着手する場合は、亀岡市

空き家活用移住促進事業指令前着手届（別記

第９号様式）を市長に提出しなければならな

い。 

 （実績報告） 

第９条 補助事業者は、補助対象事業が完了し

た日から起算して３０日以内又は当該事業が

完了した日が属する年度の３月３１日のいず

れか早い日までに、亀岡市空き家活用移住促

進事業補助金実績報告書（別記第１０号様

式）に関係書類を添えて、市長に提出しなけ

ればならない。 

 （補助金額の確定） 

第１０条 市長は、前条の規定による実績報告

書の提出があったときは、当該報告書の書類

を審査の上、適当と認めたときは、亀岡市空

き家活用移住促進事業補助金額確定通知書

（別記第１１号様式）により、補助事業者に

通知するものとする。 

 （交付決定の取消し） 

第１１条 市長は、次の各号のいずれかに該当

すると認める場合は、補助金の交付決定の全

部又は一部を取り消すことができる。 

⑴ 補助事業者が補助金を他の用途に使用し

たとき。 

⑵ 補助金交付決定の内容若しくはこれに付

した条件その他法令又はこれに基づく市長

の処分に違反等したとき。 

⑶ 第６条の規定により補助金の交付の決定

を受けた補助事業者が移住促進事業を中止

し、又は廃止したとき。 

 （補助金の返還） 

第１２条 市長は、前条に定めるもののほか、

次の各号のいずれかに該当すると認める場合

は、当該補助金の全部又は一部を返還させる

ことができる。 

⑴ 偽りその他不正な手段により補助金の交

付を受けたとき。 

⑵ 移住促進住宅整備事業の完了した日から

起算して１０年以内に、当該住宅を移住者

の住宅として活用しなくなったとき。 

 （その他） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか必要な

事項については、市長が別に定めるものとす

る。 

 

   附 則 

 

１ この要綱は、告示の日から実施する。 

２ この要綱は、平成３３年３月３１日限り、

その効力を失う。 
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別
表

第
１
（

第
３
条
関

係
）
 

補
助
対
象
 

事
 
 
業
 

補
 
助
 

対
象
者
 

補
助
対
象
経
費
 

補
助
金
額
 

１
 
地
域
受

入
体
制
整

備
促
進
事

業
 

地
域
団
体
 

 
条
例
第
５
条
に
規
定
す
る
移
住
促
進
特
別
区
域
（
以

下
「
移
住
促
進
特
別
区
域
」
と
い
う
。）

又
は
本
事
業
を

行
う

こ
と
に
よ
り
移
住
促
進
特
別
区
域
の
指
定
を
受
け

よ
う

と
す
る
地
域
に
お
い
て
、
移
住
者
の
受
入
を
促
進

す
る

た
め

に
行

う
次

に
掲

げ
る

事
業

に
要

す
る

経
費

（
⑶
に
つ
い
て
は
、
移
住
促
進
特
別
区
域
に
お
い
て
行

う
も

の
に
限
る
。）
。
な
お
、
事
業
の
実
施
期
間
は
、
事

業
計

画
の
承
認
を
受
け
た
年
度
か
ら
そ
の
翌
年
度
ま
で

と
す

る
。
 

⑴
 
移
住
促
進
ビ
ジ

ョ
ン
の
作
成
 

 
地
域
内
の
話
合
い
等
に
よ
る
、
地
域
の
将
来
人

口
の
予
測
、
望
ま
し
い
人
口
構
成
及
び
移
住
者
数
、

求
め
る
移
住
者
像
並
び
に
空
き
家
及
び
農
地
の
活

用
に
よ
る
移
住
の
促
進
及
び
地
域
の
活
性
化
に
関

す
る
取
組
等
を
ま
と
め
た
移
住
促
進
ビ
ジ
ョ
ン
の

作
成
 

⑵
 

空
き

家
・

農
地

の
実

態
調

査
の

実
施

及
び

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
作
成
 

 
地
域
内
の
空
き
家
・
農
地
の
実
態
調
査
（
数
、

面
積
、
位
置
、
要
修
繕
の
程
度
、
所
有
者
の
賃
貸
、

譲
渡
等
の
意
向
及
び
条
件
等
）
の
実
施
及
び
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
化
 

⑶
 
移
住
者
受
入
活
動
の
実
施
 

 
お
試
し
住
宅
・
移
住
者
向
け
シ
ェ
ア
オ
フ
ィ
ス

等
利
用
者
の
募
集
、
移
住
希
望
者
と
の
面
談
、
受

入
前
の
調
整
、
移
住
後
の
フ
ォ
ロ
ー
等
移
住
者
又

は
移
住
希
望
者
に
対
し
て
行
う
活
動
 

⑷
 

そ
の

他
移

住
者

受
入

体
制

の
整

備
の

た
め

の
活
動
の
実
施
 

 
専
門
家
招
へ
い
、
先
進
地
調
査
等
 

補
助
対
象
事

業
に
要
す
る

経
費
の
１
０

分
の
１
０
以

内
の
額
（
１

地
域
当
た
り

５
０
万
円
を

限
度

と
す

る
。）

 

２
 
移
住
促

進
住
宅
整

備
事
業
 

地
域
団
体
 

 
空
き
家
を
取
得
又
は
賃
借
等
し
た
上
で
、
お
試
し
住

宅
又

は
移
住
者
向
け
シ
ェ
ア
オ
フ
ィ
ス
（
移
住
促
進
特

別
区

域
内
に
居
住
し
、
住
所
を
有
す
る
こ
と
を
利
用
者

の
条

件
と
す

る
も
の
に

限
る
。
）
と
す
る
た
め
に
行
う
改

修
に

要
す
る

経
費
 

 
た
だ
し
、
当
該
空
き
家
に
関
し
、
国
、
京
都
府
又
は

本
市

か
ら
、
移
住
の
促
進
を
目
的
と
し
た
空
き
家
改
修

等
に

係
る
補
助
金
が
交
付
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
場
合
に

限
る

。
 

補
助
対
象
事

業
に
要
す
る

経
費
の
１
０

分
の
１
０
以

内
の
額
（
１

戸
当

た
り

１
８
０
万
円

を
限
度
と
す

る
。）

 

移
住
者
 

 
空
き
家
を
取
得
又
は
賃
借
等
し
、
自
ら
居
住
す
る
目

的
で

行
う
生
活
を
す
る
た
め
に
必
要
な
改
修
（
居
住
の

用
に

供
す
る

部
分
に
限

る
。）

に
要
す
る
経
費
 

 
た
だ
し
、
移
住
者
が
当
該
空
き
家
に
居
住
し
、
住
所

を
有

す
る
又
は
そ
の
予
定
で
あ
る
こ
と
が
確
実
な
場
合

で
あ

っ
て
、

当
該
移
住

者
及
び
当
該
空
き
家
に
関
し
、
 

 

 

 
 

国
、
京
都
府
又
は

本
市
か
ら
、
移
住
の
促
進
を

目
的
と

し
た
空
き
家
改
修

等
に
係
る
補
助
金
が
交
付
さ

れ
た
こ

と
が
な
い
場
合
に
限
る
。
 

 
な
お
、
当
該
空
き
家
の
取
得
又
は
そ
の
賃
借

権
等
の

取
得
の
日
が
、
移
住
の
日
か
ら
起
算
し
て
１
年

前
の
日

か
ら
、
移
住
の
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過

し
た
日

ま
で
の
間
（
市
長
が
認
め
る
就
農
・
就
業
等
支

援
制
度

の
利
用
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
制
度
利
用
中
の
期
間
は
、

経
過
し
た
日
数
に
含
め
な
い
。）

で
あ
る
も
の
に
限
る
。

 

３
 
空
家
流

動
化
促
進

事
業
 

空
き
家
所
有

者
 

 
空
き
家
等
（
地
域
団
体
が
２
の
事
業
に
よ
り

改
修
し

よ
う
と
す
る
も
の
又
は
空
き
家
を
い
う
。）

を
移
住
者
に

売
却
又
は
賃
貸
等
す
る
際
に
必
要
な
当
該
空
き

家
等
の

所
有
者
が
行
う
家
財
の
撤
去
等
に
要
す
る

経
費
 

 
た
だ
し
、
売
却
又
は
賃
貸
等
に
係
る
契
約
締

結
日
か

ら
起
算
し
て
６
箇
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
補

助
金
の

交
付
の
申
請
を
し
た
事
業
で
あ
っ
て
、
当
該
所

有
者
が

移
住
の
促
進
を
目
的
と
し
た
家
財
の
撤
去
等
に

係
る
補

助
金
の
交
付
を
受
け
た
こ
と
が
な
い
場
合

に
限
る
。
 

 
な
お
、
貸
家
業
を
行
う
者
が
専
ら
貸
家
業
の

た
め
に

所
有
す
る
空
き
家
の
家
財
の
撤
去
等
は
事
業
の

対
象
外

と
す
る
。
 

対
象
の
空
き

家
１
戸
当
た

り
１
０
万
円

以
内
の
額
 

備
考

 
補

助
金

額
に

１
，

０
０

０
円

未
満

の
端

数
が

生
じ

た
と

き
は

、
こ

れ
を

切
り

捨
て

る
も

の
と

す
る
。
 

 別
表
第

２
（
第
３
条
関
係
）
 

補
助
対
象
 

経
 
 
費
 

内
 
 
 
 

 
容
 

報
償

費
 
専
門
家
に
対
す
る
謝
金
、
地
域
団

体
の
構
成
員
が
行
う
役
務
（
通
常
無
報
酬
で
実

施
す

る
こ
と
が
相
当
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
対
す
る
代

償
 

旅
費
 
交
通
及
び
宿
泊
に
要
す
る
費
用
（
グ
リ
ー
ン
料
金
等
は
除
く
。）

 

消
耗

品
費
 
用
紙
、
封
筒
、
文
具
、
図
書
、
作
業
用
具
類
等
の
購
入
経
費
 

燃
料

費
 
自
動
車
、
暖
房
用
具
、
草
刈
機
等
の
燃
料
費
 

印
刷

製
本

費
 
マ
ニ
ュ
ア
ル
、
募
集
資
料
等
の
作
成
経
費
 

通
信

運
搬

費
 
郵
便
料
金
 

手
数

料
 
振
込
手
数
料
 

保
険

料
 
賠
償
責
任
保
険
等
に
係
る
保
険
料
 

委
託

料
 
専
門
的
知
識
や
技
術
を
要
す
る
業
務
を
外
部
に
委
託
す
る
費
用
 

使
用

料
及

び
 

賃
借

料
 
レ
ン
タ
カ
ー
、
機
械
借
上
料
、
会
場
使
用
料
 

そ
の
他
特
に
必
要
と
認
め
る
も
の
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別
表
第

３
（
第
３
条
関
係
）
 

補
助
対
象
 

経
 
 
費
 

内
 
 
 
 
 
容
 

備
考
 

工
事

費
 
家
屋
又
は
敷
地

に
係
る
工
事

に
要
す
る
費
用
（

直
接
施
工

に
要
す
る
経

費
を
含
む
。）

 
 

測
量

試
験

費
 
測
量
及
び
試
験
費
 

 

賃
金
 
事
業
の
施
行
に

必
要
な
手
当

、
賃
金
、
共
済
費

（
賃
金
支

弁
に
よ
る
社

会
保
険
料
）、

需
用
費
（
消
耗
品
費
、
燃
料
費
、
印
刷
製
本
費
、
光
熱
水

費
、
用
紙
、
封
筒
、
文
具
、
図
書
、
作
業
用
具
等

の
購
入
経
費
）
 

事
業
費
の
３

％
以
内
 

旅
費
 

需
用

費
 

役
務

費
 

委
託

料
 

使
用

料
及
び

賃
借

料
 

そ
の
他
特
に
必
要
と
認
め
る
も
の
 

 別
表
第

４
（
第
３
条
関
係
）
 

補
助
対
象
経
費
 

内
 
 
 
 
 
容
 

報
償

費
 
空
き
家
の
提
供
の
協

力
に
係
る
謝
金
等
 

 

別
記
第
１
号
様

式
（
第
４
条
関
係
）
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
年
 

 
月

 
 
日

  
（
宛
先
）
亀

岡
市
長
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
申

請
者
 

 
住
所
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
氏
名
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

㊞
 

  

亀
岡
市
空
き

家
活
用
移
住
促
進
事

業
計
画
承
認
申

請
書
 

  
亀

岡
市
空
き
家

活
用
移
住

促
進

事
業
を
下
記

の
と
お
り

実
施

し
た
い
の
で

、
関
係

書
類
を

添
え
て
申
請

し

ま
す
。
 

 

記
 

 １
 
事
業
計
画

総
括
表
 

事
業
種

目
 

地
域
名
 

実
施

主
体
 

事
業
費
（
単
位

：
円

）

⑴
 

地
域

受
入
体
制
整
備
促

進
事
業
 

 
 

 

⑵
 

移
住

促
進
住
宅
整
備
事

業
 

 
 

 

⑶
 

空
家

流
動
化
促
進
事
業
 

 
 

 

合
計
 

 

※
事
業
種
目
毎

の
実
施
地
域
が
複
数

あ
る
場
合
は
適
宜
欄
を

追
加
し
て
記

入
し

て
く
だ
さ
い
。
 

 ２
 
添
付
書
類
 

⑴
 
事
業
計

画
書
 

ア
 
地
域
受

入
体
制
整
備
促
進
事

業
用
（
別
紙
１
－

１
）
 

イ
 
移
住
促

進
住
宅
整
備
事
業
用

（
別
紙
１
－
２
）
 

ウ
 
空
家
流

動
化
促
進
事
業
用
（

別
紙
１
－
３
）
 

⑵
 
収
支
計

画
書
（
別
紙
２
）
（
地
域
受
入

体
制
整
備
促
進

事
業
の
み
）
 

⑶
 
地
域
団

体
の
規
約
等
（
実
施

主
体
が
地
域
団
体

の
場
合
）
 

⑷
 
そ
の
他

市
長
が
必
要
と
認
め

る
書
類
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別
紙
１
－
１
 

事
業
計
画
書
 

（
地

域
受
入
体
制
整
備

促
進
事
業
用
）
 

１
 

事
業
に
取
り
組
む

背
景
 

２
 

事
業
内
容
及
び
着

手
・
完
了
予
定
年
月

日
 

⑴
 
事
業
内
容
 

ア
 
移
住
促
進
ビ
ジ

ョ
ン
の
作
成
 

   

イ
 
空
き
家
・
農
地

の
実
態
調
査
の
実
施

及
び
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

の
作
成
 

   

ウ
 
移
住
者
受
入
活

動
の
実
施
 

   

エ
 
そ
の
他
移
住
者

受
入
体
制
の
整
備
の

た
め
の
活
動
の
実
施
 

   

⑵
 
着
手
予
定
年
月

日
 

 
 

 
完
了
予
定
年
月

日
 

  ３
 

事
業
費
 

 
 

 
総
事
業
費
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
円
 

 
 

 
 
 
 
年
度
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
円
 
内
訳
：

市
補
助
金
 
 
 

 
 
 

 
円
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
自

己
負
担
 
 
 

 
 
 

 
円
 

 
 

 
 
 
 
年
度
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
円
 
内
訳
：

市
補
助
金
 
 
 

 
 
 

 
円
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
自

己
負
担
 
 
 

 
 
 

 
円
 

※
収
支
計
画
書

（
別
紙
２
）
及
び
府

税
納
税
証
明
書
又
は
府

税
納
税
確
認

の
同

意
書
を
添
付
す

る
こ

と
。
 

別
紙
１
－
２
 

事
業
計
画
書
 

（
移
住
促
進
住

宅
整

備
事
業
用
）
 

 １
 
空
き
家
改

修
の
概
要
（
事
業
計

画
）
 

①
空

き
家
所
在
地
・
登

録
番
号
 

（
番

地
ま
で
記
載
）
 

 

（
登
録
番
号
 

 
 
 
 
 
）

②
申

請
者
名
（
実
施
主

体
）
 

 

③
所

有
者
名
 

 

④
入

居
・
開
設
（
予
定

）
日
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
年

 
 
 
月
 

 
 
日
 

⑤
取

得
、
賃
借
等
の
別
 

（
所

有
者
と
の
関
係
）
 

取
得
 

賃
借
（

契
約
期
間
 
 

 
 
 

年
）
 

そ
の
他

（
具
体
的
に
記

入
）（

契
約
期
間
 
 
 
 

 
年
）
 

⑥
（

お
試
し
住
宅
の
場

合
）
 

 
１

世
帯

当
た

り
の

居
住

又
は

滞
在
に
係
る
利

用
期

間
 

 

⑦
改

修
後
活
用
す
る
期

間
 

事
業
完

了
後
１
０
年
間
 

⑧
事

業
実
施
期
間
 

 
 
 

 
 
年
 
 
月

 
 
日

～
 
 
 
 

 
 

年
 
 
月
 
 

日

⑨
改

修
内
容
 

 

※
 

改
修
し
た
住

宅
へ
の
入

居
者

が
、
移
住
促

進
特
別
区

域
指

定
申
出
書
に

記
載
す

る
人
材

像
、
条
件
等

に

合
致
す
る
者

で
あ
る
こ
と
。
 

※
 

売
買
、
賃
貸

借
等
に
係

る
契

約
書
の
写
し

又
は
そ
れ

に
準

じ
る
書
類
（

同
意
書

、
確
認

書
等
）
を
添

付

す
る
こ
と
。
 

※
 
府
税
納
税

証
明
書
又
は
府
税
納

税
確
認
の
同
意

書
を
添

付
す
る
こ
と

。
 

 ２
 
事
業
費
内

訳
 

工
 

種
 

数
 
量
 

単
 
価
 

金
 
額
 

 
 

円
 

円

 
 

円
 

円

 
 

円
 

円

 
 

円
 

円

総
事
業

費
（
１
，
０
０
０
円
未

満
切
り
捨
て
）
 

円

 
自
己
資
金
額
（

１
，
０
０
０
円
未
満

切
り
捨
て
）
 

円

 
市
補
助
金
額
（

１
，
０
０
０
円
未
満

切
り
捨
て
）
 

円
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別
紙
１
－
３
 

事
業
計
画
書
 

（
空
家
流
動

化
促
進
事
業
用
）
 

 １
 
事
業
対
象

と
な
る
空
き
家
の
概

要
（
事
業
計
画

）
 

①
空

き
家
所
在
地
・
登

録
番
号
 

 
（

番
地
ま
で
記
載
）
 

 

（
登
録
番
号

 
 
 
 
 
 
 
）

②
所

有
者
名
 

 

③
入

居
・
開
設
予
定
者

名
 

 

④
入

居
・
開
設
予
定
日
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
年

 
 
 
月
 

 
 

日
 

⑤
取

得
、
賃
貸
等
の
別
 

売
却
 

賃
貸
（

契
約
期
間
 
 

 
 
 

年
）
 

そ
の
他

（
具
体
的
に
記

入
）（

契
約
期
間
 
 
 
 

 
年
）
 

⑥
補

助
金
の
額
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
円
 

※
 

改
修
し
た
住

宅
へ
の
入

居
者

が
、
移
住
促

進
特
別
区

域
指

定
申
出
書
に

記
載
す

る
人
材

像
、
条
件
等

に

合
致
す
る
者

で
あ
る
こ
と
。
 

※
 

売
買
、
賃
貸

借
等
に
係

る
契

約
書
の
写
し

又
は
そ
れ

に
準

じ
る
書
類
（

同
意
書

、
確
約

書
等
）
を
添

付

す
る
こ
と
。
 

※
 

地
域
団
体
（

実
施
主
体

が
地

域
団
体
の
場

合
）
及
び

対
象

と
な
る
空
き

家
所
有

者
の
府

税
納
税
証
明

書

又
は
府
税
納

税
確
認
の
同
意
書
を

添
付
す
る
こ
と

。
 

別
紙

２
 

 

地
域
団
体
名
 
 

 

収
支
計

画
書
 

（
地
域
受
入

体
制
整
備

促
進
事
業
）
 

 １
 

収
入
内
訳

書
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
（

単
位
：
円
）

項
 
 

 
 
 
目
 

金
 

 
額
 

（
費

目
）
 

（
内

容
）
 

 

合
 
 

 
 
 
計
 

 

 ２
 

支
出
内
訳

書
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
（

単
位
：
円
）

項
 
 

 
 
 
目
 

金
 

 
額
 

(
費
目
) 

（
内

容
）
 

 

合
 
 

 
 
 
計
 

※
計

画
段
階
に

お
け
る
費
目
、

内
容
及
び

金
額
を
記
載
す
る
こ
と
。
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府
税
滞

納
の
有
無
に
つ

い
て
 

照 会 欄 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
年
 
 
月
 
 
日

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
御

中
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

部
 
 
 
 
 
 
課

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
（

担
当
：
 
 
 
 

 
 
 
 
内
線
：
 

 
 
 
 
 
 
 
）

  
同
意

書
記
載
者

に
つ
い
て

、
府
税
滞

納
の
有
無

を
照
会

し
ま
す
の
で

、
 
 
月

 
 

日
ま

で
に
回

答
願
い
ま
す
。
 

 

回 答 欄 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
年
 
 
月
 
 
日

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
御

中
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

部
 
 
 
 
 
 
課

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
（

担
当
：
 
 
 
 

 
 
 
 
内
線
：
 

 
 
 
 
 
 
 
）

  
同
意

書
記
載
者
に
つ
い
て
、

府
税
滞
納
の
有
無

を
回
答
し
ま
す
。
 

 

滞
納
 
 
 
 
有
 

 
・
 
 
無
 

 （
滞
納

が
あ
る
場
合
の
所
管
府

税
公
所
：
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
）
 

 

同 意 書 

 
上
記

に
よ
り
、

私
（
当
社

）
の
府
税

滞
納
の
有

無
を
確

認
す
る
こ
と

に
つ
い
て

同
意

し
ま

す
。
 

  
 
 

 
 
 
年
 
 
月
 
 

日
 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
住
所

（
法
人
の
場
合
は

本
店
所
在
地
）
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
氏
名

（
法
人
の
場
合
は

名
称
及
び
代
表
者
氏

名
）
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
㊞
 
 

第
２

号
様
式
（

第
４
条
関
係
）

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

第
 
 
 

 
 
号

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

年
 
 
月

 
 
日

   
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
様
 

   
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
亀
岡

市
長
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
□印

 

  

亀
岡

市
空
き

家
活
用
移

住
促
進
事
業

計
画
承
認
（

不
承
認
）
通

知
書
 

  
 

 
 

 
 
 

年
 
 

月
 
 

日
付

け
で
承

認
申

請
の
あ

り
ま

し
た
亀

岡
市
空

き
家
活

用
移

住
促
進

事
業

（
 

 
 
 
 

 
 
事
業
）
に
つ
い
て
は
、
下
記

の
と
お
り
決

定
し
ま
し

た
の
で
通
知
し

ま
す
。
 

  

記
 

  
□

 
承
認
 

  
□

 
不
承
認
 

 
 

 
（
理
由

）
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第８６８号平成２９年５月１５日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第
３
号
様
式
（

第
４
条
関
係
）
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
年
 

 
月

 
 
日

  
（
宛
先
）
亀

岡
市
長
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
申

請
者
 

 
住
所
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
氏
名
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

㊞
 

  

亀
岡
市
空
き
家

活
用
移
住
促
進
事
業

計
画
変
更
承
認
申
請
書

 

  
 
 
 
 
 

 
年
 
 
月
 
 
日

付
け
 
 
第
 

 
 
 

号
に
よ
り
認

定
を

受
け
ま
し
た
亀

岡
市
空
き
家

活
用
移
住
促
進

事
業
（
 
 
 
 
 

 
 
事
業
）
の
事
業
計

画
を
下
記
の

と
お

り
変
更
し
た
い

の
で

、
関
係

書
類
を
添
え
て

申
請
し
ま
す
。
 

 

記
 

 １
 
事
業
計
画

総
括
表
 

事
業
種

目
 

地
域
名
 

実
施

主
体
 

事
業
費
（
単
位

：
円

）

⑴
 

地
域

受
入
体
制
整
備
促

進
事
業
 

 
 

 

⑵
 

移
住

促
進
住
宅
整
備
事

業
 

 
 

 

⑶
 

空
家

流
動
化
促
進
事
業
 

 
 

 

合
計
 

※
事
業
種
目
毎

の
実
施
地
域
が
複
数

あ
る
場
合
は
適

宜
欄
を

追
加
し
て
記

入
し

て
く
だ
さ
い
。
 

 ２
 
変
更
の
内

容
及
び
理
由
 

   ３
 
添
付
書
類
 

⑴
 
内
容
変

更
後
の
事
業
計
画
書

（
各
事
業
種
目
別

）
 

⑵
 
そ
の
他

市
長
が
必
要
と
認
め

る
書
類
 

第
４

号
様
式
（

第
４
条
関
係
）

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

第
 
 
 

 
 
号
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

年
 
 
月

 
 
日
 

   
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
様
 

   
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
亀
岡

市
長
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
□印

 

  

亀
岡
市

空
き
家

活
用
移
住
促
進

事
業
計
画

変
更
承
認

（
不
承
認
）

通
知
書
 

  
 

 
 

 
 
 

年
 
 

月
 
 

日
付

け
で
変

更
承

認
申
請

の
あ

り
ま
し

た
亀
岡

市
空
き

家
活

用
移
住

促
進

事
業

（
 
 
 

 
 
 
 
事
業
）
に
つ
い
て
は
、

下
記
の
と
お

り
決
定
し

ま
し
た
の
で
通

知
し
ま
す

。
 

  

記
 

  
□

 
承
認
 

  
□

 
不
承
認
 

 
 

 
（
理
由

）
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第８６８号平成２９年５月１５日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第
５

号
様
式
（

第
５
条
関
係
）

 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

年
 
 
月

 
 
日

  
（

宛
先
）
亀

岡
市
長
 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

申
請
者
 
 

住
所
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

氏
名
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

㊞
 

  

亀
岡
市

空
き
家
活
用

移
住
促
進
事

業
補
助
金

交
付
申
請
書
 

  
別

紙
の
と
お
り

事
業
を
実
施
し

た
い

の
で
、

亀
岡
市
空
き
家
活
用
移
住
促

進
事
業
補
助
金
交
付
要
綱
第
５

条
の

規
定
に
よ

り
、
補
助
金
 

 
 
 
 
 
 
円

の
交
付
を
申

請
し
ま
す

。
 

  １
 

経
費
の
配

分
及
び
事
業
計

画
 
 
別
紙
１
の

と
お
り
 

 ２
 

収
支
予
算

書
 
 
 
 
 
 
 

 
別
紙
２
の

と
お
り
 

 ３
 

事
業
の
完

了
予
定
日
 
 
 
 
 
 
 
年
 

 
月
 
 
日
 

 ４
 

そ
の
他
 

         

別
紙
１
 

経
費
の
配
分
及

び
事
業
計
画
 

実
施
主

体
 

事
業
種
目
 

事
業

費
 

負
担
区
分
 

摘
要
 

市
補
助

金
 

自
己
負
担
 

 
 

円
 

円
 

円
 

合
計
 

 
円
 

円
 

円
 

１
 
「
負
担
区

分
」
欄
は
、
実
質
の

負
担
区
分
に
基

づ
き
記

入
し
て
く
だ

さ
い
。
 

２
 
「
摘
要
」

欄
は
、
当
該
年
度
の

着
手
及
び
完
了

の
予
定

年
月
日
を
記

入
し
て
く
だ
さ
い
。
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第８６８号平成２９年５月１５日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別
紙
２
 

収
支
予
算
書
 

⑴
 
収
入
の

部
 

区
分
 

本
年
度
予
算

額
 

前
年
度
予
算

額
 

比
較

増
減
額
 

摘
要
 

増
 

減
 

市
補
助

金
 

円
 

円
 

円
 

円
 

合
計
 

円
 

円
 

円
 

円
 

 

⑵
 
支
出
の

部
 

区
分
 

本
年
度
予
算

額
 

前
年
度
予
算

額
 

比
較

増
減
額
 

備
考
 

増
 

減
 

⑴
 

地
域

受
入

体
制

整
備

促
進
事
業
 

円
 

円
 

円
 

円
 

⑵
 

移
住

促
進

住
宅

整
備

事
業
 

円
 

円
 

円
 

円
 

⑶
 

空
家

流
動

化
促

進
事

業
 

円
 

円
 

円
 

円
 

合
計
 

円
 

円
 

円
 

円
 

 

第
６

号
様
式
（

第
６
条
関
係
）

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

第
 
 
 

 
 
号

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

年
 
 
月

 
 
日

   
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
様
 

   
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
亀
岡

市
長
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
□印

 

  

亀
岡

市
空
き

家
活
用
移

住
促
進
事
業

補
助
金
交
付

（
不
交
付
）

決
定
通
知

書
 

  
 

 
 
 
年

 
 
月
 
 
日

付
け
で
申

請
の
あ

り
ま
し
た
亀

岡
市
空
き

家
活
用
移
住
促

進
事
業
補

助
金
の

交
付

に
つ
い
て

は
、
亀
岡
市
空

き
家
活
用
移
住
促

進
事
業
補
助

金
交
付
要

綱
第
６
条
の
規

定
に
よ
り

、
下
記

の
と

お
り
決
定

し
ま
し
た
の
で

通
知
し
ま
す
。
 

 

記
 

  
□

 
交
付
 

 
 

 
交
付
決

定
額
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
円
 

  
□

 
不
交
付
 

 
 

 
（
理
由

）
 

   （
教

示
）
 

１
 

こ
の
決
定

に
つ
い
て
不
服

が
あ
る
場
合
は
、

こ
の
決
定
が

あ
っ
た
こ

と
を
知
っ
た
日

の
翌
日
か

ら
起
算

し
て
３
箇
月

以
内
に
、

亀
岡
市
長
に

対
し
て
審
査
請
求
を
す

る
こ
と
が

で
き
ま
す

。
 

２
 

こ
の
決
定
に

つ
い
て
は
、
上

記
１

の
審

査
請

求
の

ほ
か

、
こ

の
決

定
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

の
翌

日
か

ら
起
算
し

て
６
箇

月
以
内

に
、

亀
岡
市

を
被

告
と
し

て
（

訴
訟
に
お

い
て

亀
岡
市

を
代

表
す
る

者
は

亀
岡

市
長
と
な

り
ま
す

。
）
、

処
分

の
取
消

し
の

訴
え
を

提
起

す
る
こ
と

が
で

き
ま
す

。
な

お
、
上

記
１

の
審

査
請
求
を

し
た
場

合
に
は

、
処

分
の
取

消
し

の
訴
え

は
、

そ
の
審
査

請
求

に
対
す

る
裁

決
が
あ

っ
た

こ
と
を
知
っ

た
日
の
翌

日
か
ら
起
算

し
て
６
箇
月
以
内
に
提

起
す
る
こ

と
が
で
き

ま
す
。
 

３
 

た
だ
し
、
上

記
の
期
間
が
経

過
す

る
前

に
、

こ
の

決
定

（
審

査
請

求
を

し
た

場
合

に
は

、
そ

の
審

査
請

求
に

対
す
る
裁

決
）
が

あ
っ
た

日
の

翌
日
か

ら
起

算
し
て

１
年

を
経
過
し

た
場

合
は
、

審
査

請
求
を

す
る

こ
と

や
処
分
の

取
消
し

の
訴
え

を
提

起
す
る

こ
と

が
で
き

な
く

な
り
ま
す

。
な

お
、
正

当
な

理
由
が

あ
る

と
き

は
、
上
記

の
期
間

や
こ
の

決
定

（
審
査

請
求

を
し
た

場
合

に
は
、
そ

の
審

査
請
求

に
対

す
る
裁

決
）

が
あ

っ
た
日
の

翌
日
か

ら
起
算

し
て

１
年
を

経
過

し
た
後

で
あ

っ
て
も
審

査
請

求
を
す

る
こ

と
や
処

分
の

取
消
し
の
訴

え
を
提
起

す
る
こ
と
が

認
め
ら
れ
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。
 



 
亀 岡 市 公 報 

 39

第８６８号平成２９年５月１５日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第
７

号
様
式
（

第
７
条
関
係
）

 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

年
 
 
月

 
 
日

  
（

宛
先
）
亀

岡
市
長
 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

申
請
者
 
 

住
所
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

氏
名
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

㊞
 

  

亀
岡
市
空
き

家
活
用

移
住
促
進
事

業
補
助
金

変
更
交
付
申
請

書
 

  
 

 
 

 
 
 

年
 
 

月
 
 

日
付
け
 
 

第
 

 
 
 

号
で
補
助
金
交

付
決
定
の
あ
り
ま
し
た
事
業
の

実
施

に
つ
い
て
、

下
記
の
理
由
に

よ
り

補
助
事

業
の
内
容
及
び
経
費
の
配
分

を
変
更
し
〔
金
 

 
 
 

 
円

の
追

加
交
付
（

減
額
承
認
）
を

受
け
〕
た
い
の
で

、
関
係
書
類

を
添
え
て

申
請
し
ま
す
。

 

 

記
 

 １
 

変
更
理
由
 

   ２
 

変
更
内
容
 

   

第
８

号
様
式
（

第
７
条
関
係
）

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

第
 
 
 

 
 
号

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

年
 
 
月

 
 
日

   
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
様
 

   
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
亀
岡

市
長
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
□印

 

  

亀
岡

市
空
き

家
活
用
移

住
促
進
事
業

補
助
金
変
更

交
付
（
不
交

付
）
決
定

通
知
書
 

  
 

 
 
 
年

 
 
月
 
 
日

付
け
で
変

更
申
請

の
あ
り
ま
し

た
亀
岡
市

空
き
家
活
用
移

住
促
進
事

業
補
助

金
の

交
付
に
つ

い
て
は
、
亀
岡

市
空
き
家
活
用
移

住
促
進
事
業

補
助
金
交

付
要
綱
第
７
条

の
規
定
に

よ
り
、

下
記

の
と
お
り

決
定
し
ま
し
た

の
で
通
知
し
ま
す

。
 

  

記
 

  
□

 
交
付
 

 
 

 
変
更
後

交
付
決
定
額
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
円
 

  
□

 
不
交
付
 

 
 

 
（
理
由

）
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第８６８号平成２９年５月１５日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第
９

号
様
式
（

第
８
条
関
係
）

 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

年
 
 
月

 
 
日

  
（

宛
先
）
亀

岡
市
長
 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

申
請
者
 
 

住
所
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

氏
名
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

㊞
 

  

亀
岡
市

空
き
家

活
用
移
住
促
進

事
業
指
令

前
着
手
届
 

  
 

 
 

 
 
 

年
 
 

月
 
 

日
付

け
 
 

第
 

 
 
 

号
で

事
業
計
画

承
認

の
あ
っ

た
事

業
に
つ

い
て

補
助

金
交
付
決

定
前
に
着
手
し

た
い
の
で
、
別
記

条
件
を
了
承

の
上
、
届

け
出
ま
す
。
 

  １
 

地
域
名
 

  ２
 

指
令
前
着

手
を
必
要
と
す

る
事
業
内

容
 

  ３
 

事
業
費
 

  ４
 

着
手
予
定

日
 

  ５
 

指
令
前
着

手
を
必
要
と
す

る
理
由
 

   （
別

記
条
件
）
 

１
 

交
付
決
定

を
受
け
る
ま
で

の
間
、
事

業
の
趣

旨
に
従
い
、

実
施
す
る

こ
と
。
 

２
 

交
付
決
定
を

受
け
る
ま
で
の

間
に

実
施

し
た

事
業

に
よ

り
損

失
が

生
じ

た
場

合
、

そ
の

損
失

は
補

助
事

業
者
が
負
担

す
る
こ
と

。
 

３
 

交
付
決
定

額
が
交
付
申
請

額
に
達
し

な
い
場

合
に
お
い
て

も
異
議
が

な
い
こ
と
。
 

４
 

着
手
か
ら

交
付
決
定
ま
で

の
間
に
事

業
内
容

を
変
更
し
な

い
こ
と
。
 

第
１
０
号
様
式

（
第
９
条
関
係
）
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
年
 

 
月

 
 
日

  
（
宛
先
）
亀

岡
市
長
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
申

請
者
 

 
住
所
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
氏
名
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

㊞
 

  

亀
岡

市
空
き
家
活
用
移

住
促
進
事
業
補
助
金

実
績
報
告
書
 

  
 

 
 

 
 
 

年
 
 
月

 
 

日
付
け
 
 

第
 
 
 

 
号

で
交
付
決
定

の
あ
り

ま
し
た

補
助
金
に
係

る

事
業

を
完

了
し
た

の
で
、
亀

岡
市

空
き
家
活
用

移
住
促
進

事
業

補
助
金
交
付

要
綱
第

９
条
の

規
定
に
よ
り

、

そ
の
実
績
を
報

告
し
ま
す
。
 

  １
 
経
費
の
配

分
及
び
事
業
実
績
 

地
域
名
 

実
施
主

体
 

事
業

種
目
 

事
業
費
 

負
担
区

分
 

摘
要
 

市
補
助
金
 

自
己
負
担
 

 
 

 
円
 

円
 

円
 

合
計
 

 
 

円
 

円
 

円
 

１
 
「
負
担

区
分
」
欄
は
、
実
質

の
負
担
区
分
に
基

づ
き
記
入
し
て
く

だ
さ
い
。
 

２
 
「
摘
要

」
欄
は
、
当
該
年
度

の
着
手
及
び
完
了

の
年
月
日
を
記
入

し
て
く
だ
さ
い
。
 

 ２
 
添
付
書
類
 

⑴
 
実
績
報

告
書
 

ア
 
地
域
受

入
体
制
整
備
促
進
事

業
用
（
別
紙
１
－

１
）
 

イ
 
移
住
促

進
住
宅
整
備
事
業
用

（
別
紙
１
－
２
）
 

ウ
 
空
家
流

動
化
促
進
事
業
用
（

別
紙
１
－
３
）
 

⑵
 
収
支
報

告
書
（
別
紙
２
）
（
地
域
受
入

体
制
整
備
促
進

事
業
の
み
）
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別
紙
１
－
１
 

事
業
報
告
書
 

（
地

域
受
入
体
制
整
備

促
進
事
業
用
）
 

１
 

事
業
実
績
及
び
着

手
・
完
了
年
月
日
 

⑴
 
事
業
実
績
 

ア
 
移
住
促
進
ビ
ジ

ョ
ン
の
作
成
 

    

イ
 
空
き
家
・
農
地

の
実
態
調
査
の
実
施

及
び
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

の
作
成
 

    

ウ
 
移
住
者
受
入
活

動
の
実
施
 

    

エ
 
そ
の
他
移
住
者

受
入
体
制
の
整
備
の

た
め
の
活
動
の
実
施
 

    

⑵
 
着
手
年
月
日
 

 
 

 
完
了
年
月
日
 

  ２
 

事
業
費
 

 
 

 
総
事
業
費
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
円
 

 
 

 
 
 
 
年
度
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
円
 
内
訳
：

市
補
助
金
 
 
 

 
 
 

 
円
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
自

己
負
担
 
 
 

 
 
 

 
円
 

※
以
下
の
書
類

を
添
付
す
る
こ
と
。
 

⑴
 
収
支
報

告
書
（
別
紙
２
）
 

⑵
 
事
業
内

容
に
関
す
る
資
料
（

移
住
促
進
ビ
ジ
ョ

ン
、
広
報
資
料
、

写
真
及
び
報
告
書
等

）
 

別
紙
１
－
２
 

事
業
報
告
書
 

（
移
住
促
進
住

宅
整

備
事
業
用
）
 

 １
 
空
き
家
改

修
の
概
要
（
事
業
実

績
）
 

①
空

き
家
所
在
地
・
登

録
番
号
 

（
番

地
ま
で
記
載
）
 

 

（
登
録
番
号
 

 
 
 
 
 
）

②
申

請
者
名
（
実
施
主

体
）
 

 

③
所

有
者
名
 

 

④
入

居
・
開
設
日
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
年

 
 
 
月
 

 
 
日
 

⑤
取

得
、
賃
借
等
の
別
 

（
所

有
者
と
の
関
係
）
 

取
得
 

賃
借
（

契
約
期
間
 
 

 
 
 

年
）
 

そ
の
他

（
具
体
的
に
記

入
）（

契
約
期
間
 
 
 
 

 
年
）
 

⑥
（

お
試
し
住
宅
の
場

合
）
 

 
１

世
帯

当
た

り
の

居
住

又
は

滞
在
に
係
る
利

用
期

間
 

 

⑦
改

修
後
活
用
す
る
期

間
 

事
業
完

了
後
１
０
年
間
 

⑧
事

業
実
施
期
間
 

 
 
 

 
 
年
 
 
月

 
 
日

～
 
 
 
 

 
 
年
 
 
月
 
 

日

⑨
改

修
内
容
 

 

 ２
 
事
業
費
内

訳
 

工
 
種
 

数
 
量
 

単
 
価
 

金
 
額
 

 
 

円
 

円

 
 

円
 

円

 
 

円
 

円

 
 

円
 

円

総
事
業

費
（
１
，
０
０
０
円
未

満
切
り
捨
て
）
 

円

 
自
己
資

金
額
（
１
，
０

０
０
円

未
満
切
り
捨

て
）
 

円

 
市
補
助

金
額
（
１
，
０

０
０
円

未
満
切
り
捨

て
）
 

円
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別
紙
１
－
３
 

事
業
報
告
書
 

（
空
家
流
動

化
促
進
事
業
用
）
 

 １
 
事
業
対
象

と
な
る
空
き
家
の
概

要
（
事
業
実
績

）
 

①
空

き
家
所
在
地
・
登

録
番
号
 

 
（

番
地
ま
で
記
載
）
 

 

（
登
録
番
号

 
 
 
 
 
 
 
）

②
所

有
者
名
 

 

③
入

居
・
開
設
者
名
 

 

④
入

居
・
開
設
日
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
年

 
 
 
月
 

 
 
日
 

⑤
売

却
、
賃
貸
等
の
別
 

売
却
 

賃
貸
（

契
約
期
間
 
 

 
 
 

年
）
 

そ
の
他

（
具
体
的
に
記

入
）（

契
約
期
間
 
 
 
 

 
年
）
 

⑥
補

助
金
の
額
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
円
 

     

別
紙

２
 

 

地
域
団
体
名
 
 

 

収
支
計

画
書
 

（
地
域
受
入

体
制
整
備

促
進
事
業
）
 

 １
 

収
入
内
訳

書
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
（

単
位
：
円
）

項
 
 

 
 
 
目
 

金
 

 
額
 

（
費

目
）
 

（
内

容
）
 

 

合
計
 

 

 ２
 

支
出
内
訳

書
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
（

単
位
：
円
）

項
 
 

 
 
 
目
 

金
 

 
額
 

(
費
目
) 

（
内

容
）
 

 

合
 
 

 
 
 
計
 

※
実

績
に
お
け

る
費
目
、
内
容

及
び
金
額

を
記
載
す
る
こ
と
。
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第
１

１
号
様
式

（
第
１
０
条
関

係
）
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

第
 
 
 

 
 
号

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

年
 
 
月

 
 
日

   
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
様
 

   
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
亀
岡

市
長
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
□印

 

  

亀
岡

市
空
き
家

活
用
移
住
促
進

事
業
補
助

金
額
確
定

通
知
書
 

  
 

 
 
 
 

 
年
 
 
月
 

 
日
付
け
で
実
績

報
告
の
あ
り

ま
し
た
亀

岡
市
空
き
家
活

用
移
住
促

進
事
業

に
つ

い
て
、
審

査
の
結
果
、
こ

れ
を
適
当
と
認
め

、
下
記
の
と

お
り
補
助

金
の
交
付
を
確

定
し
ま
し

た
の
で

通
知

し
ま
す
。
 

  

記
 

 

補
助
金

額
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
円
 

 

「
掲
示
済
」
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 亀岡市告示第６３号 

 

 亀岡市子育て世帯同居・近居支援事業補助金

交付要綱を次のように定める。 

 

   平成２９年４月１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

亀岡市子育て世帯同居・近居支援

事業補助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 市長は、本市にＵターンして親元に同

居又は近居する子世帯に対し、転入にかかる

費用を支援することにより、子育て等の共助

を推進し、もって本市への定住促進を図るこ

とを目的として、亀岡市補助金等交付規則

（昭和４１年亀岡市規則第５号。以下「規

則」という。）及びこの要綱の定めるところ

により、予算の範囲内で亀岡市子育て世帯同

居・近居支援事業補助金（以下「補助金」と

いう。）を交付する。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる

用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

⑴ 同居 市内において同一敷地内にある住

宅に親世帯及び子世帯が居住することをい

う。 

⑵ 近居 市内の住宅に親世帯及び子世帯が

居住することをいう。ただし、同居を除く。 

⑶ 子世帯 義務教育修了前の子ども（母子

健康手帳等で確認ができる出産予定の子ど

もを含む。）とその親を含む世帯員で構成

される世帯をいう。 

⑷ 親世帯 子世帯の世帯主又はその配偶者

の父又は母を世帯員に含む世帯をいう。 

⑸ Ｕターン 市内に居住していた者が、市

外に転出後、再度市内に転入することをい

う。 

⑹ リフォーム 新たに同居をするために、

住宅の修繕、増改築、模様替え等を行う工

事をいう。 

⑺ 借家 子世帯が居住するための住宅（借

間を含む。）であって、賃貸借契約をした

ものをいう。 

 （補助対象者） 

第３条 補助の対象となる者は、子世帯の世帯

主で次に掲げる要件を全て満たす者（以下

「補助対象者」という。）とする。 

⑴ 子世帯の世帯主又は配偶者がＵターンし

た者であること。 

⑵ 子世帯全員が、本市への転入日以前に３

年以上継続して市外に居住しており、親世

帯と同居又は近居をするために平成２９年

４月１日以降に転入し、５年以上継続して

同居又は近居する見込みであること。 

⑶ 親世帯が、補助金の交付申請時において、

３年以上継続して市内に居住していること。 

⑷ 親世帯及び子世帯全員が、暴力団員によ

る不当な行為の防止等に関する法律（平成

３年法律第７７号）第２条第６号に規定す

る暴力団員でないこと。 

⑸ 親世帯及び子世帯全員が、市税の滞納を

していないこと。 

⑹ 親世帯及び子世帯全員が、この要綱に基

づく補助金を過去に受けていないこと。 

 （補助対象住宅） 

第４条 補助申請の対象となる住宅は、次に掲

げる全ての要件を満たすものとする。 

⑴ 補助対象者自らが居住する住宅であるこ

と。 

⑵ 建築基準法（昭和２５年法律第２０１

号）第９条に規定する措置が命じられてい

ない住宅であること。 
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 （補助対象経費） 

第５条 補助対象となる経費は、次に掲げる経

費のうち、補助対象者、配偶者又は親が負担

した経費に限る。 

⑴ 同居又は近居に係る住宅の新築・購入に

要する経費（補助対象者若しくはその配偶

者又は親の名義の住宅で、その所有権保存

登記日又は所有権移転登記日が平成２９年

４月１日以降のものに限る。） 

⑵ 住宅のリフォームに要する経費（契約日

が平成２９年４月１日以降のもので費用の

合計額が消費税及び地方消費税相当額を含

む１０万円以上のものに限る。） 

ア 自ら居住するための部分の増築、改築

等 

イ 屋根、雨どい、柱、外壁の修繕・塗装

等の外装工事 

ウ 床、内壁、天井等の内装替え、畳の取

替え等の内装工事 

エ 雨戸、戸、サッシ、ふすま等の取替え

等の建具工事 

オ 電気、ガス等の設備工事（家具、家庭

用電気機械器具等の購入、設置等を除

く。） 

カ トイレ、風呂、キッチン等の水周り改

修等の建具工事 

⑶ 引越しに要する経費（引越事業者の運送

費用及びこれに附帯する荷造り等の費用の

支払日が平成２９年４月１日以降のものに

限る。） 

⑷ 借家の賃貸借契約に要する経費（契約日

が平成２９年４月１日以降であるものに限

る。） 

 （補助金額） 

第６条 補助金の額は、補助対象経費に２分の

１を乗じた額又は２０万円のいずれか低い 

方の額とする。ただし、補助金の額に   

１，０００円未満の端数が生じたときは、こ

れを切り捨てるものとする。 

 （交付申請及び実績報告） 

第７条 補助対象者が、補助金の交付を受けよ

うとするときは、転入の日から起算して１年

以内に亀岡市子育て世帯同居・近居支援事業

補助金交付申請兼実績報告書（別記第１号様

式）、誓約書（別記第２号様式）及び別表に

掲げる関係書類を添えて、市長に提出しなけ

ればならない。 

 （交付決定及び確定通知） 

第８条 市長は、前条に定める申請及び実績報

告があったときは、その内容を審査の上、交

付の可否を決定し、亀岡市子育て世帯同居・

近居支援事業補助金交付決定兼確定通知書

（別記第３号様式）又は亀岡市子育て世帯同

居・近居支援事業補助金不交付決定通知書

（別記第４号様式）により、申請者に通知す

るものとする。 

 （補助金請求及び交付） 

第９条 補助金交付決定通知を受けた者（以下

「受給者」という。）は、３０日以内に亀岡

市子育て世帯同居・近居支援事業補助金請求

書（別記第５号様式）を市長に提出し請求す

るものとする。 

２ 市長は、前項の請求を受けたときは、速や

かに補助金を交付するものとする。 

 （交付決定の取消し） 

第１０条 市長は、次に掲げる各号のいずれか

に該当すると認める場合は、補助金の交付決

定の全部又は一部を取り消すことができる。 

⑴ 偽りその他不正な手段により補助の決定

又は補助を受けたとき。 

⑵ 前条の請求を行わないとき。 

⑶ 第７条に規定する誓約書の誓約事項を遵

守しなかったとき。 

⑷ その他市長が必要と認めるとき。 

２ 市長は、前項の規定により補助金交付決定

を取り消した場合において、亀岡市子育て世



 
亀 岡 市 公 報 

 46 

第８６８号平成２９年５月１５日発行 

帯同居・近居支援事業補助金取消兼補助金返

還決定通知書（別記第６号様式）により受給

者に通知し、補助金が交付されている場合は

当該補助金を返還させるものとする。 

 （調査等への協力） 

第１１条 市長は、受給者に対し同居又は近居

の効果検証のためのアンケート調査その他の

協力を求めることができる。 

 （その他） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、必要

な事項については、市長が別に定めるものと

する。 

 

   附 則 

 

１ この要綱は、告示の日から実施する。 

２ この要綱は、平成３３年３月３１日限り、

その効力を失う。ただし、この要綱に基づき

交付された補助金については、第１０条の規

定は、同日以降も、なおその効力を有する。 
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別
記
第
１
号
様

式
（
第
７
条
関
係
）
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
年
 

 
月

 
 
日

  
（
宛
先
）
亀

岡
市
長
 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

申
請
者

 
住
所
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
氏
名
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

㊞
 

  

亀
岡
市
子
育

て
世
帯
同
居
・
近
居

支
援
事
業
補
助

金
交
付
申
請
兼
実
績

報
告
書
 

  
亀

岡
市
子
育
て

世
帯
同
居

・
近

居
支
援
事
業

補
助
金
の

交
付

を
受
け
た
い

の
で
、

亀
岡
市

子
育
て
世
帯

同

居
・
近
居

支
援
事
業
補
助
金
交

付
要
綱
第
７
条
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

申
請

及
び
実
績
報
告

し
ま
す
。

 １
 
子
世
帯
 

構
成
員
 

（
フ
リ

ガ
ナ
）
 

氏
 

 
名
 

申
請

者
 

と
の
続
柄
 

生
年
月
日
 

申
請
時
 

の
年
齢
 

転
入
日
 

 
本
人
 

（
申

請
者
）

 
 

年
 
 
月
 
 
日
 

歳
 
 
 
年

 
 
月
 
 
日

 
 

 
 

年
 
 
月
 
 
日
 

歳
 
 
 
年

 
 
月
 
 
日

 
 

 
 

年
 
 
月
 
 
日
 

歳
 
 
 
年

 
 
月
 
 
日

 
 

 
 

年
 
 
月
 
 
日
 

歳
 
 
 
年

 
 
月
 
 
日

 
 

 
 

年
 
 
月
 
 
日
 

歳
 
 
 
年

 
 
月
 
 
日

 ２
 
親
世
帯
 

構
成
員
 

（
フ
リ

ガ
ナ
）
 

氏
 

 
名
 

申
請

者
 

と
の
続
柄
 

生
年
月

日
 

市
内
居
住
年
数
 

 
 

 
 

 
 
年
 
 
月
 

 
日
 

年

 
 

 
 

 
 
年
 
 
月
 

 
日
 

年

別
表

（
第

７
条
関

係
）

 

 
１

 
共

通
の

必
要
書

類
 

下
記

２
各

補

助
区

分
ご

と

の
必

要
書

類

中
の

補
助

区

分
⑴

か
ら

⑷

に
係

る
共

通

の
書

類
 

ア
 

親
世

帯
及

び
子

世
帯

の
世

帯
員

全
員
の

住
民

票
の

写
し

 

イ
 

子
世

帯
の

世
帯

主
又

は
配

偶
者
の

戸
籍

の
附

票
等

（
以

前
に

本
市

に
居

住

し
て
い

た
こ

と
や

そ
の

時
期

が
確

認
で

き
る
も

の
）

 

ウ
 

子
世

帯
が

市
外

に
継

続
し

て
３
年

以
上

居
住

し
て

い
た

こ
と

を
証

明
で

き

る
子
世

帯
の

世
帯

員
全

員
の

戸
籍
の

附
票

又
は

住
民

票
除

票
の

写
し

等
 

エ
 

出
産

予
定

の
子

ど
も

が
い

る
場
合

は
、

母
子

健
康

手
帳

等
診

察
経

過
の

分

か
る
書

類
の

写
し

 

オ
 

親
世

帯
と

子
世

帯
の

関
係

が
分
か

る
戸

籍
全

部
事

項
証

明
書

等
 

カ
 

親
世

帯
及

び
子

世
帯

の
世

帯
員

全
員
（

所
得

税
法

（
昭

和
４

０
年

法
律

第

３
３
号

）
の

規
定

に
よ

る
扶

養
の
対

象
と

な
っ

て
い

る
者

を
除

く
。

）
の

直

近
の
市

民
税

の
納

税
証

明
書

 

キ
 

補
助

対
象

住
宅

の
位

置
図

 

  
２

 
各

補
助

区
分
ご

と
の

必
要

書
類

 

補
助

区
分

 
必
要

書
類

 

⑴
 

住
宅
の

新
築

 

・
購
入

 

ア
 

建
物

登
記

簿
の

全
部

事
項

証
明

書
 

イ
 

住
宅

の
売

買
契

約
書

又
は

工
事

請
負

契
約

書
の

原
本

（
当

初
契

約
・

変

更
契
約

全
て

）
 

ウ
 

そ
の

他
市

長
が

必
要

と
認

め
る

書
類

 

⑵
 

住
宅

の
リ

 

フ
ォ
ー

ム
 

ア
 

建
物

登
記

簿
の

全
部

事
項

証
明

書
 

イ
 

対
象

工
事

の
契

約
書

及
び

領
収

書
の

原
本

（
当

初
契

約
・

変
更

契
約

全

て
）
 

ウ
 

平
面

図
、

立
面

図
そ

の
他

の
対

象
工

事
の

内
容

が
確

認
で

き
る

書
類

 

エ
 

対
象

工
事

を
行

っ
た

部
分

の
施

工
前

及
び

施
工

後
の

状
態

が
確

認
で

き

る
写
真

 

オ
 

そ
の

他
市

長
が

必
要

と
認

め
る

書
類

 

⑶
 

引
越
し

作
業

 

ア
 

領
収

書
及

び
料

金
明

細
の

原
本

（
引

越
事

業
者

が
発

行
し

た
も

の
に

限

る
。）

 

イ
 

そ
の

他
市

長
が

必
要

と
認

め
る

書
類

 

⑷
 

借
家
の

賃
貸

借
契
約

 

ア
 

賃
貸

借
契

約
書

の
原

本
（

当
初

契
約

・
変

更
契

約
全

て
）

 

イ
 

賃
貸

借
契

約
に

要
す

る
経

費
（

礼
金

・
権

利
金

・
仲

介
手

数
料

等
の

費

用
。

た
だ

し
、

敷
金

等
将

来
に

お
い

て
返

還
さ

れ
る

費
用

は
含

ま
な

い
。）

が
分

か
る

書
類

 

ウ
 

そ
の

他
市

長
が

必
要

と
認

め
る

書
類
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３
 

補
助
対
象

の
住
宅
に
つ
い

て
 

  
該

当
す
る
区

分
に
☑
を
し
て

く
だ
さ
い

。
 

住
宅
の

種
類
 

□
戸
建

住
宅
 
□
共
同

住
宅
 
□

長
屋
建
住
宅
 

同
居

・
近
居
等

の
区
分
 
□
同
居

 
□
近
居
 

□
住
宅

取
得
 
□
賃

貸
住
宅
入
居
 

  
補

助
対
象
経

費
を
記
入
し
て

く
だ
さ
い

。
 

⑴
 

住
宅

取
得
に
要

す
る
経
費
 

登
記

日
 

 
 
 
 
年

 
 
月
 

 
日
 

経
 
費
 

円

登
記
の

名
義
 

 

⑵
 

住
宅

の
リ
フ
ォ

ー
ム
に
要
す
る

経
費
 

契
約

日
 

 
 
 
 
年

 
 
月
 

 
日
 

経
 

費
 

円

⑶
 

引
越

し
に
要
す

る
経
費
 

支
払

日
 

 
 
 
 
年

 
 
月
 

 
日
 

経
 

費
 

円

引
越

事
業
者
名
 
 

⑷
 

借
家

の
賃
貸
借

契
約
に
要
す
る

経
費
 

契
約

日
 

 
 
 
 
年

 
 
月
 

 
日
 

経
 

費
 

円

契
約
の

名
義
 

 

経
費
の

合
計
額
（
①

+②
+③

+
④
）
 

円

 補
助

金
額
を
記

入
し
て
く
だ
さ

い
。
 

経
費

の
合
計
額

の
２
分
の
１
に

相
当
す
る

額
 

（
１
，
０
０
０
円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
）
 

と
２

０
万
円
の

う
ち
、
い
ず
れ

か
少
な
い

方
の
金
額
 

 
 

 

０
 
０

０
円

 

第
２

号
様
式
（

第
７
条
関
係
）

 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

年
 
 
月

 
 
日

  
（

宛
先
）
亀

岡
市
長
 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
申
請
者
 

住
所
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

【
子
世
帯
】

氏
名
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

㊞
 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

年
 
 
月

 
 
日

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

【
親
世
帯
】

住
所
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

氏
名
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

㊞
  

 

誓
約
書
 

  
亀

岡
市
子
育

て
世
帯
同
居
・

近
居
支
援
事
業
補

助
金
の
申
請

に
あ
た
り

、
下
記
の
こ
と

に
つ
い
て

誓
約
し

ま
す

。
 

 

記
 

 １
 

亀
岡
市
子
育

て
世
帯
同
居
・

近
居

支
援

事
業

の
趣

旨
及

び
目

的
を

理
解

し
、

亀
岡

市
内

に
５

年
以

上
継

続
し
て
居
住

し
ま
す
。
 

 ２
 

亀
岡
市
子
育

て
世
帯
同
居
・

近
居

支
援
事

業
補
助
金
の
受
給
資
格
・
条

件
の
確
認
の
た
め
、
私
及
び
私

の
世

帯
員
は
、

住
民

登
録
状
況

、
納

税
状
況

、
そ

の
他
受

給
資

格
に
関

す
る

事
項
に
つ

い
て

、
亀
岡

市
が

関
係
行
政
機

関
に
調
査

を
行
う
こ
と

に
同
意
し
ま
す
。
 

 ３
 

補
助
金
の
交

付
申
請
を
行
う

に
あ

た
り

、
私

及
び

私
の

世
帯

員
は

、
亀

岡
市

子
育

て
世

帯
同

居
・

近
居

支
援

事
業
補
助

金
交
付

要
綱
第

３
条

に
規
定

す
る

暴
力
団

員
及

び
暴
力

団
密

接
関
係
者

に
該

当
し
ま

せ
ん

 ４
 

亀
岡
市
子
育

て
世
帯
同
居
・

近
居

支
援

事
業

補
助

金
交

付
要

綱
第

１
０

条
に

該
当

す
る

こ
と

が
判

明
し

た
場

合
は
、
補

助
金
の

交
付
決

定
が

取
り
消

さ
れ

、
補
助

金
の

返
還
が
必

要
で

あ
る
こ

と
も

確
認
し

ま
し

た
。
 

  
な

お
、
私
も

世
帯
員
も
、
上

記
の
内
容
に
つ
い

て
同
意
し
て

い
る
こ
と

を
誓
約
し
ま
す

。
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第
３

号
様
式
（

第
８
条
関
係
）

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

第
 
 
 

 
 
号

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

年
 
 
月

 
 
日

   
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
様
 

   
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
亀
岡

市
長
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
□印

 

  

亀
岡
市

子
育
て
世
帯
同
居
・
近

居
支
援
事

業
補
助
金

交
付
決
定
兼

確
定
通
知
書
 

  
 

 
 
 
 

年
 
 
月
 
 
日
付
け
で
申
請
及

び
実
績
報
告

の
あ
り
ま

し
た
亀
岡
市
子

育
て
世
帯

同
居
・

近
居

支
援
事
業

補
助
金
の
交
付

に
つ
い
て
は
、
亀

岡
市
子
育
て

世
帯
同
居

・
近
居
支
援
事

業
補
助
金

交
付
要

綱
第

８
条
の
規

定
に
よ
り
、
下

記
の
と
お
り
交
付

す
る
こ
と
に

決
定
し
、

補
助
金
の
額
を

確
定
し
ま

し
た
の

で
通

知
し
ま
す

。
 

  

記
 

  

交
付
決

定
及
び
確
定
額
 
 
金

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
円
 

 

第
４

号
様
式
（

第
８
条
関
係
）

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

第
 
 
 

 
 
号

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

年
 
 
月

 
 
日

   
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
様
 

   
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
亀
岡

市
長
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
□印

 

  

亀
岡
市

子
育
て

世
帯
同
居
・
近

居
支
援
事

業
補
助
金

不
交
付
決
定

通
知
書
 

  
 

 
 
 
 

年
 
 
月
 
 
日
付
け
で
申
請
及

び
実
績
報
告

の
あ
り
ま

し
た
亀
岡
市
子

育
て
世
帯

同
居
・

近
居

支
援
事
業

補
助
金
の
交
付

に
つ
い
て
は
、
亀

岡
市
子
育
て

世
帯
同
居

・
近
居
支
援
事

業
補
助
金

交
付
要

綱
第

８
条
の
規

定
に
よ
り
、
下

記
の
理
由
に
よ
り

不
交
付
と
し

ま
す
。
 

 

記
 

 不
交

付
理
由
 

       （
教

示
）
 

１
 

こ
の
決
定

に
つ
い
て
不
服

が
あ
る
場
合
は
、

こ
の
決
定
が

あ
っ
た
こ

と
を
知
っ
た
日

の
翌
日
か

ら
起
算

し
て
３
箇
月

以
内
に
、

亀
岡
市
長
に

対
し
て
審
査
請
求
を
す

る
こ
と
が

で
き
ま
す

。
 

２
 

こ
の
決
定
に

つ
い
て
は
、
上

記
１

の
審

査
請

求
の

ほ
か

、
こ

の
決

定
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

の
翌

日
か

ら
起
算
し

て
６
箇

月
以
内

に
、

亀
岡
市

を
被

告
と
し

て
（

訴
訟
に
お

い
て

亀
岡
市

を
代

表
す
る

者
は

亀
岡

市
長
と
な

り
ま
す

。
）
、

処
分

の
取
消

し
の

訴
え
を

提
起

す
る
こ
と

が
で

き
ま
す

。
な

お
、
上

記
１

の
審

査
請
求
を

し
た
場

合
に
は

、
処

分
の
取

消
し

の
訴
え

は
、

そ
の
審
査

請
求

に
対
す

る
裁

決
が
あ

っ
た

こ
と
を
知
っ

た
日
の
翌

日
か
ら
起
算

し
て
６
箇
月
以
内
に
提

起
す
る
こ

と
が
で
き

ま
す
。
 

３
 

た
だ
し
、
上

記
の
期
間
が
経

過
す

る
前

に
、

こ
の

決
定

（
審

査
請

求
を

し
た

場
合

に
は

、
そ

の
審

査
請

求
に

対
す
る
裁

決
）
が

あ
っ
た

日
の

翌
日
か

ら
起

算
し
て

１
年

を
経
過
し

た
場

合
は
、

審
査

請
求
を

す
る

こ
と

や
処
分
の

取
消
し

の
訴
え

を
提

起
す
る

こ
と

が
で
き

な
く

な
り
ま
す

。
な

お
、
正

当
な

理
由
が

あ
る

と
き

は
、
上
記

の
期
間

や
こ
の

決
定

（
審
査

請
求

を
し
た

場
合

に
は
、
そ

の
審

査
請
求

に
対

す
る
裁

決
）

が
あ

っ
た
日
の

翌
日
か

ら
起
算

し
て

１
年
を

経
過

し
た
後

で
あ

っ
て
も
審

査
請

求
を
す

る
こ

と
や
処

分
の

取
消
し
の
訴

え
を
提
起

す
る
こ
と
が

認
め
ら
れ
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。
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第
５
号
様
式
（

第
９
条
関
係
）
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
年
 

 
月

 
 
日

   
（
宛
先
）
亀

岡
市
長
 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

請
求
者

 
住
所
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
氏
名
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

㊞
 

  

亀
岡
市
子
育
て

世
帯
同
居
・
近
居
支

援
事
業
補
助
金
請
求
書

 

  
 

 
 
 
 
年

 
 
月
 

 
日

付
け
 
 
第

 
 
 
 

号
で

交
付
決
定
及

び
確
定

の
あ
っ

た
亀
岡
市
子

育

て
世

帯
同

居
・
近

居
支
援
事

業
に

つ
い
て
、
亀

岡
市
子
育

て
世

帯
同
居
・
近

居
支
援

事
業
補

助
金
交
付
要

綱

第
９
条
の
規
定

に
よ
り
、
下
記
の
と

お
り
請
求
し
ま
す
。
 

  

記
 

 １
 
請
求
額
 

 
金
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

円
 

  ２
 
補
助
金
の

振
込
先
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
銀

 
 
行
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
信

用
金
庫
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

本
店
・
支
店
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
農
業

協
同
組
合
 

預
金
種

別
 

普
 
通
 

当
 
座
 

口
座
番
号
 

 
 

 
 

 
 

 

口
座
名
義
人
 

フ
リ
ガ
ナ
 

 

 

第
６

号
様
式
（

第
１
０
条
関
係

）
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

第
 
 
 

 
 
号
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

年
 
 
月

 
 
日
 

   
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
様
 

   
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
亀
岡

市
長
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
□印

 

   

亀
岡
市

子
育
て
世
帯
同
居
・
近

居
支
援
事

業
補
助
金

取
消
兼
補
助

金
返
還
決
定

通
知
書
 

  
 

 
 
 
 

年
 
 
月
 
 
日
付
け
 
 
第
 

 
 
 
号
で

交
付
決
定

及
び
確
定
を
行

い
ま
し
た

亀
岡
市

子
育

て
世
帯
同

居
・
近
居
支
援

事
業
補
助
金
に
つ

い
て
、
下
記

の
と
お
り

取
消
し
を
決
定

し
ま
し
た

の
で
、

亀
岡

市
子
育
て

世
帯
同
居
・
近

居
支
援
事
業
補
助

金
交
付
要
綱

第
１
０
条

の
規
定
に
よ
り

、
下
記
の

期
日
ま

で
に

返
還
す
る

よ
う
通
知
し
ま

す
。
 

  

記
 

 １
 

取
消
し
及

び
返
還
補
助
金

額
 
 
金
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

円
 

 ２
 

取
消
し
の

理
由
 

 ３
 

返
還
期
日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年
 
 

 
月
 
 
 

日
 

 ４
 

そ
の
他
 

 

「
掲
示
済
」
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 亀岡市告示第６４号 

 

 亀岡市薪ストーブ及び木質ペレットストーブ

購入補助金交付要綱を次のように定める。 

 

   平成２９年４月１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

亀岡市薪ストーブ及び木質ペレッ

トストーブ購入補助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、森林の整備及び木質資源

のエネルギー化を促進し、低炭素社会の実現

に向け、薪ストーブ及び木質ペレットストー

ブ（以下「薪ストーブ等」という。）を購入

する者に対し、亀岡市補助金等交付規則（昭

和４１年亀岡市規則第５号）及びこの要綱の

定めるところにより、予算の範囲内において、

薪ストーブ等の購入費用を補助することに関

し、必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる

用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

⑴ 薪ストーブ 薪及び木材の端材等を燃料

として使用する暖房器具又は装置をいう。 

⑵ 木質ペレットストーブ 粉砕した木くず

を圧縮成型した円柱状の固形物を燃料とし

て使用する暖房器具又は装置をいう。 

 （補助金の交付対象者） 

第３条 補助金の交付対象者は、次の各号のい

ずれかに該当する者とする。 

⑴ 市内に住所を置く又は置くことが確実で

ある個人 

⑵ 市内に事務所を所有する又は所有しよう

とする個人、法人又は団体 

２ 前項第１号に該当する個人にあっては、専

ら居住の用に供している又は供する予定であ

る建物に設置する場合に限る。 

 （補助金の交付額） 

第４条 補助金の交付額は、予算の範囲内とし、

別表に掲げるとおりとする。 

２ 補助金算出の額に１，０００円未満の端数

が生じた場合は、その端数を切り捨てた額を

補助金の額とする。 

３ 補助対象経費に対して、寄附金その他の公

的補助を受けている場合は、補助対象経費の

額から当該寄附金その他の公的補助金の額を

控除するものとする。 

 （補助金の交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする個人、

法人又は団体（以下「申請者」という。）は、

薪ストーブ及び木質ペレットストーブ購入補

助金交付申請書（別記第１号様式。以下「申

請書」という。）及び薪ストーブ及び木質ペ

レットストーブ使用誓約書（別記第２号様

式）に必要書類を添付し、市長に提出しなけ

ればならない。 

 （補助金の交付決定及び通知） 

第６条 市長は、前条の申請書を受理したとき

は、必要な審査を行い、補助金の交付の可否

を決定するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により、薪ストーブ等

の購入に係る補助金の交付を決定したときは、

薪ストーブ及び木質ペレットストーブ購入補

助金交付決定通知書（別記第３号様式）によ

り、適当でないと認めたときは、薪ストーブ

及び木質ペレットストーブ購入補助金不交付

決定通知書（別記第４号様式）により、速や

かに当該申請者に通知するものとする。 

 （購入及び設置） 

第７条 前条第２項の規定により補助金の交付

決定を受けた者（以下「補助対象者」とい

う。）は、速やかに薪ストーブ等を購入し、
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適正に設置しなければならない。 

 （補助金の変更交付申請） 

第８条 補助対象者は、補助金の交付決定通知

を受けた後に申請内容に変更がある場合は、

薪ストーブ及び木質ペレットストーブ購入補

助金変更交付申請書（別記第５号様式）に必

要書類を添えて市長に提出しなければならな

い。 

 （補助金の変更承認及び通知） 

第９条 市長は、前条の変更交付申請書を受理

したときは、必要な審査を行い、補助金の変

更の可否について決定をし、適当と認めると

きは、薪ストーブ及び木質ペレットストーブ

購入補助金変更承認通知書（別記第６号様

式）により当該補助対象者に通知するものと

する。 

 （完了報告） 

第１０条 補助対象者は、薪ストーブ等の設置

が完了したときは、薪ストーブ及び木質ペ 

レットストーブ購入補助金実績報告書（別記

第７号様式）に必要書類を添えて市長に提出

しなければならない。 

 （補助金の額の決定） 

第１１条 市長は、前条の実績報告書を受理し

たときは、設置状況を検査し、交付すべき補

助金の額を確定し、薪ストーブ及び木質ペ 

レットストーブ購入補助金確定通知書（別記

第８号様式）により、補助対象者に通知する

ものとする。 

 （補助金の請求及び交付） 

第１２条 前条の規定により確定通知書を受け

た補助対象者は、薪ストーブ及び木質ペレッ

トストーブ購入補助金交付請求書（別記第９

号様式）により補助金を請求するものとする。 

２ 市長は、前項の請求があったときは、速や

かに補助金を交付するものとする。 

 （補助金の返還） 

第１３条 市長は、補助対象者がこの要綱の規

定に違反し、又は虚偽の申請若しくは不正な

行為で当該補助金を受けたときは、補助金の

交付決定を取り消し、既に交付した補助金が

あるときは、当該補助金の全部又は一部を返

還させることができる。 

 （その他） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、補助

金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定

める。 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この要綱は、告示の日から実施する。 

 （失効） 

２ この要綱は、平成３３年５月３１日限り、

その効力を失う。ただし、この要綱に基づき

交付された補助金について、第１３条の規定

は、同日以降もなおその効力を有する。 
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 別
表
（

第
４

条
関

係
）
 

補
助
対

象
経

費
 

補
助
率

 
補

助
限

度
額
 

薪
ス

ト
ー

ブ
又
は

木
質

ペ
レ

ッ
ト

ス
ト

ー
ブ
１

台

を
設

置
す

る
た
め

に
必

要
な

本
体

購
入

費
及
び

工

事
費

に
要

す
る
経

費
 

３
分
の

１
以

内
 

２
０

万
円

 

 

別
記

第
１
号
様

式
（
第
５
条
関
係
）
 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

年
 
 
月

 
 
日

  
（

宛
先
）
亀

岡
市
長
 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
住
 
 
所

（
所
在
地

）
 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
申
請
者

 
氏
 
 
名

（
団
体
名

及
び
代
表
者
氏

名
）
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

㊞
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
電
話
番
号
 

  

薪
ス
ト

ー
ブ
及
び
木

質
ペ
レ
ッ
ト

ス
ト
ー
ブ

購
入
補
助
金
交

付
申
請
書
 

  
亀

岡
市
薪
ス
ト

ー
ブ
及
び
木
質

ペ
レ

ッ
ト
ス

ト
ー
ブ
購
入
補
助
金
交
付
要

綱
第
５
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

下
記

の
と
お
り

補
助
を
受
け
た
い
の
で
申
請
し
ま

す
。
 

 

記
 

 １
 

設
置
場
所
 

  ２
 

設
置
機
材

の
機
種
名
等
 

 
 

 
機
 種

 
名
 

 
 

 
形
 式

 
名
 

 
 

 
製
品
番

号
 

 ３
 

購
入
金
額

 
 
 
 
 
金

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

円
 

 ４
 

補
助
金
申

請
額
 
 
 
金

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

円
（
限
度

額
２
０
万
円
）

 

 ５
 

添
付
書
類
 

⑴
 
見
積
書

の
写
し
 

⑵
 
仕
様
書

等
 

⑶
 
設
置
予

定
箇
所
配

置
図
 

⑷
 
設
置
予

定
箇
所
の

写
真
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第
２

号
様
式
（

第
５
条
関
係
）
 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

年
 
 
月

 
 
日

   
（

宛
先
）
亀

岡
市
長
 

   
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
住
 
所
（

所
在
地
）
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
申
請
者
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
氏
 
名
（

団
体
名
及

び
代
表
者
氏
名

）
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

㊞
 

   

薪
ス
ト

ー
ブ
及
び
木

質
ペ
レ
ッ
ト

ス
ト
ー
ブ

使
用
誓
約
書
 

  
私

は
亀
岡
市
薪

ス
ト
ー
ブ
及
び

木
質

ペ
レ
ッ

ト
ス
ト
ー
ブ
購
入
補
助
金
交

付
申
請
を
行
う
に
あ
た
り
、
次

に
掲

げ
る
事
項

に
つ
い
て
、
遵

守
す
る
こ
と
を
誓

約
し
ま
す
。
 

  １
 

亀
岡
市
薪
ス

ト
ー
ブ
及
び
木

質
ペ

レ
ッ

ト
ス

ト
ー

ブ
購

入
補

助
金

に
よ

り
購

入
し

た
薪

ス
ト

ー
ブ

及
び

木
質
ペ
レ
ッ

ト
ス
ト
ー

ブ
は
、
適
正

に
管
理
す
る
と
と
も
に

、
効
率
的

に
利
用
し

ま
す
。
 

 ２
 

薪
ス
ト
ー
ブ

及
び
木
質
ペ
レ

ッ
ト

ス
ト

ー
ブ

の
利

用
に

あ
た

っ
て

は
、

薪
又

は
ペ

レ
ッ

ト
燃

料
の

燃
焼

に
よ

る
煙
の
発

生
に
つ

い
て
、

近
隣

住
宅
等

の
迷

惑
と
な

ら
な

い
よ
う
配

慮
し

、
近
隣

住
民

等
か
ら

苦
情

が
あ
っ
た
場

合
に
は
、

誠
実
に
対
応

し
ま
す
。
 

 ３
 

火
災
の
予

防
に
は
十
分
に

注
意
し
ま

す
。
 

 ４
 

健
康
を
害

す
る
恐
れ
の
あ

る
も
の
は

、
燃
や

し
ま
せ
ん
。
 

 

第
３

号
様
式
（

第
６
条
関
係
）
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
亀

岡
市
指
令
 
 

第
 
 
 

 
 
号

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

年
 
 
月

 
 
日

   
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
様
 

   
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
亀
岡

市
長
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
□印

 

   

薪
ス

ト
ー
ブ

及
び
木
質

ペ
レ
ッ
ト
ス

ト
ー
ブ
購
入

補
助
金
交
付

決
定
通
知

書
 

  
 

 
 

 
 
年

 
 

月
 
 
日

付
け

で
申
請

の
あ

っ
た
亀

岡
市

薪
ス
ト

ー
ブ
及

び
木
質

ペ
レ

ッ
ト
ス

ト
ー

ブ
購

入
補
助
金
に

つ
い
て
は
、
亀

岡
市

薪
ス
ト

ー
ブ
及
び
木
質
ペ
レ
ッ
ト
ス

ト
ー
ブ
購
入
補
助
金
交
付
要
綱

第
６

条
の
規
定

に
基
づ
き
、
下
記
の
と
お
り
交
付

の
決
定
を
し

た
の
で
通

知
し
ま
す
。
 

  

記
 

  １
 

補
助
金
交

付
予
定
額
 
 
 
金
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
円
 

  ２
 

本
補
助
金
は

、
薪
ス
ト
ー
ブ

及
び

木
質

ペ
レ

ッ
ト

ス
ト

ー
ブ

購
入

補
助

金
交

付
申

請
書

及
び

添
付

書
類

に
記
載
さ
れ

た
目
的
以

外
に
支
出
す

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん

。
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第
５

号
様
式
（

第
８
条
関
係
）
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

第
 
 
 

 
 
号

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

年
 
 
月

 
 
日

  
（

宛
先
）
亀

岡
市
長
 

   
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
住
 
所
（

所
在
地
）
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
申
請
者
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
氏
 
名
（

団
体
名
及

び
代
表
者
氏
名

）
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

㊞
 

  

薪
ス

ト
ー
ブ

及
び
木
質

ペ
レ
ッ
ト
ス

ト
ー
ブ
購
入

補
助
金
変
更

交
付
申
請

書
 

  
 

 
 

 
 
年

 
 

月
 
 
日

付
け

亀
岡
市

指
令

 
 
第

 
 

 
 
号
で

交
付

決
定
を

受
け

た
亀
岡

市
薪

ス
ト

ー
ブ
及
び
木

質
ペ
レ
ッ
ト
ス

ト
ー

ブ
購
入

補
助
金
に
つ
い
て
、
亀
岡
市

薪
ス
ト
ー
ブ
及
び
木
質
ペ
レ
ッ

ト
ス

ト
ー
ブ
購
入

補
助
金
交
付
要

綱
第

８
条
の

規
定
に
基
づ
き
、
下
記
の
と

お
り
申
請
内
容
を
変
更
し
た
い

の
で

関
係
書
類

を
添
え
て
申
請

し
ま
す
。
 

 

記
 

 １
 

補
助
金
の

交
付
決
定
年
月

日
及
び
番

号
 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
年
 

 
月
 
 
日
付
け

亀
岡
市
指
令

 
 
第
 

 
 
 
号
 

 ２
 

変
更
の
内

容
 

   ３
 

変
更
の
理

由
 

   ４
 

添
付
書
類
 

 
⑴

 
変
更
後

の
見
積
書
の
写
し
 

 
⑵

 
変
更
後

の
仕
様
書
等
 

 
⑶

 
変
更
内

容
が
分
か
る
書
類
（
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
）
 

第
４

号
様
式
（

第
６
条
関
係
）
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
亀

岡
市
指
令
 
 

第
 
 
 

 
 
号

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

年
 
 
月

 
 
日

   
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
様
 

   
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
亀
岡

市
長
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
□印

 

   

薪
ス
ト

ー
ブ
及
び
木
質
ペ
レ
ッ

ト
ス
ト
ー

ブ
購
入
補

助
金
不
交
付

決
定
通
知
書
 

  
 

 
 

 
 
年

 
 

月
 
 
日

付
け

で
申
請

の
あ

っ
た
亀

岡
市

薪
ス
ト

ー
ブ
及

び
木
質

ペ
レ

ッ
ト
ス

ト
ー

ブ
購

入
補
助
金
に

つ
い
て
は
、
下

記
の

理
由
に

よ
り
不
交
付
と
す
る
こ
と
を

決
定
し
た
の
で
、
亀
岡
市
薪
ス

ト
ー

ブ
及
び
木

質
ペ
レ
ッ
ト
ス

ト
ー
ブ
購
入
補
助

金
交
付
要
綱

第
６
条
の

規
定
に
基
づ
き

通
知
し
ま

す
。
 

  

記
 

 補
助

金
不
交
付

の
理
由
 

     （
教

示
）
 

１
 

こ
の
決
定
に

つ
い
て
不
服
が

あ
る

場
合
は

、
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と

を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算

し
て
３
箇
月

以
内
に
、

亀
岡
市
長
に

対
し
て
審
査
請
求
を
す

る
こ
と
が

で
き
ま
す

。
 

２
 

こ
の
決
定
に

つ
い
て
は
、
上

記
１

の
審

査
請

求
の

ほ
か

、
こ

の
決

定
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

の
翌

日
か

ら
起
算
し

て
６
箇

月
以
内

に
、

亀
岡
市

を
被

告
と
し

て
（

訴
訟
に
お

い
て

亀
岡
市

を
代

表
す
る

者
は

亀
岡

市
長
と
な

り
ま
す

。
）
、

処
分

の
取
消

し
の

訴
え
を

提
起

す
る
こ
と

が
で

き
ま
す

。
な

お
、
上

記
１

の
審

査
請
求
を

し
た
場

合
に
は

、
処

分
の
取

消
し

の
訴
え

は
、

そ
の
審
査

請
求

に
対
す

る
裁

決
が
あ

っ
た

こ
と
を
知
っ

た
日
の
翌

日
か
ら
起
算

し
て
６
箇
月
以
内
に
提

起
す
る
こ

と
が
で
き

ま
す
。
 

３
 

た
だ
し
、
上

記
の
期
間
が
経

過
す

る
前

に
、

こ
の

決
定

（
審

査
請

求
を

し
た

場
合

に
は

、
そ

の
審

査
請

求
に

対
す
る
裁

決
）
が

あ
っ
た

日
の

翌
日
か

ら
起

算
し
て

１
年

を
経
過
し

た
場

合
は
、

審
査

請
求
を

す
る

こ
と

や
処
分
の

取
消
し

の
訴
え

を
提

起
す
る

こ
と

が
で
き

な
く

な
り
ま
す

。
な

お
、
正

当
な

理
由
が

あ
る

と
き

は
、
上
記

の
期
間

や
こ
の

決
定

（
審
査

請
求

を
し
た

場
合

に
は
、
そ

の
審

査
請
求

に
対

す
る
裁

決
）

が
あ

っ
た
日
の

翌
日
か

ら
起
算

し
て

１
年
を

経
過

し
た
後

で
あ

っ
て
も
審

査
請

求
を
す

る
こ

と
や
処

分
の

取
消
し
の
訴

え
を
提
起

す
る
こ
と
が

認
め
ら
れ
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。
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第
６

号
様
式
（

第
９
条
関
係
）
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
亀

岡
市
指
令
 
 

第
 
 
 

 
 
号

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

年
 
 
月

 
 
日

   
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
様
 

   
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
亀
岡

市
長
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
□印

 

   

薪
ス

ト
ー
ブ

及
び
木
質

ペ
レ
ッ
ト
ス

ト
ー
ブ
購
入

補
助
金
変
更

承
認
通
知

書
 

  
 

 
 

 
 
年

 
 

月
 
 
日

付
け
で
変
更

申
請

の
あ

っ
た

亀
岡

市
薪

ス
ト

ー
ブ

及
び

木
質

ペ
レ

ッ
ト

ス

ト
ー

ブ
購
入
補
助

金
に
つ
い
て
は

、
亀

岡
市
薪

ス
ト
ー
ブ
及
び
木
質
ペ
レ
ッ

ト
ス
ト
ー
ブ
購
入
補
助
金
交
付

要
綱

第
９
条
の

規
定
に
基
づ
き

、
下
記
の
と
お
り

変
更
を
承
認

し
た
の
で

通
知
し
ま
す
。

 

  

記
 

  １
 

変
更
承
認

後
補
助
金
交
付

予
定
額
 
 
 
金

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
円
 

  ２
 

変
更
決
定

の
内
容
 

 
 

第
７

号
様
式
（

第
１
０
条
関
係
）
 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

年
 
 
月

 
 
日
 

   
（

宛
先
）
亀

岡
市
長
 

   
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
住
 
所
（

所
在
地
）
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
申
請
者
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
氏
 
名
（

団
体
名
及

び
代
表
者
氏
名

）
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

㊞
 

  

薪
ス
ト

ー
ブ
及
び
木

質
ペ
レ
ッ
ト

ス
ト
ー
ブ

購
入
補
助
金
実

績
報
告
書
 

  
 

 
 

 
 
年

 
 

月
 
 
日

付
け

亀
岡
市

指
令

 
 
第

 
 

 
 
号
で

交
付

決
定
（

変
更

承
認
）

の
あ

り
ま

し
た

補
助

金
に

係
る

ス
ト

ー
ブ

の
設

置
が

完
了

し
ま

し
た

の
で

、
亀

岡
市

薪
ス

ト
ー

ブ
及

び
木

質
ペ

レ
ッ

ト
ス
ト
ー
ブ

購
入
補
助
金
交

付
要

綱
第
１

０
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
下

記
の
と
お
り
関
係
資
料
を
添
え

て
報

告
し
ま
す

。
 

  

記
 

 １
 

補
助
金
交

付
決
定
額
 
 
 
金
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
円
 

 ２
 

完
了
日
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
年
 
 

 
月
 
 
 

日
 

 ３
 

添
付
書
類
 

 
⑴

 
領
収
書

の
写
し
 

 
⑵

 
設
置
完

了
後
の
写
真
 

 
⑶

 
そ
の
他

（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
）
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第
８

号
様
式
（

第
１
１
条
関
係
）
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

第
 
 
 

 
 
号

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

年
 
 
月

 
 
日

   
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
様
 

   
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
亀
岡

市
長
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
□印

 

   

薪
ス
ト

ー
ブ
及
び
木

質
ペ
レ
ッ
ト

ス
ト
ー
ブ

購
入
補
助
金
確

定
通
知
書
 

  
 

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
付

け
で

実
績

報
告

の
あ

っ
た

亀
岡

市
薪

ス
ト

ー
ブ

及
び

木
質

ペ
レ

ッ
ト

ス
ト

ー
ブ
購
入
補

助
金
に
つ
い
て

は
、

下
記
の

と
お
り
交
付
す
べ
き
補
助
金

の
額
を
確
定
し
た
の
で
、
亀
岡

市
薪

ス
ト
ー
ブ
及

び
木
質
ペ
レ
ッ

ト
ス

ト
ー
ブ

購
入
補
助
金
交
付
要
綱
第
１

１
条
の
規
定
に
基
づ
き
通
知
し

ま
す

。
 

  

記
 

  

補
助
金

交
付
決

定
額
 
 
 
金

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
円
 

  

補
助
金

交
付
確

定
額
 
 
 
金

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
円
 

第
９
号
様
式
（

第
１
２
条
関
係
）
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
年
 

 
月

 
 
日

   
（
宛
先
）
亀

岡
市
長
 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

住
 
所

（
所
在
地
）
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
申
請
者
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

氏
 
名

（
団
体
名
及

び
代

表
者
氏
名
）
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

㊞
 

  

薪
ス
ト
ー
ブ
及
び
木

質
ペ
レ
ッ
ト
ス
ト
ー

ブ
購
入
補
助
金
交
付

請
求
書
 

  
 
 
 
 
 

年
 
 
月
 
 
日
付

け
 
 
第
 
 
 
 
号

で
確
定
通
知

の
あ

っ
た
亀
岡
市
薪

ス
ト

ー
ブ
及

び
木
質
ペ
レ
ッ

ト
ス
ト
ー
ブ
購
入
補

助
金
に
つ
い
て
、
亀
岡

市
薪
ス
ト
ー

ブ
及

び
木
質
ペ
レ
ッ

ト
ス

ト
ー
ブ

購
入
補
助
金
交

付
要
綱
第
１
２
条
の

規
定
に
基
づ
き
、
下
記

の
と
お
り
請

求
し

ま
す
。
 

  

記
 

 １
 
請
求
金
額

 
 
 
 
金
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

円
 

 ２
 
補
助
金
振

込
先
 

金
融
機
関
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
銀
行
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
信
用
金
庫
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
本
店
・
支
店

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
農
協
 

預
金
種
別
 

普
通
 

・
 

当
座
 

口
座

番
号
 

 
 

 
 

 
 

 

（
フ
リ
ガ
ナ

）
 

口
座
名
義
 

 

※
本
人
名
義

の
預
金
口
座
を
御
記

入
下
さ
い
。
 

 

「
掲
示
済
」
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 亀岡市告示第６５号 

 

 亀岡市中小企業者資金借入保証料助成要綱

（昭和４１年亀岡市告示第１２号）の一部を次

のように改正する。 

 

   平成２９年４月１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 第２条中「１０，０００，０００円以下の資

金の借入れを行ったもの」を「毎年４月１日か

ら翌年３月３１日までに行った資金の借入れの

うち、１０，０００，０００円以下のもの」に

改める。 

 第３条に次の１項を加える。 

２ 同一の企業者が、前条に規定する借入れを

複数行ったときは、当該企業者への助成額は、

８０，０００円を限度とする。 

 

   附 則 

 

 この要綱は、告示の日から実施し、平成２９

年度の申請分から適用する。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第６６号 

 

 亀岡市中小企業者資金借入利子補給金交付要

綱（昭和４７年亀岡市告示第３８号）の一部を

次のように改正する。 

 

   平成２９年４月１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 第３条に次の１項を加える。 

２ 同一の企業者が別表に定める各融資制度を

複数受けたときは、当該企業者への利子補給

金の限度額は、当該各号に定めるとおりとす

る。 

⑴ 当該融資決定後、交付対象期間が４月か

ら９月までに終了する分 ９０，０００円 

⑵ 当該融資決定後、交付対象期間が１０月

から３月までに終了する分 ９０，０００

円 

 別表中「４８，０００円」を「５０，０００

円」に、「８１，０００円」を「９０，０００

円」に改める。 

 

   附 則 

 

 この要綱は、告示の日から実施し、平成２９

年度の申請分から適用する。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第６７号 

 

 亀岡市シャチホコ広場にぎわいイベント支援

補助金交付要綱を次のように定める。 

 

   平成２９年４月１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

亀岡市シャチホコ広場にぎわいイ

ベント支援補助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、亀岡市の観光振興並びに

地域経済の発展及び交流人口増加によるにぎ
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わい創出のためのイベントを行う団体に対し、

亀岡市補助金等交付規則（昭和４１年亀岡市

規則第５号）及びこの要綱の定めるところに

より、予算の範囲内において亀岡市シャチホ

コ広場にぎわいイベント支援補助金（以下

「補助金」という。）を交付することについ

て、必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる

用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

⑴ シャチホコ広場 亀岡市都市公園条例

（昭和４４年亀岡市条例第１２号。以下

「条例」という。）別表第１第１３の項で

規定する南郷公園のうち西側に位置する広

場をいう。 

⑵ イベント 販売会、音楽会その他これら

に類する催しをいう。 

 （補助の対象となる団体） 

第３条 補助金の交付対象となる団体（以下

「補助対象団体」という。）は、次の各号の

いずれにも該当するものとする。 

⑴ ５人以上の構成員を有し、構成員の５割

以上が亀岡市民である団体 

⑵ 亀岡市内に事務所又は活動拠点を置き、

主に市内で活動している団体 

⑶ 政治活動及び宗教活動を目的とした団体

でないこと。 

⑷ 亀岡市暴力団排除条例（平成２４年亀岡

市条例第２４号）第２条第４号に掲げる暴

力団及びその統制下にある団体でないこと。 

 （補助の対象となるイベント） 

第４条 補助の対象となるイベントは、次の各

号のいずれにも該当するものとする。 

⑴ 市民や観光客など、誰もが参加できるイ

ベントであること。 

⑵ シャチホコ広場で実施するイベントであ

ること。 

⑶ 補助対象団体が主催し実施するイベント

であること。 

⑷ 条例第４条並びに亀岡市都市公園条例施

行規則（平成１８年亀岡市規則第１９号。

以下「施行規則」という。）第２条及び第

４条による市長の許可を受けたイベントで

あること。 

 （補助対象経費） 

第５条 補助対象経費は、イベントの周知及び

開催に必要な経費で別表に掲げるものとする。 

 （補助金の額） 

第６条 補助金の額は、補助対象経費の２分の

１以内の額とし、１団体につき同一年度内に

１回限りで、３０，０００円を限度とする。

ただし、算出された額に１，０００円未満の

端数が生じた場合は、これを切り捨てるもの

とする。 

２ 補助対象団体が、同一のイベントについて、

この要綱に基づく補助金以外の補助を国、京

都府及び市その他の公共団体から受けている

場合は、その額を減じて得た額を補助対象経

費とする。 

 （交付申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする団体

（以下「申請者」という。）は、亀岡市シャ

チホコ広場にぎわいイベント支援補助金交付

申請書（別記第１号様式。以下「申請書」と

いう。）に必要書類を添えて、事業実施の 

２０日前までに市長に提出しなければならな

い。 

 （交付決定及び通知） 

第８条 市長は、前条の規定による申請書が提

出されたときは、速やかにその内容を審査し

て、補助金の交付の可否を決定し、亀岡市 

シャチホコ広場にぎわいイベント支援補助金

交付決定（却下）通知書（別記第２号様式）

により申請者に通知するものとする。 

 （実績報告） 
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第９条 申請者は、補助金交付決定を受けたイ

ベントが完了したときは、亀岡市シャチホコ

広場にぎわいイベント支援補助金実績報告書

（別記第３号様式）に必要書類を添えて、速

やかに市長に提出しなければならない。 

 （補助金額の確定） 

第１０条 市長は、前条に規定する実績報告書

を受けたときは、速やかに当該報告書の内容

を審査し、適当と認めたときは補助金額を確

定し、亀岡市シャチホコ広場にぎわいイベン

ト支援補助金交付確定通知書（別記第４号様

式）により、当該申請者に通知するものとす

る。 

 （交付の請求） 

第１１条 申請者は、補助金の請求をしようと

するときは、亀岡市シャチホコ広場にぎわい

イベント支援補助金交付請求書（別記第５号

様式）を市長に提出しなければならない。 

 （交付決定の取消し） 

第１２条 市長は、虚偽の申請その他不正な手

段により補助金の交付を受けた者があるとき

は、補助金の交付の決定を取り消し、又は既

に交付した補助金があるときは、当該補助金

の全部又は一部を返還させることができる。 

 （その他） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、補助

金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定

める。 

 

   附 則 

 

 この要綱は、告示の日から実施する。 

 

 

別表（第５条関係） 

補
助
対
象
経
費 

イベント開催費 

会場設営費 

機材等借上料 

会場運営費 

会場撤去費 

事務費 
消耗品費 

印刷製本費 

 

 



 
亀 岡 市 公 報 

 61

第８６８号平成２９年５月１５日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別
記

第
１
号
様

式
（
第
７
条
関
係
）
 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

年
 
 
月

 
 
日

  
（

宛
先
）
亀

岡
市
長
 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
申

請
者
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

住
所
（
所
在

地
）
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

団
体
の
名
称
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

代
表
者
氏
名

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

㊞
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

（
電
話
番
号

）
 

  

亀
岡
市

シ
ャ
チ

ホ
コ
広
場
に
ぎ

わ
い
イ
ベ

ン
ト
支
援

補
助
金
交
付

申
請
書
 

  
 

 
 

年
度
亀

岡
市
シ
ャ
チ
ホ

コ
広
場
に
ぎ

わ
い

イ
ベ

ン
ト

支
援

補
助

金
の

交
付

を
受

け
た

い
の

で
、

亀

岡
市

シ
ャ
チ
ホ
コ

広
場
に
ぎ
わ
い

イ
ベ

ン
ト

支
援

補
助

金
交

付
要

綱
第

７
条

の
規

定
に

基
づ

き
、

下
記

の
と

お
り

関
係
書
類

を
添
え
て
申
請
し
ま
す
。
 

  

記
 

 １
 

イ
ベ
ン
ト

名
 

 ２
 

事
業
費
総

額
 
 
 
金
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
円
 

 ３
 

交
付
申
請

額
 
 
 
金
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
円
 

 ４
 

添
付
書
類
 

⑴
 
事
業
計

画
書
 

⑵
 
収
支
予

算
書
 

⑶
 
構
成
員

名
簿
 

⑷
 
行
為
許

可
書
（
施

行
規
則
別
記

第
２
号

様
式
）
の
写
し

 

⑸
 
許
可
内

容
変
更
承

認
可
否
通
知

書
（
施

行
規
則
別
記
第

４
号
様
式

）
の
写
し

（
該
当
者
の

み
）
 

⑹
 
そ
の
他

市
長
が
必

要
と
認
め
る

書
類
 

第
２

号
様
式
（

第
８
条
関
係
）
 

 亀
岡

市
指
令
 

 
第
 
 
 
 
 
号
 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
様

 

亀
岡

市
シ
ャ

チ
ホ
コ
広

場
に
ぎ
わ
い

イ
ベ
ン
ト
支

援
補
助
金
交

付
決
定
（

却
下
）
通
知
書
 

  
 

 
 

 
 
年

 
 

月
 
 
日

付
け

で
申
請

の
あ

り
ま
し

た
 

 
 
年
度

亀
岡

市
シ
ャ

チ
ホ

コ
広
場

に
ぎ

わ
い

イ
ベ
ン
ト
支

援
補
助
金
の
交

付
に

つ
い
て

は
、
亀
岡
市
シ
ャ
チ
ホ
コ
広

場
に
ぎ
わ
い
イ
ベ
ン
ト
支
援
補

助
金

交
付
要
綱

第
８
条
の
規
定

に
基
づ
き
、
下
記

の
と
お
り
決

定
し
た
の

で
通
知
し
ま
す

。
 

  
 

 
 
 
 

 
年
 
 
月
 

 
日
 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
亀
岡

市
長
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
□印

 

 

記
 

 １
 

決
定
 

 
 

 
交
付
決

定
額
 
 
 
金

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

円
 

  
 

 
イ
ベ
ン

ト
名
 

  

【
交
付
条
件

】
 

・
こ
の
補
助

金
は
申
請

の
あ
っ
た
目

的
以
外
に
使
用
し
て
は

な
り
ま
せ

ん
。
 

・
事
業
が
完

了
し
た
と

き
は
、
速
や

か
に
実
績
報
告
書
を
提

出
し
て
く

だ
さ
い
。
 

・
こ

の
補
助
金

の
使
途

に
つ
い

て
、

必
要
が

あ
る

と
認
め

ら
れ

る
と
き
は

、
調

査
し
、

又
は

報
告
を

求
め

る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
 

・
虚

偽
そ
の
他

不
正
な

手
続
き

で
補

助
金
の

交
付

を
受
け

た
と

き
は
、
全

額
又

は
一
部

の
返

還
を
求

め
る

こ
と
が
あ
り

ま
す
。
 

 ２
 

却
下
 

 
 

 
理
由
 

 （
教

示
）
 

１
 

こ
の

決
定
に

つ
い

て
不
服
が

あ
る

場
合
は

、
こ

の
決
定

が
あ
っ

た
こ
と

を
知

っ
た
日

の
翌

日
か
ら

起
算

し
て
３
箇
月

以
内
に
、

亀
岡
市
長
に

対
し
て
審
査
請
求
を
す

る
こ
と
が

で
き
ま
す

。
 

２
 

こ
の
決
定
に

つ
い
て
は
、
上

記
１

の
審

査
請

求
の

ほ
か

、
こ

の
決

定
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

の
翌

日
か

ら
起
算
し

て
６
箇

月
以
内

に
、

亀
岡
市

を
被

告
と
し

て
（

訴
訟
に
お

い
て

亀
岡
市

を
代

表
す
る

者
は

亀
岡

市
長
と
な

り
ま
す

。
）
、

処
分

の
取
消

し
の

訴
え
を

提
起

す
る
こ
と

が
で

き
ま
す

。
な

お
、
上

記
１

の
審

査
請
求
を

し
た
場

合
に
は

、
処

分
の
取

消
し

の
訴
え

は
、

そ
の
審
査

請
求

に
対
す

る
裁

決
が
あ

っ
た

こ
と
を
知
っ

た
日
の
翌

日
か
ら
起
算

し
て
６
箇
月
以
内
に
提

起
す
る
こ

と
が
で
き

ま
す
。
 

３
 

た
だ
し
、
上

記
の
期
間
が
経

過
す

る
前

に
、

こ
の

決
定

（
審

査
請

求
を

し
た

場
合

に
は

、
そ

の
審

査
請

求
に

対
す
る
裁

決
）
が

あ
っ
た

日
の

翌
日
か

ら
起

算
し
て

１
年

を
経
過
し

た
場

合
は
、

審
査

請
求
を

す
る

こ
と

や
処
分
の

取
消
し

の
訴
え

を
提

起
す
る

こ
と

が
で
き

な
く

な
り
ま
す

。
な

お
、
正

当
な

理
由
が

あ
る

と
き

は
、
上
記

の
期
間

や
こ
の

決
定

（
審
査

請
求

を
し
た

場
合

に
は
、
そ

の
審

査
請
求

に
対

す
る
裁

決
）

が
あ

っ
た
日
の

翌
日
か

ら
起
算

し
て

１
年
を

経
過

し
た
後

で
あ

っ
て
も
審

査
請

求
を
す

る
こ

と
や
処

分
の

取
消
し
の
訴

え
を
提
起

す
る
こ
と
が

認
め
ら
れ
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。
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第８６８号平成２９年５月１５日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第
３

号
様
式
（

第
９
条
関
係
）
 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

年
 
 
月

 
 
日

  
（

宛
先
）
亀

岡
市
長
 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
申

請
者
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

住
所
（
所
在

地
）
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

団
体
の
名
称
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

代
表
者
氏
名

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

㊞
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

（
電
話
番
号

）
 

  

亀
岡
市

シ
ャ
チ

ホ
コ
広
場
に
ぎ

わ
い
イ
ベ

ン
ト
支
援

補
助
金
実
績

報
告
書
 

  
 

 
 

 
 
年

 
 

月
 
 
日

付
け

亀
岡
市

指
令

 
 
第

 
 

 
 
号
で

交
付

決
定
を

受
け

た
事
業

が
完

了
し

た
の
で
、
亀

岡
市
シ
ャ
チ
ホ

コ
広

場
に
ぎ

わ
い
イ
ベ
ン
ト
支
援
補
助
金

交
付
要
綱
第
９
条
の
規
定
に
基

づ
き

、
下
記
の

と
お
り
関
係
書

類
を
添
え
て
報
告

し
ま
す
。
 

  

記
 

 １
 

イ
ベ
ン
ト

名
 

 ２
 

イ
ベ
ン
ト

完
了
年
月
日
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
年
 

 
 
月
 

 
 
日
 

 ３
 

交
付
決
定

額
 
 
 
金
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
円
 

 ４
 

添
付
書
類
 

 
⑴

 
事
業
報

告
書
 

 
⑵

 
収
支
決

算
書
 

 
⑶

 
領
収
書

の
写
し
 

 
⑷

 
そ
の
他

市
長
が
必
要
と
認
め
る
書
類
 

第
４

号
様
式
（

第
１
０
条
関
係
）
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

第
 
 
 

 
 
号

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

年
 
 
月

 
 
日

   
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
様
 

   
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
亀
岡

市
長
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
□印

 

   

亀
岡
市

シ
ャ
チ
ホ
コ
広
場
に
ぎ

わ
い
イ
ベ

ン
ト
支
援

補
助
金
交
付

確
定
通
知
書
 

  
 

 
 

 
 
年

 
 

月
 
 
日

付
け

で
実
績

報
告

の
あ
り

ま
し

た
亀
岡

市
シ
ャ

チ
ホ
コ

広
場

に
ぎ
わ

い
イ

ベ
ン

ト
支
援
補
助

金
の
交
付
に
つ

い
て

は
、
亀

岡
市
シ
ャ
チ
ホ
コ
広
場
に
ぎ

わ
い

イ
ベ

ン
ト

支
援

補
助

金
交

付
要

綱
第
１
０

条
の
規
定
に
基
づ
き
、
下
記
の
と

お
り
確
定
し

た
の
で
通

知
し
ま
す
。
 

  

記
 

  １
 

イ
ベ
ン
ト

名
 

  ２
 

交
付
決
定

額
 
 
 
金
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
円
 

  ３
 

交
付
確
定

額
 
 
 
金
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
円
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第８６８号平成２９年５月１５日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第
５
号
様
式
（

第
１
１
条
関
係
）
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
年
 

 
月

 
 
日

  
（
宛
先
）
亀

岡
市
長
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
申
請
者
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
住

所
（
所

在
地
）
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
団

体
の
名

称
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
代

表
者
氏

名
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

㊞
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
（

電
話
番

号
）
 

  

亀
岡
市
シ
ャ

チ
ホ
コ
広
場
に
ぎ
わ

い
イ
ベ
ン
ト
支
援

補
助
金
交
付
請
求
書
 

  
 
 
 
 
 

年
 
 
月
 
 
日
付

け
第
 
 
 
 

号
で
交

付
確
定
を
受
け
た

亀
岡
市
シ
ャ
チ

ホ
コ

広
場
に

ぎ
わ
い
イ
ベ
ン

ト
支
援
補
助
金
に
つ

い
て
、
亀
岡
市
シ
ャ
チ

ホ
コ
広
場
に

ぎ
わ

い
イ
ベ
ン
ト
支

援
補

助
金
交

付
要
綱
第
１
１

条
の
規
定
に
基
づ
き

、
下
記
の
と
お

り
請
求

し
ま
す
。
 

 

記
 

 １
 
イ
ベ
ン
ト

名
 

 ２
 
請
求
額
 

 
 
 
金
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
円

 

 ３
 
振
込
先
 

金
融
機
関
名
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
銀
 
行
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
本
 
店
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
金
 
庫
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
支
 
店
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
信
用
金
庫
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
支
 
所
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
農
 
協
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
出
張
所
 

預
金
種
別
 

普
 

通
 
・
 
当
 
座
 

口
座
番
号
 

 

（
フ
リ
ガ
ナ

）
 

 

口
座
名
義
 

 

 

「
掲
示
済
」
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第８６８号平成２９年５月１５日発行 

 亀岡市告示第６８号 

 

 亀岡市準市道認定基準要綱を次のように定め

る。 

 

   平成２９年４月１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

亀岡市準市道認定基準要綱 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、市街化調整区域内又は都

市計画区域外の地域における準市道の認定に

ついて、必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる

用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

⑴ 自治会等 市長が認めた自治会、区等を

いう。 

⑵ 認定外道路 道路法（昭和２７年法律第

１８０号）第３条に規定する道路以外の道

路のうち人家が連担し、準公共施設に通じ

る等、市長が認めた道路をいう。 

⑶ 幹線道路 地域の交通の主要な動線とな

る認定外道路をいう。 

 （認定の基準） 

第３条 準市道の認定の基準は、次に掲げる事

項とする。 

⑴ 市街化調整区域内又は都市計画区域外の

地域に所在する認定外道路であること。 

⑵ 新興団地における幹線道路であると市長

が認めた道路であること。 

２ 準市道を認定する対象は、１団地につき１

路線とする。 

 （事前協議） 

第４条 準市道の認定を受けようとする自治会

等は、あらかじめ亀岡市と協議をしなければ

ならない。 

 （申請等） 

第５条 前条の事前協議を行った自治会等（以

下「申請者」という。）は、亀岡市準市道認

定申請書（別記第１号様式）を市長に提出し

なければならない。 

２ 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付

しなければならない。 

⑴ 位置図 

⑵ 平面図 

⑶ 現況写真 

⑷ 認定を受けようとする認定外道路の敷地

に係る所有者の同意書（別記第２号様式） 

⑸ その他市長が必要と認める図書 

 （通知） 

第６条 市長は、前条の申請書を受理したとき

は、速やかに書類等の審査を行い、亀岡市準

市道認定（不認定）通知書（別記第３号様

式）により申請者に通知するものとする。 

 （雑則） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、必要な

事項は、市長が別に定める。 

 

   附 則 

 

 この要綱は、告示の日から実施する。 

 



 
亀 岡 市 公 報 

 65

第８６８号平成２９年５月１５日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別
記

第
１
号
様

式
（
第
５
条
関

係
）
 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

年
 
 
月

 
 
日

 （
宛

先
）
亀
岡

市
長
 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
住
 
 
所
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
団
 体

 
名
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
代
表
者
名

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

㊞
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
電
話
番
号
 

  

亀
岡
市
準
市

道
認
定
申

請
書
 

  
亀

岡
市
準
市
道

認
定
基
準
要
綱

第
５

条
の
規

定
に
よ
り
、
関
係
書
類
を
添

え
て
下
記
の
と
お
り
申
請
し
ま

す
。
 

 

記
 

 １
 

申
請
路
線

 
 
起
点
 
亀

岡
市
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
地
先
 

 
 

 
 
 
 

 
 
終
点
 
亀

岡
市
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
地
先
 

 
 

 
 
 
 

 
 
延
長
 
 
 
 
 
ｍ
 
 
幅

員
 
 
 
 

 
ｍ
～
 

 
 
 
 
ｍ
 

  
 

 
 
 
 

 
 
そ
の
他
別
紙
位
置
図
の
と
お

り
 

  ２
 

申
請
理
由
 

          ※
添

付
書
類
 

位
置
図
、
平
面
図
、
現
況
写
真
、

敷
地
所
有
者

の
同
意
書

そ
の
他
必
要
な

図
書
 

第
２
号
様
式
（

第
５
条
関
係
）
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
年
 

 
月

 
 
日

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
（
法
人
又
は

団
体
の
場
合

は
主

た
る
事
務
所
の

所
在

地
）
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
住
 

 
所
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
（
名
称
及
び

代
表
者
氏
名

）
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
氏
 

 
名
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

㊞
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
電
話
番
号
 

  

同
 
 
 
意
 

 
 
書
 

  
私

は
、
亀
岡
市

準
市
道
認

定
基

準
要
綱
第
５

条
の
規
定

に
基

づ
き
、
申
請

区
域
に

私
が
所

有
権
を
有
す

る

下
記
の
土
地
を

含
め
る
こ
と
及
び
準

市
道
の
認
定
を
行
う
こ

と
を
同
意
し

ま
す

。
 

  

記
 

  同
意
す
る
者
の

土
地
 

所
在
及

び
地
番
 

地
目
 

登
記
地

積
（

㎡
）
 

権
利

を
有
す
る
割
合
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  注
意
 

１
 
氏
名
を

記
載
し
、
押
印
す
る

こ
と
に
代
え
て
、

本
人
が
自
署
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
 

２
 

共
有
名
義
の

土
地
は

、
共
有

者
の
連
署

と
し
、
共

有
者
全

員
の
同
意

が
得
ら

れ
な
い
場

合
は
、
同

意

す
る
権
利
者

が
権
利
を
有
す
る
割

合
を
明
記
し
て
く

だ
さ
い
。
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第８６８号平成２９年５月１５日発行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「
掲
示
済
」
 

第
３

号
様
式
（

第
６
条
関
係
）

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

第
 
 
 

 
 
号

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

年
 
 
月

 
 
日

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
様
 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
亀

岡
市
長
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
□印

 

 

亀
岡
市
準
市

道
認
定
（

不
認
定
）
通

知
書
 

  
下

記
の
路
線
に

つ
い
て
、
準
市

道
と

し
て
認

定
す
る
（
認
定
し
な
い
）
こ

と
を
決
定
し
た
の
で
、
亀
岡
市

準
市

道
認
定
基

準
要
綱
第
６
条

の
規
定
に
基
づ
き

通
知
し
ま
す

。
 

 

記
 

 １
 

認
定
 

 
 

 
認
定
路

線
 
起
点
 
亀

岡
市
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
地
先
 

 
 

 
 
 
 

 
 
終
点
 
亀

岡
市
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
地
先
 

 
 

 
 
 
 

 
 
延
長
 
 
 
 
 
ｍ
 
 
幅

員
 
 
 
 

 
ｍ
～
 

 
 
 
 
ｍ
 

  
 

 
 
 
 

 
 
そ
の
他
別
紙
位
置
図
の
と
お

り
 

 ２
 

認
定
し
な

い
理
由
 

    （
教

示
）
 

１
 

こ
の
決
定
に

つ
い
て
不
服
が

あ
る

場
合
は

、
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と

を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算

し
て
３
箇
月

以
内
に
、

亀
岡
市
長
に

対
し
て
審
査
請
求
を
す

る
こ
と
が

で
き
ま
す

。
 

２
 

こ
の
決
定
に

つ
い
て
は
、
上

記
１

の
審

査
請

求
の

ほ
か

、
こ

の
決

定
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

の
翌

日
か

ら
起
算
し

て
６
箇

月
以
内

に
、

亀
岡
市

を
被

告
と
し

て
（

訴
訟
に
お

い
て

亀
岡
市

を
代

表
す
る

者
は

亀
岡

市
長
と
な

り
ま
す

。
）
、

処
分

の
取
消

し
の

訴
え
を

提
起

す
る
こ
と

が
で

き
ま
す

。
な

お
、
上

記
１

の
審

査
請
求
を

し
た
場

合
に
は

、
処

分
の
取

消
し

の
訴
え

は
、

そ
の
審
査

請
求

に
対
す

る
裁

決
が
あ

っ
た

こ
と
を
知
っ

た
日
の
翌

日
か
ら
起
算

し
て
６
箇
月
以
内
に
提

起
す
る
こ

と
が
で
き

ま
す
。
 

３
 

た
だ
し
、
上

記
の
期
間
が
経

過
す

る
前

に
、

こ
の

決
定

（
審

査
請

求
を

し
た

場
合

に
は

、
そ

の
審

査
請

求
に

対
す
る
裁

決
）
が

あ
っ
た

日
の

翌
日
か

ら
起

算
し
て

１
年

を
経
過
し

た
場

合
は
、

審
査

請
求
を

す
る

こ
と

や
処
分
の

取
消
し

の
訴
え

を
提

起
す
る

こ
と

が
で
き

な
く

な
り
ま
す

。
な

お
、
正

当
な

理
由
が

あ
る

と
き

は
、
上
記

の
期
間

や
こ
の

決
定

（
審
査

請
求

を
し
た

場
合

に
は
、
そ

の
審

査
請
求

に
対

す
る
裁

決
）

が
あ

っ
た
日
の

翌
日
か

ら
起
算

し
て

１
年
を

経
過

し
た
後

で
あ

っ
て
も
審

査
請

求
を
す

る
こ

と
や
処

分
の

取
消
し
の
訴

え
を
提
起

す
る
こ
と
が

認
め
ら
れ
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。
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第８６８号平成２９年５月１５日発行 

 亀岡市告示第６９号 

 

 亀岡市道路整備事業補助金交付要綱（昭和 

５２年亀岡市告示第１４号）の一部を次のよう

に改正する。 

 

   平成２９年４月１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 第２条第２号を次のように改める。 

⑵ 認定外道路 道路法（昭和２７年法律第

１８０号）第３条に規定する道路以外の道

路のうち人家が連担し、準公共施設に通じ

る等、市長が認めた道路をいう。 

 第２条に次の１号を加える。 

⑶ 準市道 前号に規定する認定外道路のう

ち、市街化調整区域内又は都市計画区域外

に所在し、新興団地における幹線道路とし

て亀岡市準市道認定基準要綱（平成２９年

亀岡市告示第６８号）において認定された

道路をいう。 

 第３条第１項中「実施する道路」を「実施す

る認定外道路（準市道と認定されたものを含

む。）」に改める。 

 第４条第１項中「補助金の額は」を「認定外

道路（準市道と認定されたものを除く。）にお

ける補助金の額は」に改め、同条に次の１項を

加える。 

２ 準市道における補助金の額は、工事費見積

書の写しの額と市の積算事業費とを比較して

いずれか少ない方の額の１０分の９以内の額

とする。ただし、補助金の額に１，０００円

未満の端数が生じた場合は、これを切り捨て

るものとする。 

 第５条を次のように改める。 

 （事業認定） 

第５条 補助金の交付を受けようとする自治会

等（以下「補助事業者」という。）は、舗装

工事及び築造工事について、亀岡市と協議し、

亀岡市道路整備事業予定調書（別記第１号様

式）を別に定める日までに市長に提出しなけ

ればならない。 

２ 市長は、前項の規定により調書が提出され

たときは、必要事項を調査の上、事業の認定

の適否を審査し、補助事業者に通知するもの

とする。 

 第６条第１項中「別記第１号様式」を「別記

第２号様式」に改め、同条第２項中「別記第２

号様式」を「別記第３号様式」に改める。 

 第７条第１項中「別記第３号様式」を「別記

第４号様式」に改め、同条第２項中「別記第４

号様式」を「別記第５号様式」に改める。 

 第８条中「別記第５号様式」を「別記第６号

様式」に改める。 

 第９条中「別記第６号様式」を「別記第７号

様式」に改める。 

 第１０条第１項中「別記第７号様式」を「別

記第８号様式」に改める。 

 別記第７号様式を別記第８号様式とし、別記

第２号様式から別記第６号様式までを１様式ず

つ繰り下げ、別記第１号様式中 
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第８６８号平成２９年５月１５日発行 

「 

築造工事      年  月  日～    年  月  日 

                                         」 

を 

「 

築造工事      年  月  日～    年  月  日 

準市道認定の有無 
有  ・  無 

    年  月  日付け  第     号 

                                         」 

に改め、同様式を別記第２号様式とし、附則の次に次の１様式を加える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記第１号様式（第５条関係） 

                                  年  月  日 

 

（宛先）亀岡市長 

 

                    住  所 

                    団 体 名 

                    代表者名              ㊞ 

                    電話番号 

 

 

亀岡市道路整備事業予定調書 

 

 亀岡市道路整備事業補助金に係る事業予定調書を亀岡市道路整備事業補助金交付要綱第５

条の規定により、下記のとおり関係書類を添えて提出します。 

 

記 

 

道路の名称 

事業施行場所 
事 業 費 事 業 概 要 

 
 

      円

 

舗装工事 

      円
幅 員       ｍ・面 積       ㎡ 

延 長       ｍ・舗装厚       ㎝ 

築造工事 

      円

（種別及びその規模） 

準市道認定の有無 

有  ・  無 

     年  月  日付け  第     号 

添付書類 

⑴ 位置図 

⑵ 工事費見積書の写し（内訳が明記されているもの） 

⑶ 設計図面（平面図・横断図・詳細構造図・舗装展開図・面積計算書他） 

⑷ 現況写真 

⑸ その他（準市道の場合は、亀岡市準市道認定通知書の写し） 
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第８６８号平成２９年５月１５日発行 

   附 則 

 

 この要綱は、告示の日から実施する。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第７０号 

 

 亀岡市臨時福祉給付金（経済対策分）支給事

業実施要綱（平成２９年亀岡市告示第７号）の

一部を次のように改正する。 

 

   平成２９年４月１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 第８条第２項第２号中「情緒障害児短期治療

施設」を「児童心理治療施設」に改める。 

 

   附 則 

 

 この要綱は、告示の日から実施する。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第７１号 

 

 亀岡市臨時福祉給付金支給事業実施要綱及び

平成２８年度亀岡市臨時福祉給付金支給事業実

施要綱を廃止する要綱を次のように定める。 

 

   平成２９年４月１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

亀岡市臨時福祉給付金支給事業実

施要綱及び平成２８年度亀岡市臨

時福祉給付金支給事業実施要綱を

廃止する要綱 

 

 亀岡市臨時福祉給付金支給事業実施要綱（平

成２６年亀岡市告示第６１号）及び平成２８年

度亀岡市臨時福祉給付金支給事業実施要綱（平

成２８年亀岡市告示第１６６号）は、廃止する。 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この要綱は、告示の日から実施する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の実施の際、現にこの要綱による

廃止前の亀岡市臨時福祉給付金支給事業実施

要綱（この項において「旧要綱」という。）

の規定により支給された臨時福祉給付金の返

還については、旧要綱第１１条の規定は、こ

の要綱の実施の日後も、なおその効力を有す

る。 

３ この要綱の実施の際、現にこの要綱による

廃止前の平成２８年度亀岡市臨時福祉給付金

支給事業実施要綱（この項において「旧要

綱」という。）の規定により支給された臨時

福祉給付金の返還については、旧要綱第１１

条の規定は、この要綱の実施の日後も、なお

その効力を有する。 

 

「掲示済」 
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第８６８号平成２９年５月１５日発行 

 亀岡市告示第７２号 

 

 災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第４９条の４第１項の規定により指定緊急避難場

所を指定したので、同条第３項の規定により告示する。 

 

   平成２９年４月１日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

 指定する指定緊急避難場所 

施設の名称 施設の所在 

対象とする異常な現象の種類（※１） 指
定
避
難
所
と
の
重
複(

※
２)

洪
水 

崖
崩
れ
土
石
流
地
滑
り 

高
潮 

地
震 

津
波 

大
規
模
火
事 

内
水
氾
濫 

火
山
現
象 

亀岡中学校[体育館] 内丸町13 1 1 1 1 1 1

亀岡小学校[体育館] 内丸町15 1 1 1 1 1 1

城西小学校[体育館] 余部町前川原46 1 1 1 1 1 1

ガレリアかめおか 余部町宝久保1-1 1 1 1 1 1 1

亀岡市役所市民ホール 安町野々神8 1 1 1 1 1 1

亀岡地区自治会館 安町釜ケ前9-4 1 1 1 1 1 1

別院中学校[体育館] 
東別院町南掛一ノ坪
1 

1 1 1 1 1

東別院小学校[体育館] 東別院町東掛岩脇9 1 1 1 1 1

東別院町公民館 
東別院町南掛藤ケ瀬
3-1 

1 1 1 1 1

東別院町ふれあいセン
ター 

東別院町東掛一アン
15 

1 1 1 1 1

西別院小学校[体育館] 西別院町柚原佃24 1 1 1 1 1 1

西別院生涯学習セン
ター 

西別院町柚原佃17 1 1 1 1 1

犬甘野児童館 
西別院町犬甘野霜ノ
下2,3,4 

1 1 1 1

曽我部小学校[体育館]
曽我部町南条荒水代
1 

1 1 1 1 1 1
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第８６８号平成２９年５月１５日発行 

曽我部町公民館 
曽我部町南条北荒水
代4-1 

1 1 1 1 1

吉川小学校[体育館] 吉川町穴川平田17 1 1 1 1 1 1

亀岡運動公園プール管
理棟 

吉川町吉田上河原24 1 1 1 1 1 1

亀岡運動公園体育館
[小体育館] 

曽我部町穴太土渕
33-1 

1 1 1 1 1 1

南桑中学校[体育館] 薭田野町太田丸橋1 1 1 1 1 1 1

薭田野小学校[体育館]
薭田野町佐伯源ノ坊
18 

1 1 1 1 1 1

薭田野生涯学習セン
ター 

薭田野町佐伯西ノ辻
9-1 

1 1 1 1 1 1

人権福祉センター 
薭田野町佐伯琴敷
78-1 

1 1 1 1 1 1

育親中学校[体育館] 
本梅町中野和田山1-
2 

1 1 1 1 1 1

本梅小学校[体育館] 
本梅町井手早田垣内
23 

1 1 1 1 1 1

ほんめ町ふれあいセン
ター 

本梅町井手梅原3 1 1 1 1 1

畑野小学校[体育館] 畑野町千ケ畑西山5 1 1 1 1 1

畑野町公民館 
畑野町千ケ畑西山5-
1 

1 1 1 1

青野小学校[体育館] 宮前町宮川青野29 1 1 1 1 1 1

亀岡市交流会館 宮前町神前長野15 1 1 1 1 1

東本梅保育所 
東本梅町東大谷生子
田69 

1 1 1 1 1 1

東本梅町ふれあいセン
ター[東本梅営農セン
ター] 

東本梅町赤熊蟻間野
35-1 

1 1 1 1 1 1

大成中学校[体育館] 大井町土田1丁目5-7 1 1 1 1 1 1

大井小学校[体育館] 大井町並河1丁目3-1 1 1 1 1 1 1

大井生涯学習センター
大井町土田2丁目11
番20-201号 

1 1 1 1 1 1

亀岡市立幼稚園 
大井町並河検見ケ上
7 

1 1 1 1 1 1

千代川小学校[体育館]
千代川町北ノ庄国主
ケ森21 

1 1 1 1 1 1

千代川町自治会館 
千代川町北ノ庄国主
ケ森19 

1 1 1 1 1 1

亀岡川東学園[体育館] 馬路町溝ノ上14-4 1 1 1 1 1 1
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第８６８号平成２９年５月１５日発行 

馬路生涯学習センター 馬路町流川2-1 1 1 1 1 1 1

馬路文化センター 馬路町小米田45-4 1 1 1 1 1

旭コミュニティセン
ター 

旭町年角25 1 1 1 1 1

千歳町自治会館 千歳町千歳垣根2-3 1 1 1 1

さくら公園体育館 千歳町国分後田1 1 1 1 1 1 1

河原林生涯学習セン
ター 

河原林町河原尻上六
反田9-1 

1 1 1 1 1 1

保津小学校[体育館] 保津町構ノ内20 1 1 1 1 1 1

保津町公民館 保津町構ノ内53 1 1 1 1 1

保津文化センター 保津町弐番11-1 1 1 1 1 1

東輝中学校[体育館] 篠町広田3丁目28-1 1 1 1 1 1 1

詳徳中学校[体育館] 篠町柏原中又7 1 1 1 1 1 1

安詳小学校[体育館] 篠町篠中北裏68 1 1 1 1 1 1

詳徳小学校[体育館] 篠町柏原田中3-1 1 1 1 1 1 1

篠公民館 篠町篠中北裏68 1 1 1 1 1

東部文化センター 
篠町野条イカノ辻南
76 

1 1 1 1 1 1

東つつじケ丘ふれあい
センター 

東つつじケ丘都台3
丁目6-7 

1 1 1 1 1 1

西つつじケ丘ふれあい
センター 

西つつじケ丘大山台
1丁目12-13 

1 1 1 1 1 1

つつじケ丘小学校[体
育館] 

西つつじケ丘霧島台
1丁目1 

1 1 1 1 1 1

亀岡市南つつじケ丘コ
ミュニティセンター 

南つつじケ丘大葉台
2丁目43-1 

1 1 1 1 1 1

南つつじケ丘小学校
[体育館] 

南つつじケ丘大葉台
2丁目28-1 

1 1 1 1 1 1

（※１）「対象とする異常な現象の種類」欄に「１」が記された施設が、当該異常現象から緊急に

避難するための施設です。記されていない施設は、当該異常現象によって避難することはで

きません。 

（※２）「指定避難所との重複」欄に「１」が記された施設は、指定避難所を兼ねた施設です。 

 

「掲示済」 
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 亀岡市告示第７３号 

 

 災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第４９条の７第１項の規定により指定避難所を指

定したので、同条第２項の規定により告示する。 

 

   平成２９年４月１日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

 指定する指定避難所 

施設の名称 施設の所在 

亀岡中学校[体育館] 内丸町13 

亀岡小学校[体育館] 内丸町15 

城西小学校[体育館] 余部町前川原46 

ガレリアかめおか 余部町宝久保1-1 

亀岡市役所市民ホール 安町野々神8 

亀岡地区自治会館 安町釜ケ前9-4 

別院中学校[体育館] 東別院町南掛一ノ坪1 

東別院小学校[体育館] 東別院町東掛岩脇9 

東別院町公民館 東別院町南掛藤ケ瀬3-1 

東別院町ふれあいセンター 東別院町東掛一アン15 

西別院小学校[体育館] 西別院町柚原佃24 

西別院生涯学習センター 西別院町柚原佃17 

犬甘野児童館 西別院町犬甘野霜ノ下2,3,4 

曽我部小学校[体育館] 曽我部町南条荒水代1 

曽我部町公民館 曽我部町南条北荒水代4-1 

吉川小学校[体育館] 吉川町穴川平田17 

亀岡運動公園プール管理棟 吉川町吉田上河原24 

亀岡運動公園体育館[小体育館] 曽我部町穴太土渕33-1 

南桑中学校[体育館] 薭田野町太田丸橋1 

薭田野小学校[体育館] 薭田野町佐伯源ノ坊18 

薭田野生涯学習センター 薭田野町佐伯西ノ辻9-1 

人権福祉センター 薭田野町佐伯琴敷78-1 

育親中学校[体育館] 本梅町中野和田山1-2 

本梅小学校[体育館] 本梅町井手早田垣内23 

ほんめ町ふれあいセンター 本梅町井手梅原3 

畑野小学校[体育館] 畑野町千ケ畑西山5 
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畑野町公民館 畑野町千ケ畑西山5-1 

青野小学校[体育館] 宮前町宮川青野29 

亀岡市交流会館 宮前町神前長野15 

東本梅保育所 東本梅町東大谷生子田69 

東本梅町ふれあいセンター[東本梅営農センター] 東本梅町赤熊蟻間野35-1 

大成中学校[体育館] 大井町土田1丁目5-7 

大井小学校[体育館] 大井町並河1丁目3-1 

大井生涯学習センター 大井町土田2丁目11-20-201 

亀岡市立幼稚園 大井町並河検見ケ上7 

千代川小学校[体育館] 千代川町北ノ庄国主ケ森21 

千代川町自治会館 千代川町北ノ庄国主ケ森19 

亀岡川東学園[体育館] 馬路町溝ノ上14-4 

馬路生涯学習センター 馬路町流川2-1 

馬路文化センター 馬路町小米田45-4 

旭コミュニティセンター 旭町年角25 

千歳町自治会館 千歳町千歳垣根2-3 

さくら公園体育館 千歳町国分後田1 

河原林生涯学習センター 河原林町河原尻上六反田9-1 

保津小学校[体育館] 保津町構ノ内20 

保津町公民館 保津町構ノ内53 

保津文化センター 保津町弐番11-1 

東輝中学校[体育館] 篠町広田3丁目28-1 

詳徳中学校[体育館] 篠町柏原中又7 

安詳小学校[体育館] 篠町篠中北裏68 

詳徳小学校[体育館] 篠町柏原田中3-1 

篠公民館 篠町篠中北裏68 

東部文化センター 篠町野条イカノ辻南76 

東つつじケ丘ふれあいセンター 東つつじケ丘都台3丁目6-7 

西つつじケ丘ふれあいセンター 西つつじケ丘大山台1丁目12-13 

つつじケ丘小学校[体育館] 西つつじケ丘霧島台1丁目1 

南つつじケ丘コミュニティセンター 南つつじケ丘大葉台2丁目43-1 

南つつじケ丘小学校[体育館] 南つつじケ丘大葉台2丁目28-1 

 

「掲示済」 
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 亀岡市告示第７４号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

２３１条の２第６項の規定により、指定代理納

付者を次のとおり指定したので、亀岡市財務規

則（昭和４０年亀岡市規則第１号）第４７条の

２第２項の規定により告示する。 

 

   平成２９年４月１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 指定代理納付者の名称及び住所 

楽天株式会社 

東京都世田谷区玉川１－１４－１ 

楽天クリムゾンハウス 

２ 指定代理納付者に納付させる歳入の種類 

京都・亀岡ふるさと力向上寄附金 

３ 指定代理納付者に歳入を納付させる期間 

平成２９年４月１日から 

平成３０年３月３１日 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第７５号 

 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６

号）第１５８条第１項の規定により、歳入の収

納の事務を私人に委託したので、同条第２項の

規定により次のとおり告示する。 

 

   平成２９年４月１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 委託の相手方の名称及び住所 

東京都世田谷区玉川１－１４－１ 

楽天クリムゾンハウス 

 楽天株式会社 

２ 委託した収納事務 

京都・亀岡ふるさと力向上寄附金の収納

事務 

３ 委託事務の取扱期間 

平成２９年４月１日から 

平成３０年３月３１日 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第７６号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

２３１条の２第６項の規定により、指定代理納

付者を次のとおり指定したので、亀岡市財務規

則（昭和４０年亀岡市規則第１号）第４７条の

２第２項の規定により告示する。 

 

   平成２９年４月１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 指定代理納付者の名称及び住所 

①京都クレジットサービス株式会社 

京都市下京区烏丸通七条下る東塩小路町

７３１番地 

②京銀カードサービス株式会社 

京都市下京区烏丸通七条下る東塩小路町

７３１番地 

２ 指定代理納付者に納付させる歳入の種類 

京都・亀岡ふるさと力向上寄附金 
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３ 指定代理納付者に歳入を納付させる期間 

平成２９年４月１日から 

平成３０年３月３１日 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第７７号 

 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６

号）第１５８条第１項の規定により、歳入の収

納の事務を私人に委託したので、同条第２項の

規定により次のとおり告示する。 

 

   平成２９年４月１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 委託の相手方の名称及び住所 

京都市下京区四条通烏丸西入函谷鉾町 

１０１番地アーバンネット四条烏丸ビル 

株式会社エフレジ 

２ 委託した収納事務 

京都・亀岡ふるさと力向上寄附金の収納

事務 

３ 委託事務の取扱期間 

平成２９年４月１日から 

平成３０年３月３１日 

 

「掲示済」 
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 亀岡市告示第７８号 

 

 亀岡市循環型社会推進条例（平成１３年亀岡市条例第１３号）第１３条第２項の規定により、平

成２９年度亀岡市一般廃棄物処理実施計画を次のとおり告示する。 

 

   平成２９年４月１日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 一般廃棄物の処理量の見込み 

(1) ごみ 

 ア 燃やすごみ 19,465ｔ／年 ＊１ 

 イ 埋立てごみ 1,340ｔ／年 ＊２ 

 ウ 粗大ごみ 298ｔ／年 

 エ 資源ごみ 

 （ｱ）カン類 217ｔ／年 

 （ｲ）ビン類 514ｔ／年 

 （ｳ）ペットボトル 117ｔ／年 

 （ｴ）スプレー缶 21ｔ／年 

 （ｵ）プラスチック製容器包装 655ｔ／年 

 （ｶ）使用済小型家電 5ｔ／年 

 （ｷ）使用済乾電池 11ｔ／年 

 （ｸ）廃蛍光管 2ｔ／年 

 （ｹ）生ごみ・食用油 11ｔ／年 

 （ｺ）新聞・雑誌・段ボール・古布 2,914ｔ／年 

(2) 犬、猫等の死体 349体／年 

(3) し尿及び汚泥 

 ア し尿 5,347kl／年 

 イ 浄化槽汚泥 4,356kl／年 

 
＊１ 重複カウントになるため、燃やすごみから、粗大ごみ等を破砕したことにより生じる破砕

物の見込量及びプラスチック製容器包装の選別残渣の見込量を除いています。 
＊２ 重複カウントになるため、埋立てごみから、粗大ごみ等を破砕したことにより生じる破砕

物及びカン類・ビン類・プラスチック製容器包装の選別残渣の見込量を除いています。 
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２ 一般廃棄物の処理主体 

(1) ごみ 

種類及び区分 収集・運搬 中間処理 最終処分 

燃やすごみ 

家庭系 
(公財)亀岡市環境事業公社
(委託、以下同じ) 焼却/桜塚ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ

(直営、以下同じ) 

残渣埋立/大阪湾広域
臨海環境整備ｾﾝﾀｰ神
戸沖埋立処分場及び
大阪沖埋立処分場(委
託、以下同じ) 

事業系 許可業者※下記のとおり 

埋立てごみ 家庭系 

(公財)亀岡市環境事業公社
 

埋立/ｴｺﾄﾋﾟｱ亀岡(直
営、以下同じ) 

許可業者 

粗 

大 

ご 

み 

可燃性 

家庭系 (公財)亀岡市環境事業公社
破砕/ｴｺﾄﾋﾟｱ亀岡、
焼却/桜塚ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ 

残渣埋立/ｴｺﾄﾋﾟｱ亀
岡、大阪湾広域臨海
環境整備ｾﾝﾀｰ神戸沖
埋立処分場及び大阪
沖埋立処分場 

事業系 許可業者 

不燃性 家庭系 

(公財)亀岡市環境事業公社
資源化/民間処理施
設(委託、以下同じ) 

残渣埋立/民間最終処
分場、ｴｺﾄﾋﾟｱ亀岡 

許可業者 

資源ごみ 

カン類 (公財)亀岡市環境事業公社
選別・圧縮/ｴｺﾄﾋﾟｱ
亀岡 

残渣埋立/ｴｺﾄﾋﾟｱ亀
岡、資源化/民間処理
施設 

ビン類 (公財)亀岡市環境事業公社 選別/ｴｺﾄﾋﾟｱ亀岡 

残渣埋立/ｴｺﾄﾋﾟｱ亀
岡、資源化/公益財団
法人日本容器包装ﾘｻｲ
ｸﾙ協会（委託、以下
同じ)・民間処理施設

ペットボトル 

(公財)亀岡市環境事業公社
選別・圧縮・梱包/
民間処理施設 

資源化/民間処理施設

委託業者 

スプレー缶 (公財)亀岡市環境事業公社
選別・圧縮/ｴｺﾄﾋﾟｱ
亀岡 

残渣埋立/ｴｺﾄﾋﾟｱ亀
岡、資源化/民間処理
施設 

プラスチック製
容器包装 

(公財)亀岡市環境事業公社
選別・圧縮・梱包/
民間処理施設 

残渣埋立/ｴｺﾄﾋﾟｱ亀
岡、焼却/桜塚ｸﾘｰﾝｾﾝ
ﾀｰ、資源化/公益財団
法人日本容器包装ﾘｻｲ
ｸﾙ協会 

使用済小型家電 委託業者  資源化/民間処理施設

使用済乾電池 (公財)亀岡市環境事業公社  資源化/民間処理施設

廃蛍光管 委託業者  資源化/民間処理施設

生ごみ・食用油 民間業者   

新聞・雑誌・段
ボール・古布 

民間業者   

○廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）第7条第1項に規定する許可業

者〔種別／一般廃棄物（ごみ）〕大田産業㈱、㈱カンポ、南丹清掃㈱、松波商店、安田産業

㈱、サカエ産業㈱、㈲丸加清掃、日進浄化槽センター㈱、㈲キンキ、㈱クリーンプラン 
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(2) し尿及び汚泥 

種類 収集・運搬 中間処理 最終処分 

し尿 
(公財)亀岡市環境事業公
社、南丹清掃㈱(委託) 

脱水／若宮工場(直営) 脱水汚泥及び残渣／民間処理施設 

浄化槽汚泥 許可業者※下記のとおり

○廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）第7条第1項に規定する許可業

者〔種別／浄化槽汚泥〕南丹清掃㈱、日進浄化槽センター㈱ 

 

３ ごみ処理実施計画 

(1) ３Ｒ型のライフスタイル・ビジネススタイルへの転換【発生段階における対策】 

① 生活系ごみの発生抑制に向けた取り組み 

ア あらゆる機会を利用した体系的な啓発・情報提供 

イ 食品ロスの解消 

ウ 耐久消費財等の長期使用の実施 

エ 環境にやさしい賢い買い物の推進 

オ リサイクルショップ等の活用 

カ 民間の環境団体の取り組みに対する支援 

キ 河川漂着ごみ調査の継続実施 

② 容器包装廃棄物の減量化に向けた取り組み 

ア マイバッグ運動の推進 

イ 簡易包装等の推進 

ウ 環境にやさしい、賢い買い物の推進 

エ レジ袋協定の締結 

③ 事業系ごみの発生抑制に向けた取り組み 

ア 事業系ごみについての指導 

イ オフィス町内会等の設置の推進 

ウ ペーパーレス化の推進 

エ 社員研修等の実施 

オ リサイクルループの構築 

カ ごみ処理手数料の見直しの検討 

④ 環境教育・環境学習の充実に向けた取り組み 

ア 環境啓発の推進・支援 

イ ダンボールコンポスト講座等の開催 

ウ 学習の場の提供 

エ 小中学校における環境教育の推進 

オ 就学前教育の充実 

カ 施設見学会の開催 

キ 出前タウンミーティングの開催 
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ク 自然体験型環境学習事業の推進 

⑤ 環境リーダー・環境サポーターの育成に向けた取り組み 

ア グリーンコンシューマー（環境にやさしい賢い買い物をする消費者）の育成 

イ 環境学習指導員の育成 

ウ 環境活動団体（NPO）等の支援 

(2) 協力関係の構築による資源循環システムの充実【排出段階における対策】 

① 生活系ごみの適正排出に向けた取り組み 

ア 情報発信の充実による意識啓発 

イ ごみの分け方・出し方パンフレットの作成・配布 

ウ ごみステーションへの啓発看板の掲示の推進 

エ 不動産業者等を通じたパンフレット等の配布 

オ 不適正ごみへの警告ステッカーの貼付 

カ クリーン推進員制度の活用 

キ 環境家計簿の普及拡大 

ク 各種リーフレット・パンフレットの配布 

② 生ごみの減量・資源化に向けた取り組み 

ア 生ごみ水切りの推進 

イ 手付かず食品・食べ残しの縮減の推進 

ウ エコクッキングの推進 

エ 生ごみの堆肥化の促進及び生ごみ処理機の普及 

③ 分別収集の拡充に向けた取り組み 

ア 資源ごみの更なる分別の徹底 

イ 分別品目の拡大についての検討 

ウ 分別精度の向上と資源化の徹底の推進 

エ 地域におけるごみ分別の取り組み 

オ 廃棄物処理施設における監視・指導の強化 

④ 回収拠点の拡充に向けた取り組み 

ア 店頭回収・拠点回収の拡充 

イ 住民団体等による集団回収の拡大 

ウ 公共施設における拠点回収の拡充 

⑤ 事業系ごみの適正排出に向けた取り組み 

ア 事業所等における環境研修等の実施 

イ 事業所等への助言・指導の強化 

ウ 廃棄物処理施設における監視・指導の強化 

エ 廃棄物処理手数料の適正化 

⑥ イベント等による意識啓発の取り組み 

ア 環境イベント等の開催 

イ マイバッグ・キャンペーン等の実施 
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ウ 環境ポスター・標語等の募集 

エ ごみステーションを活用した意識啓発 

⑦ ネットワークの構築に向けた取り組み 

ア 「クリーンかめおか推進会議」の組織拡大 

イ 環境保全団体等の組織拡大に向けた取り組みに対する支援 

ウ 地域における集団回収への支援 

⑧ 環境美化・清掃活動等の推進に向けた取り組み 

ア 美化活動や環境保全活動の推進 

イ 地域清掃活動への支援 

ウ 環境配慮型イベント等の呼び掛け 

⑨ その他の取り組み 

ア 剪定枝等の堆肥化の推進 

イ 指定ごみ袋の容量の検討 

ウ フリーマーケット等の開催場所の提供 

エ 亀岡市役所温暖化対策環境マネジメントシステムの推進 

オ グリーン購入の推進 

カ エコグッズ等の使用拡大 

キ 粗大ごみの対象品目及び処理手数料の見直し 

ク 行政と民間の役割分担の見直し 

ケ 処理困難物の適正処理の推進 

(3) ごみの適正処理に向けた施設・体制の整備 

① 収集・運搬体制の充実に向けた取り組み 

ア 生活系ごみの公益法人等による収集・運搬の継続 

イ ごみ集積所の適切な配置と管理の推進 

ウ 生活弱者に配慮したごみ処理行政の推進 

エ エコステーションの指定・登録 

オ 収集体制等の効率化 

カ 容器包装廃棄物の分別収集の推進 

キ 小型家電製品の分別収集の検討 

ク 低公害車の導入検討 

② 中間処理体制の充実に向けた取り組み 

ア 中間処理段階における資源回収の推進 

イ 廃棄物処理施設の適正な運転の推進 

ウ 中間処理業者（民間）の活用 

エ 焼却灰のリサイクル（エコセメント化）の検討 

オ 事業系の一般廃棄物（可燃性）に関する適正処理の推進 

③ 最終処分体制の充実に向けた取り組み 

ア 第３期大阪湾フェニックス計画への参加 
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イ 医王谷エコトピアの適正管理 

ウ 最終処分場の適正な管理（延命化） 

エ 最終処分場の安定的利用の推進 

④ 既存施設の長寿命化に向けた取り組み 

ア 桜塚クリーンセンターにおける基幹的設備改良事業等の推進 

⑤ その他の取り組み（ごみ処理の広域化、進捗状況の点検・評価） 

ア ごみ処理の広域化についての検討 

イ ごみ処理基本計画の進捗状況の点検・評価 

ウ 基金・寄附金の有効活用 

(4) 不法投棄対策及び災害廃棄物対策 

① 不法投棄対策のための取り組み 

ア 不法投棄に対する監視活動の強化 

イ 関係機関との連携強化 

ウ 不法投棄防止のための啓発活動の推進 

② 災害廃棄物対策のための取り組み 

ア 災害廃棄物処理計画についての点検及び見直し 

イ 災害廃棄物についての適正処理の実施（発生時） 

(5) 関連施設の概要 

① 資源ごみ選別資源化施設（エコトピア亀岡内） 

〔形式及び公称能力等〕 

カン類：磁気式選別機＋プレス機（Ｃプレス 3.0ｔ／6ｈ） 

ビン類：ストックヤード（カレット）208.8㎥（Ｗ24ｍ×Ｌ6ｍ×Ｈ1.45ｍ） 

プラスチック製容器包装：ストックヤード 222.39㎡ 

ペットボトル：ストックヤード 38.91㎡ 

使用済小型家電：ストックヤード 32.89㎡ 

② 可燃性粗大ごみ破砕処理施設（エコトピア亀岡内） 

〔形式及び公称能力等〕 

磁気式選別機＋車両型 2軸剪断式破砕機（4.9ｔ／5ｈ） 
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４ 収集・運搬計画 

種類及び区分 収集･運搬量 収集区域 収集方法 収集回数 搬入先 

燃やすごみ 
家庭系 12,747ｔ

市内全域
ｽﾃｰｼｮﾝ 週 2 回 

桜塚ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ 
事業系 6,486ｔ 戸 別 随 時 

埋立てごみ 家庭系 1,133ｔ 市内全域 ｽﾃｰｼｮﾝ 月 2 回 
ｴｺﾄﾋﾟｱ亀岡 
(埋立処分場) 

粗
大
ご
み 

可燃性 家庭系 129ｔ

市内全域

戸 別 随 時 
ｴｺﾄﾋﾟｱ亀岡 
(破砕処理施設) 

不燃性 家庭系 39ｔ 戸 別 随 時 
ｴｺﾄﾋﾟｱ亀岡 
(保管施設) 

資 源 ご み 

カン類 217ｔ 市内全域 ｽﾃｰｼｮﾝ 月 2 回 

ｴｺﾄﾋﾟｱ亀岡 
(資源化施設及び保管
施設) 

ビン類 514ｔ 市内全域 ｽﾃｰｼｮﾝ 月 2 回 
ｴｺﾄﾋﾟｱ亀岡 
(保管施設) 

ペットボトル 117ｔ 市内全域
ｽﾃｰｼｮﾝ 月 2 回 

ｴｺﾄﾋﾟｱ亀岡 
(保管施設) 

拠 点 随 時 民間処理施設 

スプレー缶 21ｔ 市内全域 ｽﾃｰｼｮﾝ 月 2 回 

ｴｺﾄﾋﾟｱ亀岡 
(資源化施設及び保管
施設) 

プラスチック製

容器包装 
655ｔ 市内全域 ｽﾃｰｼｮﾝ 週 1 回 

ｴｺﾄﾋﾟｱ亀岡 
(保管施設) 

使用済小型家電 5ｔ 市内全域 拠 点 随 時 
ｴｺﾄﾋﾟｱ亀岡 
(保管施設) 

使用済乾電池 11ｔ 市内全域 ｽﾃｰｼｮﾝ 月 2 回 
ｴｺﾄﾋﾟｱ亀岡 
(保管施設) 

廃蛍光管 2ｔ 市内全域 拠 点 随 時 民間処理施設 

生ごみ・食用油 11ｔ － 戸 別 随 時 民間処理施設 

新聞・雑誌・段

ボール・古布 
2,914ｔ － 戸 別 随 時 資源回収業者施設 

○収集・運搬量は、委託業者及び許可業者による収集量見込の合計である。なお、それ以外に

自己による直接持込及び災害搬入・地域清掃に伴う搬入等がある。 

 

５ 中間処理計画 

処理施設の概要 

施 設 名 桜塚クリーンセンター 

所 在 地 亀岡市東別院町小泉桜塚6番地の6 

型 式 准連続燃焼式 

公称能力    120ｔ/日(60ｔ/炉) 

搬入される廃棄物の搬入者

別内訳量 

委託業者 12,747ｔ/年 

許可業者  6,486ｔ/年 

そ の 他    497ｔ/年 

残渣の量及び処分方法  2,600ｔ/年(海面埋立処分) 

○搬入される廃棄物の搬入者別内訳量欄にある「その他」は、自己による直接持込、災害搬

入・地域清掃に伴う搬入及び粗大ごみ等を破砕したことにより生じる破砕物の見込量である。 
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６ 最終処分計画 

(1) 一般廃棄物 

最終処分場の概要 

施 設 名 エコトピア亀岡 

所 在 地 亀岡市東別院町大野法華1 

埋立面積 13,740㎡ 

埋立容量  77,920㎥ 

残余容量 43,210㎥ 

搬入される廃棄物の搬入者

別内訳量 

委託業者 1,101ｔ/年 

許可業者 32ｔ/年 

そ の 他 226ｔ/年 

年間埋立容量 2,368㎥ 

埋立計画 
埋立区域 山間埋立 

埋立方法 サンドイッチ工法、セル工法の併用 

○搬入される廃棄物の搬入者別内訳量欄にある「その他」は、自己による直接持込、災害搬

入・地域清掃に伴う搬入、粗大ごみ等を破砕したことにより生じる破砕物及びカン類・ビン

類の選別残渣の見込量である。 

 

(2) 焼却残渣 

埋立場所 大阪湾広域臨海環境整備センター神戸沖埋立処分場及び大阪沖埋立処分場 

搬入施設 尼崎基地 

搬 入 者 委託業者 

搬 入 量 2,600ｔ/年 

 

７ 生活排水処理実施計画 

(1) 生活排水処理計画 

区  分 処理対象区域 対象人口 

公共下水道 

亀岡地区（三宅町、東竪町、西竪町、突抜町、横町、古

世町・北古世町、京町、呉服町、旅籠町、新町、矢田

町、上矢田町・中矢田町・下矢田町、塩屋町、柳町、本

町、紺屋町・荒塚町、南郷町、西町、内丸町、追分町、

北町、安町・河原町・余部町・宇津根町・北河原町）、

大井町、千代川町、篠町、東つつじケ丘、西つつじケ

丘、南つつじケ丘、曽我部町、吉川町、薭田野町の各一

部又は全部 

72,950人

特定環境保全公共下水道 保津町 1,660人

農業集落排水施設 
東本梅町、宮前町、本梅町、西別院町の一部（犬甘野）、

旭町、馬路町の一部、千歳町の一部、河原林町 
7,481人

小規模集合排水処理施設 東別院町の一部（小泉） 55人

浄化槽 市内全域 5,503人

その他（委託業者） 市内全域 3,990人
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(2) し尿・汚泥の処理計画 

ア 収集・運搬計画 

種類及び区分 収集・運搬量 収集回数 収集方法 収集区域 

し尿 委託業者 5,347Kl/年 月1回 戸別 市内全域 

浄化槽汚泥 許可業者 4,356Kl/年 随時 戸別 市内全域 

 

イ 中間処理計画 

処理施設の概要 

施 設 名 若宮工場 

所 在 地 亀岡市大井町並河若宮筋36番地の1 

処理方式 好気性消化処理方式＋高度処理 

公称能力    114kl/日 

搬入される廃棄物の搬入
者別内訳量 

委託業者 5,347kl/年 

許可業者 4,356kl/年 

脱水汚泥・残渣の発生量及び処分方法    348ｔ（京都府南丹市の民間業者に委託） 

 

処理施設の概要 

施 設 名 半国浄化センター（農業集落排水処理施設） 

所 在 地 亀岡市東本梅町赤熊アリマノ17番地他 

処理方式 オキシデーション・ディッチ方式 

公称能力    306㎥/日 

脱水汚泥の発生量及び処分方法     36ｔ（京都府南丹市の民間業者に委託） 

 

ウ 最終処分計画 

搬入施設 民間処理施設 

搬 入 者 委託業者 

搬 入 量 384ｔ/年 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第７９号 

 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項の規定により、粗大ごみに係る

ごみ処理手数料及び指定ごみ袋に係るごみ処理手数料の収納事務を別紙のとおり委託したので、同

条第２項の規定により告示する。 

 

   平成２９年４月１日 
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                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

会社名等 住   所 電話番号 

中井商店 亀岡市余部町古城２１番地 ２２－００１２ 

ファミリーマート亀岡余部町店 亀岡市余部町大塚２１番地２ ２９－１６３１ 

本間煙草店 亀岡市余部町中条２１番地 ２２－２８３９ 

セブン－イレブン亀岡余部店 亀岡市余部町天神又８－６ ２２－７６６５ 

NPO法人自立支援センターかめおか太陽共同作業所 亀岡市余部町榿又６１番地 ２５－５３９９ 

亀岡メンテナンス㈱ 亀岡市荒塚町２丁目４番１２号 ２４－６７７７ 

南丹清掃㈱ 亀岡市荒塚町２丁目１４番１０号 ２２－４４８８ 

服部タバコ店 亀岡市荒塚町１丁目５番５号 ２２－２１９９ 

㈱マツモト荒塚店 亀岡市荒塚町鍛冶ケ嶋６番地 ２２－８５８８ 

畑荒物店 亀岡市内丸町２８番地 ２２－０３５１ 

三木たばこ店 亀岡市内丸町２番地 ２２－２３７２ 

リカーショップハラダ 亀岡市宇津根町土井ノ内３６番地５ ２４－２７８８ 

加瀬たばこ店 亀岡市追分町八ノ坪９番地９ ２２－１４０３ 

亀岡商業協同組合ふれ愛エコステーション 亀岡市追分町馬場通１９番地２ プティ会館２Ｆ ２２－６１６１ 

（同）西友亀岡店 亀岡市追分町馬場通１５番地１ ２４－０１１１ 

ソニーショップムカイデ 亀岡市追分町馬場通２０番地１３ ２３－８３５６ 

㈲マルセン亀岡駅前店 亀岡市追分町馬場通２１番地５ ２２－０２３０ 

ファミリーマート亀岡追分町店 亀岡市追分町藪ノ下１１番５ ２１－１２２６ 

㈱ウエダ本社 亀岡市河原町７７番地 ２２－１８９０ 

㈱ウエダ家電店 亀岡市河原町２００番地１６ ２２－３０８２ 

黒田食料品店 亀岡市河原町３４番地 ２２－０１２２ 

㈲マルセン河原町店 亀岡市河原町３番地 ２２－００５１ 

山口電機㈱本店 亀岡市河原町１６９番地 ２２－０８３７ 

ファミリーマート亀岡河原町店 亀岡市河原町１６４番地１ ２９－５０３６ 

㈱栄広堂 亀岡市河原町２４番地 ２２－０１４６ 

協同組合 亀岡ショッピングセンターアミティ 亀岡市古世町２丁目４番１号 ２４－１４１４ 

ドラッグユタカ亀岡中央店 亀岡市古世町２丁目１３５番地 ２２－５００９ 

イオンリテール㈱イオン亀岡店 亀岡市古世町西内坪１０１番地 ２２－３１１３ 

ローソン亀岡駅前店 亀岡市古世町西内坪１０番７ ２２－６０５１ 

㈲桂商店本店 亀岡市塩屋町５６番地 ２２－０２３３ 

㈱アヤハディオ亀岡店 亀岡市下矢田町３丁目１４番１号 ２５－４６４６ 

サークルＫ亀岡下矢田店 亀岡市下矢田町大末２番１０号 ２９－６３０１ 

㈱サンフェステ業務スーパー亀岡店 亀岡市下矢田町２丁目２１６番６号 ２１－１７８０ 

矢田の里 亀岡市下矢田町君塚１６ ２１－０１５４ 

㈲桂商店中矢田店 亀岡市中矢田町岸ノ上３番地３・３番地４合地 ２２－３０４４ 

㈱マツモト中央店 亀岡市西竪町６１番地１ ２４－３８１１ 

ローソン亀岡西町店 亀岡市西町４１番地 ２５－５８８６ 

ミゾツラ電器 亀岡市旅籠町３１番地 ２２－５８５６ 

成田米穀 亀岡市旅籠町３２番地 ２２－０５１８ 

神田彰栄堂 亀岡市三宅町１丁目２番２号 ２４－３７２０ 

大道建具店 亀岡市三宅町４０番地 ２２－４７９２ 

ＢＥＥＲＳおぎた 亀岡市柳町６３番地 ２２－０７８６ 

加地荒物店 亀岡市安町２４番地３７ ２２－０２１０ 

亀岡市役所内母子会売店 亀岡市安町野々神８番地 ２２－３１３１(代)

亀岡米穀㈲ 亀岡市安町３３番地 ２２－０９１９ 
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㈱くらしの店丹和 亀岡市安町１７番地 ２２－４１４７ 

㈱黒川安町店 亀岡市安町５２番地 ２２－００７７ 

マンマル産業㈱ 亀岡市安町２５番地 ２２－０５７２ 

㈱ハートフレンドフレスコ亀岡安町店 亀岡市安町釜ケ前８９ ２９－６８０１ 

フードショップイシダ 亀岡市東別院町東掛岩脇４番地 ２７－２００９ 

東別院町自治会 亀岡市東別院町南掛藤ケ瀬３番地１ ２７－２００１ 

中村商店 亀岡市西別院町神地御手洗１３番地 ２７－２５２１ 

きく屋 亀岡市西別院町柚原北谷９番地 ２７－２２５３ 

上田食料品店 亀岡市曽我部町穴太裏条２番地 ２２－５４２９ 

ミニストップ亀岡運動公園前店 亀岡市曽我部町穴太大塚５４番地 ２５－４６２８ 

福知商店 亀岡市曽我部町犬飼古道１１番地６ ２２－０６２１ 

セブン－イレブン亀岡運動公園前店 亀岡市曽我部町穴太大塚２２番地１ ２２－７７２１ 

岩本商店 亀岡市曽我部町南条竹谷１番地１８ ２３－４１３０ 

オクノ電化 亀岡市曽我部町南条竹谷２番地５１ ２３－６９４５ 

木内商店 亀岡市曽我部町南条上河原４７番地１１ ２２－０７５３ 

ファミリーマート亀岡曽我部町店 亀岡市曽我部町南条屋敷２番地１ ２４－２３０２ 

ローソン京都学園大学前店 亀岡市曽我部町南条上河原１２番地１２ ２２－７００８ 

原田商店 亀岡市曽我部町西条下千代８番地１ ２２－２２０８ 

吉川簡易郵便局 亀岡市吉川町穴川堂ノ前１番地 ２５－２３６１ 

吉川町自治会 亀岡市吉川町吉田沢６３番地 ２２－０１９６ 

魚繁石野商店 亀岡市薭田野町太田油田３番地 ２２－０６５４ 

栗山商店 亀岡市薭田野町奥条門田３６番地 ２３－２０７６ 

小瀨甘開堂 亀岡市薭田野町佐伯浦亦２９番地 ２２－０６５２ 

社会福祉法人亀岡福祉会 かめおか作業所 亀岡市薭田野町佐伯大門３０番地１ ２４－２５９６ 

㈱大多商店 亀岡市薭田野町佐伯西ノ辻４０番地 ２２－０６４１ 

ローソン亀岡ひえだの町店 亀岡市薭田野町佐伯浦亦１５番地１ ２４－３２２３ 

薭田野町自治会 亀岡市薭田野町佐伯西ノ辻９番地１ ２２－３８４０ 

本梅町自治会 亀岡市本梅町井手梅原３番地 ２６－３００１ 

中村商店 亀岡市本梅町中野清水口１７番地 ２６－３０８８ 

サークルＫ亀岡本梅町店 亀岡市本梅町中野大向８－４ ２６－６０３１ 

かね新商店 亀岡市本梅町西加舎佃２３番地 ２６－３０１２ 

奥村酒店 亀岡市本梅町東加舎大前後１３番地 ２６－３０１９ 

畑野町自治会 亀岡市畑野町千ケ畑西山５番地１ ２８－２７５２ 

Ｙショップ山内商店 亀岡市畑野町広野高橋１７番地２ ２８－３２７５ 

社会福祉法人亀岡福祉会 第二かめおか作業所 亀岡市宮前町猪倉城山８番地２１ ２６－５４３４ 

宮本酒店 亀岡市宮前町猪倉猪尻１１番地２ ２６－２５８６ 

森政商店 亀岡市宮前町神前上段川２８番地 ２６－２１９９ 

柿谷食料品店 亀岡市宮前町宮川平岩１９番地 ２６－２５６９ 

西田食料品店 亀岡市宮前町宮川西垣内１７番地２ ２６－２０２８ 

ファミリーマート亀岡宮前町店 亀岡市宮前町宮川稲荷１１１－３ ２６－６０５５ 

東本梅町自治会 亀岡市東本梅町赤熊蟻間野３５－１ ２６－２５０４ 

コーナン商事㈱ ホームセンターコーナン亀岡大井店 亀岡市大井町北金岐柿木原４番地１ ２２－７５７１ 

谷村たばこ店 亀岡市大井町土田２丁目１２番１７号 ２４－０００３ 

㈱マツモト大井店 亀岡市大井町土田２丁目１５番８号 ２４－５８５８ 

大井町自治会 亀岡市大井町土田２丁目１１番２０号 １１０号 ２２－０１５７ 

ミニストップ亀岡大井町土田店 亀岡市大井町土田３丁目５番３号 ２４－７２３４ 

シミズ薬品㈱ダックス大井店 亀岡市大井町土田３丁目３０番１号 ２９－２６２４ 
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㈱おくむら 亀岡市大井町並河２丁目２５番２号 ２４－４３８７ 

ふくしま 亀岡市大井町並河２丁目１１番３６号 ２３－９４７７ 

全国農業協同組合連合会京都府本部 農業の店亀岡 亀岡市大井町並河２丁目１番６号 ２５－８０２０ 

ファミリーマート亀岡大井町店 亀岡市大井町並河２丁目２２番３号 ２９－５９７９ 

セブン－イレブン亀岡並河店 亀岡市大井町並河２丁目５番９号 ２２－７１００ 

㈱さとう フレッシュバザール亀岡店 亀岡市大井町並河坂井６７番地 ２５－３３１０ 

㈲プレミール セブン－イレブン亀岡今津２丁目店 亀岡市千代川町今津２丁目５番１０号 １０８号 ２５－０６９６ 

ドラッグユタカ千代川店 亀岡市千代川町小川１丁目２番地６ ２４－５０８８ 

㈲さわだ書店 亀岡市千代川町小川２丁目１番２３号 ２２－３１２３ 

ぺとる（マツモト千代川店内） 亀岡市千代川町小川２丁目１１４番１号 ２２－４４２２ 

㈱マツモト千代川店 亀岡市千代川町小川２丁目１１４番１号 ２４－８１２８ 

永梅商店 亀岡市千代川町小林北ン田６３番地 ２２－５３０８ 

㈱サンフェステ サンフェステ千代川店 亀岡市千代川町小林北ン田７番地３ ２２－８１７６ 

ファミリーマート亀岡千代川店 亀岡市千代川町小林北ン田４９番地２ ２１－２３５０ 

クスリキリン堂亀岡千代川店 亀岡市千代川町小林北ン田４９番地１４ ２１－１０６０ 

浅田電気商会 亀岡市千代川町千原１丁目３番２号 ２３－１１５０ 

ローソン亀岡千代川店 亀岡市千代川町千原２丁目１２番１号 ２１－２２０３ 

美馬たばこ店 亀岡市千代川町千原２丁目１０番２３号 ２４－０７２０ 

かどや百貨店 亀岡市馬路町住吉１５番地６ ２３－５２６６ 

㈲橋本電機 亀岡市馬路町住吉１４番地７ ２２－１１３５ 

人見たばこ店 亀岡市馬路町住吉４番地 ２２－５２９０ 

馬路町自治会 亀岡市馬路町流川２番地１ ２２－０６６１ 

中川商店 亀岡市馬路町前ノ側２２番地 ２２－０６８６ 

中沢商店 亀岡市馬路町万年４２番地５ ２３－６２４６ 

ファミリーマート亀岡馬路町店 亀岡市馬路町砂取２４番地２ ２９－６０３１ 

旭町自治会 亀岡市旭町年角２５番地 ２２－５５３３ 

川勝商店 亀岡市旭町山ノ神２番地１ ２４－５４４０ 

千歳町自治会 亀岡市千歳町千歳垣根２番地３ ２２－０６８２ 

主原商店 亀岡市千歳町毘沙門西条１５番地 ２４－３０９５ 

河原林町自治会 亀岡市河原林町河原尻上六反田９番地１ ２２－０１２０ 

吉田商店 亀岡市保津町上火無２８番地４３ ２４－２０２１ 

保津町自治会 亀岡市保津町構ノ内５３番地 ２２－０８１０ 

魚政商店 亀岡市保津町宮ノ上１８番地 ２２－０１４３ 

㈱かさや木村商店 亀岡市保津町宮ノ上１３番地 ２２－０３２３ 

タケモ㈱ タケモ商店 亀岡市保津町訳目５２番地 ２２－０２７８ 

セブン－イレブン亀岡篠町王子店 亀岡市篠町王子西山５番地１ ２３－１２０２ 

セブン－イレブン亀岡篠町馬堀店 亀岡市篠町馬堀広道６番地１ ２４－２４０５ 

スマイリングかめおか 亀岡市篠町馬堀南垣内２１番地３７ モールショップ馬堀内 ２４－５０６５ 

㈱マツモトうまほり店 亀岡市篠町馬堀伊賀ノ辻８番地２ ２３－２２６６ 

ローソン亀岡馬堀店 亀岡市篠町馬堀南垣内４３番地３ ２９－２００５ 

㈱石野商店 亀岡市篠町柏原町頭４５番地 ２２－０７４６ 

井内商店 亀岡市篠町篠中北裏６５番地 ２２－０７５４ 

くすり光琳 亀岡市篠町篠野田１０番地３９ ２２－５５８６ 

㈲隅田農園 隅田酒店 亀岡市篠町篠上中筋２８番２９番合地 ２２－０１１６ 

サークルＫ亀岡篠町店 亀岡市篠町篠下西裏４１番地１ ２９－５７７２ 

サークルＫ亀岡イトーピア店 亀岡市篠町浄法寺茱萸谷２０番地５ ２２－４５４６ 

㈱スギ薬局ジャパン亀岡店 亀岡市篠町浄法寺松岡２３番地３ ２４－４２３２ 
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ローソン亀岡頼政塚店 亀岡市篠町浄法寺中村２６番地１ ２０－８６２１ 

シミズ薬品㈱ ダックス亀岡店 亀岡市篠町浄法寺中村３９番地１ ２９－２６２５ 

㈱ハートフレンドフレスコ亀岡店 亀岡市篠町浄法寺中村４５番地１ ２９－６６６１ 

ローソン亀岡つつじケ丘店 亀岡市篠町浄法寺墓ノ谷２８－１ ２１－１８７０ 

アル・プラザ亀岡 亀岡市篠町野条上又１１番地１ ２５－４１１１ 

コーナン商事㈱ ホームセンターコーナン亀岡篠店 亀岡市篠町野条井ホラ９番地１ ２９－６７０３ 

竹茂商店 亀岡市篠町広田１丁目１３番８号 ２３－４８６３ 

㈱酒井商店広田店 亀岡市篠町広田３丁目７番１号 ２３－８４６７ 

㈱酒井商店見晴店 亀岡市篠町見晴３丁目２番１号 ２３－８０２２ 

かっぱや 亀岡市篠町見晴５丁目１番１号 ２４－１２１５ 

山口電機㈱ つつじケ丘支店 亀岡市東つつじケ丘曙台１丁目３番２号 ２４－８１３０ 

㈱サンフェステ業務スーパー篠店 亀岡市東つつじケ丘都台１丁目１２番１号 ２９－５６８６ 

㈲桂商店西つつじケ丘店 亀岡市西つつじケ丘大山台１丁目５番１号 ２４－６８００ 

西つつじケ丘自治会 亀岡市西つつじケ丘大山台１丁目１２番１３号 ２３－２４４４ 

セブン－イレブン亀岡西つつじケ丘店 亀岡市西つつじケ丘五月台１丁目４９番２号 ２２－５５２０ 

㈲ハートピアサノ 亀岡市南つつじケ丘大葉台１丁目２０番４号 ２３－９９９６ 

㈱マツモトピアタウン店 亀岡市南つつじケ丘大葉台２丁目４４番３号 ２５－２３５８ 

リカーショップ寿屋 亀岡市南つつじケ丘大葉台２丁目１４番１０号 ２４－８６３９ 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第８０号 

 

 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第４１１条第１項の規定により、固定資産課税台帳に登

録すべき固定資産の価格等の全てを登録したので、同条第２項の規定により告示する。 

 

   平成２９年４月１日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第８１号 

 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第２項の規定に基づき、使用料及び手

数料等の徴収又は収納事務の委託に関し、次のとおり告示する。 

 

   平成２９年４月１日 
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                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 委託する歳入の種類及び受託者 

委託する歳入の種類 
受託者 

所在地・住所 団体等名称 職名・氏名 

亀岡市手数料徴収条例
（平成１２年亀岡市条
例第６号）第２条第１
項第２５号に定める手
数料 

東京都千代田区一番町
２５番地 

地方公共団体情報シス
テム機構 

理事長 吉本 和彦 

亀岡市手数料徴収条例
（平成１２年亀岡市条
例第６号）第２条第１
項第２９号に定める手
数料 

東京都千代田区一番町
２５番地 

地方公共団体情報シス
テム機構 

理事長 吉本 和彦 

 

２ 委託期間 

   平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第８２号 

 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項の規定により物品売払代金の徴

収事務を委託したので、同条第２項の規定により次のとおり告示する。 

 

   平成２９年４月１日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 委託先 

名 称 所在地 

株式会社 やまざき商店 亀岡市北町１９番地 

有限会社 さわだ書店 亀岡市千代川町小川２丁目１番２３号 

株式会社 南丹社 亀岡市安町小屋場６１番地３ 

ＢＯＯＫＳ はあぶ 亀岡市追分町馬場通２１番地１５ 

株式会社 エムアンドエムサービス 
京都・烟河 

亀岡市本梅町平松泥ケ渕１番地１ 
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２ 委託した物品売払代金 

  委託先において販売する次に掲げる冊子の売払代金 

   「亀岡の行事と行事食」 

 

３ 委託期間 

   平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第８３号 

 

市道路線の認定に関する告示 

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条の規定に基づき、市道の路線を次のように認定する。 

 その関係図面は、亀岡市土木建築部土木管理課において一般の縦覧に供する。 

 

   平成２９年４月１日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

認定告示をする路線 

路線番号 路  線  名 
起         点 

終         点 

04100 夫 婦 池 団 地 ４ 号 線 
亀岡市曽我部町南条宮田筋１６番９３先 

亀岡市曽我部町南条宮田筋１６番１９先 

11191 並 河 蚊 又 線 
亀岡市大井町並河西又３７番１先 

亀岡市余部町蚊又７２番２先 

12138 小 林 下 戸 ２ 号 線 
亀岡市千代川町小林下戸９番１７先 

亀岡市千代川町小林下戸９番１３先 

12139 小 川 ３ 丁 目 １ 号 線 
亀岡市千代川町小川３丁目１０番４３先 

亀岡市千代川町小川３丁目１０番４４先 

12140 小 川 ３ 丁 目 ２ 号 線 
亀岡市千代川町小川３丁目１３番７先 

亀岡市千代川町小川３丁目１０番２０先 

 

「掲示済」 
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 亀岡市告示第８４号 

 

市道路線の区域に関する告示 

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように

決定する。 

 なお、その関係図面は、亀岡市土木建築部土木管理課において、平成２９年４月１日から平成 

２９年４月１７日まで一般の縦覧に供する。 

 

   平成２９年４月１日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

区域告示をする路線 

路 線 
番 号 路  線  名 

 
 

起        点  

 
延 長 

 最小幅員

終        点  最大幅員

04100 夫婦池団地４号線 

 

 
亀岡市曽我部町南条宮田筋１６番９３先  

 
99.50m 

5.15m

亀岡市曽我部町南条宮田筋１６番１９先 5.25m

11191 並 河 蚊 又 線 

 亀岡市大井町並河西又３７番１先 
1,200.00m 

11.75m

亀岡市余部町蚊又７２番２先 15.25m

12138 小 林 下 戸 ２ 号 線 

 

 
亀岡市千代川町小林下戸９番１７先  

 
53.32m 

6.00m

亀岡市千代川町小林下戸９番１３先 12.00m

12139 小川３丁目１号線 

 亀岡市千代川町小川３丁目１０番４３先 
306.20m 

6.00m

亀岡市千代川町小川３丁目１０番４４先 6.50m

12140 小川３丁目２号線 

 

 
亀岡市千代川町小川３丁目１３番７先  

 
94.30m 

6.00m

亀岡市千代川町小川３丁目１０番２０先 6.00m

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第８５号 

 

市道路線の供用開始に関する告示 

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、次の路線を平成２９年４

月１日から供用開始する。 

 なお、その関係図面は、亀岡市土木建築部土木管理課において、平成２９年４月１日から平成 
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２９年４月１７日まで一般の縦覧に供する。 

 

   平成２９年４月１日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

供用開始告示をする路線 

路 線 
番 号 路  線  名 

 
 

起        点  

 
延 長 

 最小幅員

終        点  最大幅員

04100 夫婦池団地４号線 

 

 
亀岡市曽我部町南条宮田筋１６番９３先  

 
99.50m 

5.15m

亀岡市曽我部町南条宮田筋１６番１９先 5.25m

12138 小 林 下 戸 ２ 号 線 

 亀岡市千代川町小林下戸９番１７先 
53.32m 

6.00m

亀岡市千代川町小林下戸９番１３先 12.00m

12139 小川３丁目１号線 

 

 
亀岡市千代川町小川３丁目１０番４３先  

 
306.20m 

6.00m

亀岡市千代川町小川３丁目１０番４４先 6.50m

12140 小川３丁目２号線 

 亀岡市千代川町小川３丁目１３番７先 
94.30m 

6.00m

亀岡市千代川町小川３丁目１０番２０先 6.00m

01308 保 津 橋 追 分 線 

 

 
亀岡市追分町下島９番先  

 
368.92m 

9.20m

亀岡市保津町下中島１２番の４先 14.00m

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第８６号 

 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項の規定により、次のとおり徴収

の事務を委託したので、同条第２項の規定により告示する。 

 

   平成２９年４月１日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 受託者・徴収事務 

受託者 徴収事務 

京都市下京区西七条掛越町６５番地
 公益社団法人京都府獣医師会 
  会長理事  清水 弘司 

狂犬病予防注射済票交付事務手数料 
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２ 委託の期間 

   平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第８７号 

 

 亀岡市高齢者自立生活支援事業実施要綱（平成１８年亀岡市告示第５３号）の一部を次のように

改正する。 

 

   平成２９年４月１日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

 題名を次のように改める。 

亀岡市寝具洗濯乾燥消毒事業実施要綱 

 第１条中「各種の自立生活支援事業」を「亀岡市寝具洗濯乾燥消毒事業」に改める。 

 第２条中「対象となる者」を「対象となるもの」に改める。 

 第３条を次のように改める。 

 （事業内容及び利用回数） 

第３条 事業内容は、要介護認定等を受け、寝たきり状態や尿失禁により、衛生管理が困難な対象

者に対して、寝具の洗濯乾燥消毒サービス又は乾燥消毒サービスを提供するものとする。 

２ 事業の利用回数は、１人当たり１月１回とし、１回につき掛け布団及び敷き布団各１枚とする。 

 第５条から第７条までの規定中「亀岡市高齢者自立生活支援事業」を「亀岡市寝具洗濯乾燥消毒

事業」に改める。 

 第８条ただし書を削る。 

 別記第１号様式から別記第３号様式までを次のように改める。 
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 別記第４号様式中「亀岡市高齢者自立生活支援事業」を「亀岡市寝具洗濯乾燥消毒事業」に改め

る。 

 別記第５号様式を次のように改める。 

第３号様式（第５条関係） 

 

                                  年  月  日 

 

 

亀岡市寝具洗濯乾燥消毒事業委託書 

 

 

実施機関 

 

               様 

 

 

 

                      亀岡市長            □印  

 

 

 亀岡市寝具洗濯乾燥消毒事業実施要綱に基づき、次のとおり委託します。 

 

対 

象 

者 

住 所 

〒621-               電話番号 

亀岡市 

フリガナ  

男・女    年  月  日生（  歳） 
氏 名 

 

事 業 区 分 洗濯乾燥消毒 ・ 乾燥消毒 

注 意 事 項 利用者負担額は、直接利用者から支払を受けてください。 
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   附 則 

 

 この要綱は、告示の日から実施する。 

 

「掲示済」 

 

第５号様式（第７条関係） 

 

                                  年  月  日 

 

 

亀岡市寝具洗濯乾燥消毒事業廃止通知書 

 

 

実施機関 

 

               様 

 

 

 

                      亀岡市長            □印  

 

 

      年  月  日付けで委託した亀岡市寝具洗濯乾燥消毒事業については、次の

とおり廃止しますので通知します。 

 

対 

象 

者 

住 所 

〒621-               電話番号 

亀岡市 

フリガナ  

男・女    年  月  日生（  歳） 
氏 名 

 

事業廃止日               年   月   日 

廃 止 理 由 

介護認定（   年  月  日 認定 要支援   ・要介護   ） 

入 院 等（   年  月  日 入院・施設入所・その他） 

転  出（   年  月  日 転出先：            ） 

本人死亡（   年  月  日） 

そ の 他（理由：                        ） 
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 亀岡市告示第８８号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

２６０条の２第１１項の規定により、地縁によ

る団体から、告示事項の変更の届出があったの

で、同条第１０項の規定により告示する。 

 

   平成２９年４月１１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

「出雲区」 

１ 変更があった事項及び内容 

   代表者の住所及び氏名 

   住所 省略 

   氏名 廣瀬  隆 

２ 変更年月日 

   平成２９年４月１日 

３ 変更理由 

   任期満了に伴う代表者の変更 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第８９号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

２６０条の２第１１項の規定により、地縁によ

る団体から、告示事項の変更の届出があったの

で、同条第１０項の規定により告示する。 

 

   平成２９年４月１１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

「保津町第４区」 

１ 変更があった事項及び内容 

   代表者の住所及び氏名 

   住所 省略 

   氏名 伊豆田 兼一 

２ 変更年月日 

   平成２９年４月１日 

３ 変更理由 

   任期満了に伴う代表者の変更 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第９０号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

２６０条の２第１１項の規定により、地縁によ

る団体から、告示事項の変更の届出があったの

で、同条第１０項の規定により告示する。 

 

   平成２９年４月１１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

「河原林町河原尻高野区」 

１ 変更があった事項及び内容 

   代表者の住所及び氏名 

   住所 省略 

   氏名 齋藤 容清 

２ 変更年月日 

   平成２９年４月１日 

３ 変更理由 

   任期満了に伴う代表者の変更 

 

「掲示済」 
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 亀岡市告示第９１号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

２６０条の２第１１項の規定により、地縁によ

る団体から、告示事項の変更の届出があったの

で、同条第１０項の規定により告示する。 

 

   平成２９年４月１１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

「池尻区」 

１ 変更があった事項及び内容 

   代表者の住所及び氏名 

   住所 省略 

   氏名 人見  實 

２ 変更年月日 

   平成２９年４月１日 

３ 変更理由 

   任期満了に伴う代表者の変更 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第９２号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

２６０条の２第１１項の規定により、地縁によ

る団体から、告示事項の変更の届出があったの

で、同条第１０項の規定により告示する。 

 

   平成２９年４月１１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

「大井町かすみケ丘区」 

１ 変更があった事項及び内容 

   代表者の住所及び氏名 

   住所 省略 

   氏名 野々口 慶司 

２ 変更年月日 

   平成２９年４月１日 

３ 変更理由 

   任期満了に伴う代表者の変更 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第９３号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

２６０条の２第１１項の規定により、地縁によ

る団体から、告示事項の変更の届出があったの

で、同条第１０項の規定により告示する。 

 

   平成２９年４月１１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

「篠町森区」 

１ 変更があった事項及び内容 

   代表者の住所及び氏名 

   住所 省略 

   氏名 石野 彰一 

２ 変更年月日 

   平成２９年４月１日 

３ 変更理由 

   任期満了に伴う代表者の変更 

 

「掲示済」 
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 亀岡市告示第９４号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

２６０条の２第１１項の規定により、地縁によ

る団体から、告示事項の変更の届出があったの

で、同条第１０項の規定により告示する。 

 

   平成２９年４月１１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

「保津町第６区」 

１ 変更があった事項及び内容 

   代表者の住所及び氏名 

   住所 省略 

   氏名 岸谷 芳秋 

２ 変更年月日 

   平成２９年４月１日 

３ 変更理由 

   任期満了に伴う代表者の変更 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第９５号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

２６０条の２第１１項の規定により、地縁によ

る団体から、告示事項の変更の届出があったの

で、同条第１０項の規定により告示する。 

 

   平成２９年４月１１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

「神前区」 

１ 変更があった事項及び内容 

   代表者の住所及び氏名 

   住所 省略 

   氏名 森  康平 

２ 変更年月日 

   平成２９年４月１日 

３ 変更理由 

   任期満了に伴う代表者の変更 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第９６号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

２６０条の２第１１項の規定により、地縁によ

る団体から、告示事項の変更の届出があったの

で、同条第１０項の規定により告示する。 

 

   平成２９年４月１１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

「東竪町自治会」 

１ 変更があった事項及び内容 

   代表者の住所及び氏名 

   住所 省略 

   氏名 山本 勝司 

２ 変更年月日 

   平成２９年４月１日 

３ 変更理由 

   任期満了に伴う代表者の変更 

 

「掲示済」 
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第８６８号平成２９年５月１５日発行 

 亀岡市告示第９７号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

２６０条の２第１１項の規定により、地縁によ

る団体から、告示事項の変更の届出があったの

で、同条第１０項の規定により告示する。 

 

   平成２９年４月１１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

「保津町第七区」 

１ 変更があった事項及び内容 

   代表者の住所及び氏名 

   住所 省略 

   氏名 湯浅 喜久雄 

２ 変更年月日 

   平成２９年４月１日 

３ 変更理由 

   任期満了に伴う代表者の変更 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第９８号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

２６０条の２第１１項の規定により、地縁によ

る団体から、告示事項の変更の届出があったの

で、同条第１０項の規定により告示する。 

 

   平成２９年４月１１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

「河原林町勝林島下島区」 

１ 変更があった事項及び内容 

   代表者の住所及び氏名 

   住所 省略 

   氏名 沼田 欣朋 

２ 変更年月日 

   平成２９年４月１日 

３ 変更理由 

   任期満了に伴う代表者の変更 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第９９号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

２６０条の２第１１項の規定により、地縁によ

る団体から、告示事項の変更の届出があったの

で、同条第１０項の規定により告示する。 

 

   平成２９年４月１３日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

「曽我部町重利区」 

１ 変更があった事項及び内容 

   事務所の変更 

    所在地 亀岡市曽我部町重利軍垂 

        ４０番地２ 

２ 変更年月日 

   平成２９年４月１３日 

３ 変更理由 

   事務所の移転による変更 

 

「掲示済」 
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第８６８号平成２９年５月１５日発行 

 亀岡市告示第１００号 

 

 次の書類は、送達を受けるべき者の所在が不明であるため、亀岡市環境市民部保険医療課におい

て保管し、送達を受けるべき者の申出があれば交付する。 

 ここに、国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第７８条において準用する地方税法（昭

和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により告示する。 

 

   平成２９年４月１３日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 送達する書類等 

 送達する書類 
送達を受けるべき者 

住     所 氏 名 

1 督促状 
平成28年度 
第9期分 

国民健康保険料 省略 省略 

2 督促状 
平成28年度 
第9期分 

国民健康保険料 省略 省略 

3 督促状 
平成28年度 
第9期分 

国民健康保険料 省略 省略 

4 督促状 
平成28年度 
第9期分 

国民健康保険料 省略 省略 

5 督促状 
平成28年度 
第9期分 

国民健康保険料 省略 省略 

6 督促状 
平成28年度 
第9期分 

国民健康保険料 省略 省略 

7 督促状 
平成28年度 
第9期分 

国民健康保険料 省略 省略 

8 督促状 
平成28年度 
第9期分 

国民健康保険料 省略 省略 

9 督促状 
平成28年度 
第9期分 

国民健康保険料 省略 省略 

10 督促状 
平成28年度 
第9期分 

国民健康保険料 省略 省略 

11 督促状 
平成28年度 
第9期分 

国民健康保険料 省略 省略 

12 督促状 
平成28年度 
第9期分 

国民健康保険料 省略 省略 

13 督促状 
平成28年度 
第9期分 

国民健康保険料 省略 省略 

 

２ この書類を受領されないときは、地方税法第２０条の２第３項の規定により、告示の日から起

算して７日を経過した時点で書類の送達があったものとみなす。 

「掲示済」 
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 亀岡市告示第１０１号 

 

 亀岡市国民健康保険条例施行規則（昭和５３

年亀岡市規則第２０号）第１２条第３項の規定

により、下記の国民健康保険被保険者証は無効

としたので告示する。 

 

   平成２９年４月１４日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

記 

 

亀０５０８－２１０４５ 

１ 当該者生年月日 

平成８年５月４日 

２ 保 険 者 

亀岡市（２６－００７－５） 

京都府亀岡市安町野々神８番地 

３ 交付した日 

平成２８年５月１０日 

４ 無効になる日 

平成２８年１１月８日 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第１０２号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

２６０条の２第１１項の規定により、地縁によ

る団体から、告示事項の変更の届出があったの

で、同条第１０項の規定により告示する。 

 

   平成２９年４月１４日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

「河原林町東町区」 

１ 変更があった事項及び内容 

   代表者の住所及び氏名 

   住所 省略 

   氏名 梅原 弘喜 

２ 変更年月日 

   平成２９年４月１日 

３ 変更理由 

   任期満了に伴う代表者の変更 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第１０３号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

２６０条の２第１１項の規定により、地縁によ

る団体から、告示事項の変更の届出があったの

で、同条第１０項の規定により告示する。 

 

   平成２９年４月１４日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

「宮川区」 

１ 変更があった事項及び内容 

   代表者の住所及び氏名 

   住所 省略 

   氏名 井内 克久 

２ 変更年月日 

   平成２９年４月１日 

３ 変更理由 

   任期満了に伴う代表者の変更 

 

「掲示済」 
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 亀岡市告示第１０４号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

２６０条の２第１１項の規定により、地縁によ

る団体から、告示事項の変更の届出があったの

で、同条第１０項の規定により告示する。 

 

   平成２９年４月１４日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

「本梅町グリーンタウン区」 

１ 変更があった事項及び内容 

   代表者の住所及び氏名 

   住所 省略 

   氏名 濱  行志 

２ 変更年月日 

   平成２９年４月２日 

３ 変更理由 

   任期満了に伴う代表者の変更 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第１０５号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

２６０条の２第１１項の規定により、地縁によ

る団体から、告示事項の変更の届出があったの

で、同条第１０項の規定により告示する。 

 

   平成２９年４月１４日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

「河原林町北区」 

１ 変更があった事項及び内容 

   代表者の住所及び氏名 

   住所 省略 

   氏名 橋本 幸夫 

２ 変更年月日 

   平成２９年４月２日 

３ 変更理由 

   任期満了に伴う代表者の変更 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第１０６号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

２６０条の２第１１項の規定により、地縁によ

る団体から、告示事項の変更の届出があったの

で、同条第１０項の規定により告示する。 

 

   平成２９年４月１４日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

「千代川町今津区」 

１ 変更があった事項及び内容 

   代表者の住所及び氏名 

   住所 省略 

   氏名 佐藤 敏彦 

２ 変更年月日 

   平成２９年４月１日 

３ 変更理由 

   任期満了に伴う代表者の変更 

 

「掲示済」 
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 亀岡市告示第１０７号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

２６０条の２第１１項の規定により、地縁によ

る団体から、告示事項の変更の届出があったの

で、同条第１０項の規定により告示する。 

 

   平成２９年４月１４日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

「薭田野町鹿谷区」 

１ 変更があった事項及び内容 

   代表者の住所及び氏名 

   住所 省略 

   氏名 竹岡  敏 

２ 変更年月日 

   平成２９年４月１日 

３ 変更理由 

   任期満了に伴う代表者の変更 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第１０８号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

２６０条の２第１１項の規定により、地縁によ

る団体から、告示事項の変更の届出があったの

で、同条第１０項の規定により告示する。 

 

   平成２９年４月１４日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

「学ケ丘区」 

１ 変更があった事項及び内容 

 ⑴ 主たる事務所の所在地 

   省略 

 ⑵ 代表者の住所及び氏名 

   住所 省略 

   氏名 坂口 博實 

２ 変更年月日 

   平成２９年４月１日 

３ 変更理由 

   任期満了に伴う代表者の変更 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第１０９号 

 

 亀岡市国民健康保険条例施行規則（昭和５３

年亀岡市規則第２０号）第１２条第３項の規定

により、下記の国民健康保険被保険者証は無効

としたので告示する。 

 

   平成２９年４月１４日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

記 

 

亀２２０６－１５００１ 

１ 当該者生年月日 

昭和２４年８月１１日 

２ 保 険 者 

亀岡市（２６－００７－５） 

京都府亀岡市安町野々神８番地 

３ 交付した日 

平成２８年４月１日 
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第８６８号平成２９年５月１５日発行 

４ 無効になる日 

平成２９年４月１４日 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第１１０号 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第

２１条第２項の規定において準用する同法第 

１９条第１項の規定により、南丹都市計画用途

地域を変更したので、同法第２１条第２項の規

定において準用する同法第２０条第１項の規定

により、次のとおり告示し、同条第２項の規定

により、当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供

する。 

 

   平成２９年４月１９日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 都市計画の種類 

用途地域 

２ 都市計画を変更する土地の区域 

亀岡市余部町清水、追分町八ノ坪、中河

原、谷筋、一本木及び下島、保津町下中

島並びに古世町向嶋の各一部 

３ 縦覧場所 

亀岡市安町野々神８番地 

亀岡市まちづくり推進部都市計画課 

 

「掲示済」 

 亀岡市告示第１１１号 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第

２１条第２項の規定において準用する同法第 

１９条第１項の規定により、南丹都市計画防火

地域及び準防火地域を変更したので、同法第 

２１条第２項の規定において準用する同法第 

２０条第１項の規定により、次のとおり告示し、

同条第２項の規定により、当該都市計画の図書

を公衆の縦覧に供する。 

 

   平成２９年４月１９日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 都市計画の種類 

防火地域及び準防火地域 

２ 都市計画を変更する土地の区域 

亀岡市追分町中河原、谷筋、一本木及び

下島、保津町下中島並びに古世町向嶋の

各一部 

３ 縦覧場所 

亀岡市安町野々神８番地 

亀岡市まちづくり推進部都市計画課 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第１１２号 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第

１９条第１項の規定により、南丹都市計画地区

計画を決定したので、同法第２０条第１項の規

定により、次のとおり告示し、同条第２項の規

定により、当該都市計画の図書を公衆の縦覧に

供する。 
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第８６８号平成２９年５月１５日発行 

   平成２９年４月１９日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 都市計画の種類 

地区計画 

２ 地区計画の名称 

亀岡駅北地区地区計画 

３ 都市計画を定める土地の区域 

亀岡市余部町清水、追分町八ノ坪、中河

原、谷筋、一本木及び下島、保津町下中

島並びに古世町向嶋の各一部 

４ 縦覧場所 

亀岡市安町野々神８番地 

亀岡市まちづくり推進部都市計画課 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第１１３号 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第

２１条第２項の規定において準用する同法第 

１９条第１項の規定により、南丹都市計画道路

を変更したので、同法第２１条第２項の規定に

おいて準用する同法第２０条第１項の規定によ

り、次のとおり告示し、同条第２項の規定によ

り、当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供する。 

 

   平成２９年４月１９日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 都市計画の種類 

道路 

２ 都市計画を変更する土地の区域 

（１）３・４・１０５号 亀岡駅北線 

亀岡市追分町一本木及び下島の各一部 

（２）３・５・１０６号 駅北余部線 

亀岡市追分町中河原及び一本木の各一

部 

３ 縦覧場所 

亀岡市安町野々神８番地 

亀岡市まちづくり推進部都市計画課 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第１１４号 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第

２１条第２項の規定において準用する同法第 

１９条第１項の規定により、南丹都市計画公園

を変更したので、同法第２１条第２項の規定に

おいて準用する同法第２０条第１項の規定によ

り、次のとおり告示し、同条第２項の規定によ

り、当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供する。 

 

   平成２９年４月１９日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 都市計画の種類 

公園 

２ 都市計画を変更する土地の区域 

（１）２・２・３２１号 亀岡駅北１号公園 

追加する部分 

亀岡市追分町一本木及び下島の各一部 

（２）２・２・３２２号 亀岡駅北２号公園 

追加する部分 

亀岡市追分町中河原及び一本木の各一

部 
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第８６８号平成２９年５月１５日発行 

（３）２・２・３２３号 亀岡駅北３号公園 

追加する部分 

亀岡市追分町下島 

（４）２・２・３２４号 亀岡駅北４号公園 

追加する部分 

亀岡市余部町清水 

（５）２・２・３２５号 亀岡駅西公園 

追加する部分 

亀岡市追分町中河原及び一本木の各一

部 

３ 縦覧場所 

亀岡市安町野々神８番地 

亀岡市まちづくり推進部都市計画課 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第１１５号 

 

 景観法（平成１６年法律第１１０号）第８条

第１項の規定に基づく亀岡市景観計画の一部を

変更したので、同法第９条第８項において準用

する同条第６項の規定により、次のとおり告示

し、当該景観計画の図書を公衆の縦覧に供する。 

 

   平成２９年４月１９日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 景観計画の名称 

亀岡市景観計画（平成２９年改定） 

２ 景観計画の変更の概要 

都市景観形成地区の区域の変更 

３ 効力の発生する日 

平成２９年４月１９日 

４ 縦覧場所 

亀岡市安町野々神８番地 

亀岡市役所まちづくり推進部都市計画課 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第１１６号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

２６０条の２第１１項の規定により、地縁によ

る団体から、告示事項の変更の届出があったの

で、同条第１０項の規定により告示する。 

 

   平成２９年４月１９日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

「横町自治会」 

１ 変更があった事項及び内容 

   代表者の住所及び氏名 

   住所 省略 

   氏名 南 陽太郎 

２ 変更年月日 

   平成２９年４月１日 

３ 変更理由 

   任期満了に伴う代表者の変更 

 

「掲示済」 
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第８６８号平成２９年５月１５日発行 

 亀岡市告示第１１７号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

２６０条の２第１１項の規定により、地縁によ

る団体から、告示事項の変更の届出があったの

で、同条第１０項の規定により告示する。 

 

   平成２９年４月１９日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

「東本梅町自治会」 

１ 変更があった事項及び内容 

   代表者の住所及び氏名 

   住所 省略 

   氏名 高向  豊 

２ 変更年月日 

   平成２９年４月１日 

３ 変更理由 

   任期満了に伴う代表者の変更 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第１１８号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

２６０条の２第１１項の規定により、地縁によ

る団体から、告示事項の変更の届出があったの

で、同条第１０項の規定により告示する。 

 

   平成２９年４月１９日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

「薭田野町下佐伯区」 

１ 変更があった事項及び内容 

   代表者の住所及び氏名 

   住所 省略 

   氏名 大石 勝行 

２ 変更年月日 

   平成２９年４月９日 

３ 変更理由 

   任期満了に伴う代表者の変更 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第１１９号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

２６０条の２第１１項の規定により、地縁によ

る団体から、告示事項の変更の届出があったの

で、同条第１０項の規定により告示する。 

 

   平成２９年４月１９日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

「本梅町ひらまつ台区」 

１ 変更があった事項及び内容 

 ⑴ 主たる事務所の所在地 

   省略 

 ⑵ 代表者の住所及び氏名 

   住所 省略 

   氏名 足立 忠己 

２ 変更年月日 

   平成２９年４月９日 

３ 変更理由 

   任期満了に伴う代表者の変更 

 

「掲示済」 
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第８６８号平成２９年５月１５日発行 

 亀岡市告示第１２０号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

２６０条の２第１１項の規定により、地縁によ

る団体から、告示事項の変更の届出があったの

で、同条第１０項の規定により告示する。 

 

   平成２９年４月１９日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

「篠町柏原区」 

１ 変更があった事項及び内容 

   代表者の住所及び氏名 

   住所 省略 

   氏名 中西  隆 

２ 変更年月日 

   平成２９年４月９日 

３ 変更理由 

   任期満了に伴う代表者の変更 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第１２１号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

２６０条の２第１１項の規定により、地縁によ

る団体から、告示事項の変更の届出があったの

で、同条第１０項の規定により告示する。 

 

   平成２９年４月１９日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

「山階区」 

１ 変更があった事項及び内容 

   代表者の住所及び氏名 

   住所 省略 

   氏名 人見 敦裕 

２ 変更年月日 

   平成２９年４月１日 

３ 変更理由 

   任期満了に伴う代表者の変更 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第１２２号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

２６０条の２第１１項の規定により、地縁によ

る団体から、告示事項の変更の届出があったの

で、同条第１０項の規定により告示する。 

 

   平成２９年４月１９日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

「保津町第１区」 

１ 変更があった事項及び内容 

   代表者の住所及び氏名 

   住所 省略 

   氏名 松尾 邦夫 

２ 変更年月日 

   平成２９年４月１日 

３ 変更理由 

   任期満了に伴う代表者の変更 

 

「掲示済」 
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第８６８号平成２９年５月１５日発行 

 亀岡市告示第１２３号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

２６０条の２第１１項の規定により、地縁によ

る団体から、告示事項の変更の届出があったの

で、同条第１０項の規定により告示する。 

 

   平成２９年４月１９日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

「千歳町小口区」 

１ 変更があった事項及び内容 

   代表者の住所及び氏名 

   住所 省略 

   氏名 平野 恒美 

２ 変更年月日 

   平成２９年４月１日 

３ 変更理由 

   任期満了に伴う代表者の変更 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第１２４号 

 

 亀岡市国民健康保険条例施行規則（昭和５３

年亀岡市規則第２０号）第１２条第３項の規定

により、下記の国民健康保険被保険者証は無効

としたので告示する。 

 

   平成２９年４月１９日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

記 

 

亀０１２６－６３０８１ 

１ 当該者生年月日 

昭和２９年６月２３日 

２ 保 険 者 

亀岡市（２６－００７－５） 

京都府亀岡市安町野々神８番地 

３ 交付した日 

平成２８年４月１日 

４ 無効になる日 

平成２９年４月１９日 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第１２５号 

 

 住民基本台帳法施行令（昭和４２年政令第 

２９２号）第１２条第１項の規定に基づき、次

の者を住民基本台帳から職権消除したので、同

条第４項の規定により告示する。 

 

   平成２９年４月２６日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 住  所  省略 

         

２ 氏  名  省略 

３ 消除理由  実態調査に基づく職権消除 

 

「掲示済」 
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第８６８号平成２９年５月１５日発行 

 亀岡市告示第１２６号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

２６０条の２第１１項の規定により、地縁によ

る団体から、告示事項の変更の届出があったの

で、同条第１０項の規定により告示する。 

 

   平成２９年４月２７日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

「東別院町南掛区」 

１ 変更があった事項及び内容 

   代表者の住所及び氏名 

   住所 省略 

   氏名 中島 次男 

２ 変更年月日 

   平成２９年４月２日 

３ 変更理由 

   任期満了に伴う代表者の変更 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第１２７号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

２６０条の２第１１項の規定により、地縁によ

る団体から、告示事項の変更の届出があったの

で、同条第１０項の規定により告示する。 

 

   平成２９年４月２７日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

「千歳町出雲台区」 

１ 変更があった事項及び内容 

   代表者の住所及び氏名 

   住所 省略 

   氏名 平野 康夫 

２ 変更年月日 

   平成２９年４月２日 

３ 変更理由 

   任期満了に伴う代表者の変更 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第１２８号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

２６０条の２第１１項の規定により、地縁によ

る団体から、告示事項の変更の届出があったの

で、同条第１０項の規定により告示する。 

 

   平成２９年４月２７日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

「薭田野町太田区」 

１ 変更があった事項及び内容 

   代表者の住所及び氏名 

   住所 省略 

   氏名 松井 一行 

２ 変更年月日 

   平成２９年４月２日 

３ 変更理由 

   任期満了に伴う代表者の変更 

 

「掲示済」 
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第８６８号平成２９年５月１５日発行 

 亀岡市告示第１２９号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

２６０条の２第１１項の規定により、地縁によ

る団体から、告示事項の変更の届出があったの

で、同条第１０項の規定により告示する。 

 

   平成２９年４月２７日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

「古世町自治会」 

１ 変更があった事項及び内容 

   代表者の住所及び氏名 

   住所 省略 

   氏名 村井 久夫 

２ 変更年月日 

   平成２９年４月１６日 

３ 変更理由 

   任期満了に伴う代表者の変更 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第１３０号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

２６０条の２第１１項の規定により、地縁によ

る団体から、告示事項の変更の届出があったの

で、同条第１０項の規定により告示する。 

 

   平成２９年４月２７日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

「北古世町自治会」 

１ 変更があった事項及び内容 

 ⑴ 主たる事務所の所在地 

   省略 

 ⑵ 代表者の住所及び氏名 

   住所 省略 

   氏名 山内 正彦 

２ 変更年月日 

   平成２９年４月１日 

３ 変更理由 

   任期満了に伴う代表者の変更 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第１３１号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

２６０条の２第１１項の規定により、地縁によ

る団体から、告示事項の変更の届出があったの

で、同条第１０項の規定により告示する。 

 

   平成２９年４月２７日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

「千代川町北ノ庄区」 

１ 変更があった事項及び内容 

   代表者の住所及び氏名 

   住所 省略 

   氏名 俣野 源幸 

２ 変更年月日 

   平成２９年４月８日 

３ 変更理由 

   任期満了に伴う代表者の変更 

 

「掲示済」 
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第８６８号平成２９年５月１５日発行 

 亀岡市告示第１３２号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

２６０条の２第１１項の規定により、地縁によ

る団体から、告示事項の変更の届出があったの

で、同条第１０項の規定により告示する。 

 

   平成２９年４月２７日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

「宮前町猪倉区」 

１ 変更があった事項及び内容 

   代表者の住所及び氏名 

   住所 省略 

   氏名 沖野 正美 

２ 変更年月日 

   平成２９年４月１日 

３ 変更理由 

   任期満了に伴う代表者の変更 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第１３３号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

２６０条の２第１１項の規定により、地縁によ

る団体から、告示事項の変更の届出があったの

で、同条第１０項の規定により告示する。 

 

   平成２９年４月２７日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

「本梅町中野区」 

１ 変更があった事項及び内容 

   代表者の住所及び氏名 

   住所 省略 

   氏名 大西 武司 

２ 変更年月日 

   平成２９年４月１５日 

３ 変更理由 

   任期満了に伴う代表者の変更 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市告示第１３４号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

２６０条の２第１１項の規定により、地縁によ

る団体から、告示事項の変更の届出があったの

で、同条第１０項の規定により告示する。 

 

   平成２９年４月２７日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

「東本梅町大内区」 

１ 変更があった事項及び内容 

   代表者の住所及び氏名 

   住所 省略 

   氏名 宇野  博 

２ 変更年月日 

   平成２９年４月１日 

３ 変更理由 

   任期満了に伴う代表者の変更 

 

「掲示済」 
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第８６８号平成２９年５月１５日発行 

 亀岡市告示第１３５号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

２６０条の２第１１項の規定により、地縁によ

る団体から、告示事項の変更の届出があったの

で、同条第１０項の規定により告示する。 

 

   平成２９年４月２８日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

「柳町自治会」 

１ 変更があった事項及び内容 

 ⑴ 主たる事務所の所在地 

  ア 亀岡市柳町１４番地１ 

  イ 変更年月日 

     平成２９年４月２８日 

 ⑵ 代表者の変更 

  ア 代表者の住所及び氏名 

     住所 省略 

     氏名 野原 通夫 

  イ 変更年月日 

     平成２９年４月２日 

  ウ 変更理由 

     任期満了に伴う代表者の変更 

 

「掲示済」 
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第８６８号平成２９年５月１５日発行 

 亀岡市告示第１３６号 

 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項の規定により物品売払代金の徴

収事務を委託したので、同条第２項の規定により次のとおり告示する。 

 

   平成２９年４月２８日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 委託先 

名 称 所在地 

一般社団法人 亀岡市観光協会 亀岡市追分町谷筋２５番地３０ 

 

２ 委託した物品売払代金 

 委託先において販売する次に掲げる冊子の売払代金 

  「亀岡の行事と行事食」 

 

３ 委託期間 

   平成２９年４月２９日から平成３０年３月３１日まで 

 

「掲示済」 
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第８６８号平成２９年５月１５日発行 

 

訓 令 
 

 亀岡市訓令第７号 

 

               庁中一般 

 

 亀岡市物品購入等調整委員会設置要綱の一部

を改正する訓令を次のように定める。 

 

   平成２９年４月１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

亀岡市物品購入等調整委員会設置

要綱の一部を改正する訓令 

 

 亀岡市物品購入等調整委員会設置要綱（平成

１７年亀岡市訓令第９号）の一部を次のように

改正する。 

 

 第４条中「都市計画課長」の次に「、桂川・

道路整備課長」を加える。 

 

   附 則 

 

 この訓令は、平成２９年４月１日から施行す

る。 

 

 

公 告 
 

 亀岡市公告第２３号 

 

 亀岡市の市民意識の高揚と効果的な情報発信

を図る上で、市を象徴するにふさわしいものと

して、市の魚「アユモドキ」、市の石「桜石」

を市議会賛同のもとに制定する。 

 

   平成２９年４月１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市公告第２４号 

 

 亀岡農業振興地域整備計画について、農業振

興地域の整備に関する法律施行令（昭和４４年

政令第２５４号）第１０条の規定に該当する軽

微な変更をしたので、農業振興地域の整備に関

する法律（昭和４４年法律第５８号）第１３条

第４項で準用する同法第１２条の規定により公

告し、当該変更後の計画書を次により縦覧に供

する。 

 

   平成２９年４月６日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 縦覧期間 

 平成２９年４月６日以後、常時備え置

くこととする。 
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２ 縦覧場所 

亀岡市安町野々神８番地 

亀岡市産業観光部農林振興課 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市公告第２５号 

 

 農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第

６５号）第１８条第１項の規定により、農用地

利用集積計画を定めたので、同法第１９条の規

定により公告し、その関係書類を次により縦覧

に供する。 

 

   平成２９年４月２０日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 縦覧期間 

 平成２９年４月２０日以後、常時備え

置くこととする。 

２ 縦覧場所 

亀岡市安町野々神８番地 

亀岡市産業観光部農林振興課 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市公告第２６号 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第

６３条第２項において準用する同法第６２条第

１項の規定による都市計画事業の事業計画の変

更図書の写しの送付を受けたので、同法第６３

条第２項において準用する同法第６２条第２項

の規定により、次のとおり公衆の縦覧に供する。 

 

   平成２９年４月２１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 都市計画事業の種類及び名称 

南丹都市計画道路事業 

３・４・８号  並河亀岡停車場線 

３・４・２６号 並河北河原線 

２ 施行者の名称 

京都府 

３ 縦覧場所 

亀岡市安町野々神８番地 

亀岡市まちづくり推進部都市計画課 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市公告第２７号 

 

 南丹都市計画事業亀岡駅北土地区画整理事業

の事業計画（変更）を土地区画整理法（昭和 

２９年法律第１１９号）第３９条第２項におい

て準用する同法第２０条第１項の規定により公

衆の縦覧に供するので、土地区画整理法施行令

（昭和３０年政令第４７号）第３条の規定によ

り、次のとおり公告する。 

 なお、当該事業計画（都市計画において定め

られた事項を除く。）に意見のある利害関係者

は、平成２９年５月２５日までに亀岡市長に意

見書を提出することができる。 

 

   平成２９年４月２４日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 
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１ 事業の名称 

南丹都市計画事業亀岡駅北土地区画整理

事業 

２ 施行者の名称 

亀岡市亀岡駅北土地区画整理組合 

３ 施行地区の区域 

亀岡市余部町清水、追分町下島、谷筋、

一本木、中河原及び八ノ坪、保津町下中島

並びに古世町向嶋の各一部 

４ 縦覧期間 

平成２９年４月２５日から 

平成２９年５月１１日まで 

５ 縦覧時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで 

６ 縦覧場所 

亀岡市安町野々神８番地 

亀岡市まちづくり推進部都市整備課 

 

「掲示済」 

 

任免及び辞令 
 

（各 通）
        関 本 孝 一 

             菱 田 光 紀 

亀岡市監査委員に選任します 

             中 川 征 男 

亀岡市身体障害者相談員に委嘱します 

             徳 山 竜 一 

亀岡市政の円滑な推進に資するため地域資源活

用によるにぎわい創出等に係る市政アドバイ 

ザーとして参与に委嘱します 

任期は平成３０年３月３１日までとします 

             山 田 二 朗 

亀岡市観光行政の円滑な推進に資するため亀岡

市参与に委嘱します 

任期は平成３０年３月３１日までとします 

             岩 本 在 弘 

亀岡市休日急病診療所医師に委嘱します 

             藤 原 史 博 

亀岡市立幼稚園医に委嘱します 

             小 野 恒太郎 

亀岡市立幼稚園歯科医に委嘱します 

             岩 田 庄 司 

亀岡市立幼稚園薬剤師に委嘱します 

             調   早 苗 

亀岡市立本梅保育所嘱託医に委嘱します 

             吉 岡 隆 行 

亀岡市立東本梅保育所嘱託医に委嘱します 

             藤 原 史 博 

亀岡市立川東保育所嘱託医に委嘱します 

             佐 藤 明 美 

亀岡市立中部保育所嘱託医に委嘱します 

             樋 垣 泰 伸 

亀岡市立東部保育所嘱託医に委嘱します 

             上 原 久 和 

亀岡市立第六保育所嘱託医に委嘱します 
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             東 原 博 司 

亀岡市立別院保育所嘱託医に委嘱します 

             白 川 和 夫 

亀岡市立保津保育所嘱託医に委嘱します 

             脇   新 五 

亀岡市立本梅保育所嘱託歯科医に委嘱します 

             上 原 久 晴 

亀岡市立東本梅保育所嘱託歯科医に委嘱します 

             坂 井 知 明 

亀岡市立川東保育所嘱託歯科医に委嘱します 

             荻 野   茂 

亀岡市立中部保育所及び亀岡市立別院保育所嘱

託歯科医に委嘱します 

             植 村 正 敏 

亀岡市立東部保育所嘱託歯科医に委嘱します 

             浦 田 眞 幸 

亀岡市立第六保育所嘱託歯科医に委嘱します 

             石 川 清 之 

亀岡市立保津保育所嘱託歯科医に委嘱します 

             植 木 孝 宜 

             大 島 知 子 

             東 原 博 司 

             佐 藤 俊 之 

             島 田   稔 

             調   幸 治 

             調   早 苗 

             瀬 尾   博 

             十 倉 佳 史 

（各 通）        奈 良 武 史 

             温 井 雅 紀 

             三 山 将 成 

             日野原 惠 子 

             廣 野 正 子 

             桃 井 滿壽子 

             加 舎 孝 啓 

             伊 藤 令 子 

             小早川 広 恵 

             河 原 妙 子 

             工 藤 路 子 

             中 村 隆 子 

             廣 田 紀美子 

             西 田 智 則 

             竹 本 知 子 

             山 川 昭 子 

             米 原   亨 

             福 島 達 夫 

（各 通）        吉 田 龍 児 

             浦 田 眞 幸 

             廣 瀬 裕 之 

             安 達 整 実 

             塚 原 泰 宏 

             前 田 博 子 

             松 田 純 子 

             吉 田 咲稚子 

             中 西 淳 子 

亀岡市介護認定審査会委員に委嘱します 

任期は平成３１年３月３１日までとします 

             德 川 輝 尚 

             中 西 淳 子 

             林   太 一 

             森 戸 俊 典 

             竹 林 亜 樹 

             大 迫   徹 

（各 通）
        永 井 秀 之 

             鎌 田 幸 恵 

             瀬 尾   博 

             寺 田 直 人 

             山 内 節 子 

             日野原 惠 子 

             湊   雅 代 

             鎌 田 雄一郎 

亀岡市障害者介護給付費等支給認定審査会委員

に委嘱します 

任期は平成３１年３月３１日までとします 

   平成２９年４月１日 
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監査委員欄 
 

公 表 
 

 亀岡市監査公表第７号 

 

 地方自治法第１９９条第５項の規定による監

査を実施したので、その結果を同条第９項の規

定により公表する。 

 

   平成２９年４月１４日 

 

       亀岡市監査委員 関本孝一 

       亀岡市監査委員 菱田光紀 

 

１ 監査の種類 

 平成２９年度随時監査 

２ 監査の対象 

 平成２８年度末現在における棚卸状況につ

いて 

⑴ 上下水道部の貯蔵品（緊急修繕用材料及

びメーター） 

⑵ 市立病院の医薬品・診療材料 

３ 監査実施日 

 平成２９年４月６日（木） 

４ 監査の結果 

 上下水道部の貯蔵品（緊急修繕用材料及び

メーター）及び市立病院の医薬品・診療材料

の棚卸状況について監査を実施したところ、

適正であった。 

 

「掲示済」 
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教育委員会欄 
 

告 示 
 

 亀岡市教育委員会告示第３号 

 

 亀岡市文化財保護条例（昭和４３年亀岡市条例第４３号）第６条第１項の規定に基づき、次に掲

げる文化財を亀岡市指定文化財に指定する。 

 

   平成２９年４月２６日 

 

                        亀岡市教育委員会教育長 田中太郎 

 

名称 員数 種別 所有者 所在地 

舟筏無難銘石灯籠 １ 有形民俗文化財 宗教法人 

桑田神社 

亀岡市篠町山本北条 

        ５１

金刀比羅神社奉納船 ２ 有形民俗文化財 宗教法人 

金刀比羅神社 

亀岡市保津町保津山 

       ２－１

保津川船下り操船技術 １ 無形民俗文化財 保津川遊船企業組合 亀岡市保津町下中島 

 

「掲示済」 
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任免及び辞令 
 

             西 垣 逸 郎 

亀岡市立亀岡小学校学校医に委嘱します 

             藤 原 史 博 

亀岡市立安詳小学校学校医に委嘱します 

             平 田 正 弘 

亀岡市立東別院小学校学校医に委嘱します 

             栗 山 卓 弥 

亀岡市立西別院小学校学校医に委嘱します 

             福 島 達 夫 

亀岡市立曽我部小学校学校医に委嘱します 

             佐 藤 俊 之 

亀岡市立吉川小学校学校医に委嘱します 

             佐 藤 明 美 

亀岡市立薭田野小学校学校医に委嘱します 

             調   早 苗 

亀岡市立本梅小学校学校医に委嘱します 

             佐 藤 俊 之 

亀岡市立畑野小学校学校医に委嘱します 

             吉 岡 隆 行 

亀岡市立青野小学校学校医に委嘱します 

             東 原 博 司 

亀岡市立大井小学校学校医に委嘱します 

             森 戸 俊 典 

亀岡市立千代川小学校学校医に委嘱します 

             白 川 和 夫 

亀岡市立保津小学校学校医に委嘱します 

             樋 垣 泰 伸 

亀岡市立つつじケ丘小学校学校医に委嘱します 

             上 原 久 和 

亀岡市立城西小学校学校医に委嘱します 

             植 木 孝 宜 

亀岡市立詳徳小学校学校医に委嘱します 

             飯 野   茂 

亀岡市立南つつじケ丘小学校学校医に委嘱しま

す 

             飯 野   讓 

亀岡市立亀岡中学校学校医に委嘱します 

             平 岡   聡 

亀岡市立別院中学校学校医に委嘱します 

             吉 岡 克 己 

亀岡市立南桑中学校学校医に委嘱します 

             調   幸 治 

亀岡市立育親中学校学校医に委嘱します 

             十 倉 佳 史 

亀岡市立東輝中学校学校医に委嘱します 

             文 字   直 

亀岡市立大成中学校学校医に委嘱します 

             加 藤 啓一郎 

亀岡市立詳徳中学校学校医に委嘱します 

             中 川 裕 隆 

亀岡市立亀岡川東学園学校医に委嘱します 

             嶋 村 浩 一 

亀岡市立亀岡小学校学校歯科医に委嘱します 

             並 河 治 之 

亀岡市立安詳小学校学校歯科医に委嘱します 

             前 川 眞 司 

亀岡市立東別院小学校学校歯科医に委嘱します 

             脇   新 五 

亀岡市立西別院小学校学校歯科医に委嘱します 

             内 藤 春 夫 

亀岡市立曽我部小学校学校歯科医に委嘱します 

             荻 野   茂 

亀岡市立吉川小学校学校歯科医に委嘱します 

             天 野   浩 

亀岡市立薭田野小学校学校歯科医に委嘱します 

             斎 藤 義 裕 

亀岡市立本梅小学校学校歯科医に委嘱します 

             藤 田 幸 彦 

亀岡市立畑野小学校学校歯科医に委嘱します 

             細 木 一 成 

亀岡市立青野小学校学校歯科医に委嘱します 

             遠 坂   豊 

亀岡市立大井小学校学校歯科医に委嘱します 
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             浦 田 眞 幸 

亀岡市立千代川小学校学校歯科医に委嘱します 

             石 川 清 之 

亀岡市立保津小学校学校歯科医に委嘱します 

             中 村 弘 之 

亀岡市立つつじケ丘小学校学校歯科医に委嘱し

ます 

             中 川 幹 也 

亀岡市立城西小学校学校歯科医に委嘱します 

             池 田 利 夫 

亀岡市立詳徳小学校学校歯科医に委嘱します 

             前 田 文 義 

亀岡市立南つつじケ丘小学校学校歯科医に委嘱

します 

             安 井 明 平 

亀岡市立亀岡中学校学校歯科医に委嘱します 

             田 中 恵 一 

亀岡市立別院中学校学校歯科医に委嘱します 

             市 川   章 

亀岡市立南桑中学校学校歯科医に委嘱します 

             西 田 幸 弘 

亀岡市立育親中学校学校歯科医に委嘱します 

             中 川 博 友 

亀岡市立東輝中学校学校歯科医に委嘱します 

             吉 田 龍 兒 

亀岡市立大成中学校学校歯科医に委嘱します 

             岡 本 眞 和 

亀岡市立詳徳中学校学校歯科医に委嘱します 

             植 村 正 敏 

亀岡市立亀岡川東学園学校歯科医に委嘱します 

             栗 林 高 宏 

亀岡市立亀岡小学校学校薬剤師に委嘱します 

             藤 本   亮 

亀岡市立安詳小学校学校薬剤師に委嘱します 

             片 山   徹 

亀岡市立東別院小学校学校薬剤師に委嘱します 

             岩 田 庄 司 

亀岡市立西別院小学校学校薬剤師に委嘱します 

             浅 井 直 子 

亀岡市立曽我部小学校学校薬剤師に委嘱します 

             武 田 紗代子 

亀岡市立吉川小学校学校薬剤師に委嘱します 

             塚 原 泰 宏 

亀岡市立薭田野小学校学校薬剤師に委嘱します 

             廣 瀬 裕 之 

亀岡市立本梅小学校学校薬剤師に委嘱します 

             高 本 亜由美 

亀岡市立畑野小学校学校薬剤師に委嘱します 

             森   麻由子 

亀岡市立青野小学校学校薬剤師に委嘱します 

             中 西 暢 之 

亀岡市立大井小学校学校薬剤師に委嘱します 

             中 川 喜よ美 

亀岡市立千代川小学校学校薬剤師に委嘱します 

             澤 田   透 

亀岡市立保津小学校学校薬剤師に委嘱します 

             能 勢 悠 介 

亀岡市立つつじケ丘小学校学校薬剤師に委嘱し

ます 

             望 月 英 孝 

亀岡市立城西小学校学校薬剤師に委嘱します 

             薄 刃 晴 彦 

亀岡市立詳徳小学校学校薬剤師に委嘱します 

             山 口 徳 人 

亀岡市立南つつじケ丘小学校学校薬剤師に委嘱

します 

             神 田 孝 泰 

亀岡市立亀岡中学校学校薬剤師に委嘱します 

             浅 井 直 子 

亀岡市立別院中学校学校薬剤師に委嘱します 

             寺 田 希久子 

亀岡市立南桑中学校学校薬剤師に委嘱します 

             中 村 孝次郎 

亀岡市立育親中学校学校薬剤師に委嘱します 

             天 野 順 介 

亀岡市立東輝中学校学校薬剤師に委嘱します 
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             金 沢 有 希 

亀岡市立大成中学校学校薬剤師に委嘱します 

             藤 本   亮 

亀岡市立詳徳中学校学校薬剤師に委嘱します 

             寺 田 希久子 

亀岡市立亀岡川東学園学校薬剤師に委嘱します 

   平成２９年４月１日 
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選挙管理委員会欄 
 

告 示 
 

 亀岡市選挙管理委員会告示第５号 

 

 亀岡市昭和池土地改良区総代選挙の期日及び投票の時間並びに選挙すべき総代の数は、次のとお

りである。 

 

   平成２９年４月１８日 

 

                      亀岡市選挙管理委員会委員長 岡野宗忠 

 

１ 選挙の期日  平成２９年４月２５日 

 

２ 投票の時間  午後１時から午後４時まで 

 

３ 選挙すべき総代の数   ３９人 

 

選 挙 区 選 挙 区 の 区 域  総代の数 

第１選挙区 亀岡市曽我部町  中  全地区 ３人 

第２選挙区    〃     寺   〃 ８人 

第３選挙区    〃    法貴  〃 ３人 

第４選挙区    〃    犬飼  〃 ３人 

第５選挙区    〃    南条  〃 ６人 

第６選挙区    〃    西条  〃 ５人 

第７選挙区    〃    重利  〃 ４人 

第８選挙区    〃    穴太  〃 ７人 

 

「掲示済」 
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 亀岡市選挙管理委員会告示第６号 

 

 平成２９年４月２５日執行の亀岡市昭和池土

地改良区総代選挙における選挙長、同職務代理

者及び選挙立会人の住所及び氏名は、次のとお

りである。 

 

   平成２９年４月１８日 

 

         亀岡市選挙管理委員会 

           委員長 岡野宗忠 

 

１ 選挙長 

選 挙 区 住  所 氏  名 

第１選挙区 省略 多 田 三千男

第２選挙区 省略 小 塩 正 幸

第３選挙区 省略 八 木 久 男

第４選挙区 省略 八 木 義 樹

第５選挙区 省略 澤   照 和

第６選挙区 省略 原 田 克 己

第７選挙区 省略 石 田 茂 雄

第８選挙区 省略 圓 山 雅 之

 

２ 選挙長職務代理者 

選 挙 区 住  所 氏  名 

第１選挙区 省略 福 知 義 秀

第２選挙区 省略 服 部 義 行

第３選挙区 省略 八 木 眞 澄

第４選挙区 省略 土 岐 隆 夫

第５選挙区 省略 松 岡   忍

第６選挙区 省略 木 内 欣 信

第７選挙区 省略 並 河 榮 一

第８選挙区 省略 中 川   清

 

３ 選挙立会人 

選 挙 区 住  所 氏  名 

第１選挙区 
省略 福 知 義 秀

省略 多 田   彰

 

第２選挙区
省略 服 部 義 行

省略 小 谷 重 夫

第３選挙区
省略 八 木 眞 澄

省略 法 貴   保

第４選挙区
省略 土 岐 隆 夫

省略 福 知 日出男

第５選挙区
省略 松 岡   忍

省略 菱 田 芳 幸

第６選挙区
省略 木 内 欣 信

省略 法 貴 成 博

第７選挙区
省略 並 河 榮 一

省略 若 林 平 二

第８選挙区
省略 中 川   清

省略 上 田 春 部

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市選挙管理委員会告示第７号 

 

 平成２９年４月２５日執行の亀岡市昭和池土

地改良区総代選挙における選挙長の執務場所を

次のとおり定める。 

 

   平成２９年４月１８日 

 

         亀岡市選挙管理委員会 

           委員長 岡野宗忠 

 

  亀岡市曽我部町南条北荒水代４番地１ 

    曽我部町自治会事務所 

 

「掲示済」 
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亀

岡

市

昭
和
池
土
地

改
良
区
之
印

 亀岡市選挙管理委員会告示第８号 

 

 平成２９年４月２５日執行の亀岡市昭和池土地改良区総代選挙の投票用紙の様式を次のとおり定

める。 

 

   平成２９年４月１８日 

 

                      亀岡市選挙管理委員会委員長 岡野宗忠 

 

亀岡市昭和池土地改良区総代選挙投票用紙の様式 

（表） 

亀
岡
市
昭
和
池
土
地
改
良
区
総
代
選
挙 

 

（折 目） 

（裏） 

   

 
 
 
 
 
 

○ 

注 
 

意 

 
 

一 

候
補
者

こ

う

ほ

し

ゃ

の
氏
名

し

め

い

は
、
欄
内

ら
ん
な
い

に
一
人

ひ

と

り

書か

く
こ
と
。 

 
 

二 

候
補
者

こ

う

ほ

し

ゃ

で
な
い
者も

の

の
氏
名

し

め

い

は
、
書か

か
な
い
こ
と
。 

候補者氏名

 

 

（折 目） 

 

備考 投票用紙は白色とし、文字は黒色のインキで印刷し、印は黒色のインキで刷込式とする。 

 

「掲示済」 
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 亀岡市選挙管理委員会告示第９号 

 

 平成２９年４月２５日執行の亀岡市昭和池土

地改良区総代選挙における当選人の住所及び氏

名は、次のとおりである。 

 

   平成２９年４月２５日 

 

         亀岡市選挙管理委員会 

           委員長 岡野宗忠 

 

選 挙 区 住  所 氏  名 

第１選挙区 

省略 前 田   泉 

省略 和 田 数 之 

省略 多 田 秀 樹 

第２選挙区 

省略 直 木   勲 

省略 三 好 裕 司 

省略 並 河 廣 芳 

省略 長 野 圭 佑 

省略 並 河 弘 男 

省略 並 河 忠 平 

省略 西 川 壽 男 

省略 岩 﨑 俊 明 

第３選挙区 

省略 江 見 政 幸 

省略 八 田 修 好 

省略 上 嶋 康 利 

第４選挙区 

省略 石 野 次 夫 

省略 松 本 孝 之 

省略 中 川 孝 英 

第５選挙区 

省略 赤 澤   仁 

省略 竹 内 芳 夫 

省略 澤   哲 弘 

省略 須 田 悦 道 

省略 俣 野 辰 男 

省略 六 島 則 夫 

第６選挙区 

省略 原 田 愼 吾 

省略 原 田 寿 之 

省略 原 田 耕 二 

 

第６選挙区
省略 原 田 弥 明 

省略 木 内 昭 博 

第７選挙区

省略 桂   光 正 

省略 垣 本 郁 夫 

省略 近 藤 隆 夫 

省略 並 河   亨 

第８選挙区

省略 齋 藤 孝 章 

省略 小 島   武 

省略 小 島 義 秀 

省略 小 島 正 明 

省略 上 田 直 治 

省略 齋 藤 重 道 

省略 大 西   優 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市選挙管理委員会告示第１０号 

 

 平成２９年４月２５日執行の亀岡市昭和池土

地改良区総代選挙において当選証書を付与した

者の住所及び氏名は、次のとおりである。 

 

   平成２９年４月２５日 

 

         亀岡市選挙管理委員会 

           委員長 岡野宗忠 

 

選 挙 区 住  所 氏  名 

第１選挙区

省略 前 田   泉 

省略 和 田 数 之 

省略 多 田 秀 樹 

第２選挙区

省略 直 木   勲 

省略 三 好 裕 司 

省略 並 河 廣 芳 

省略 長 野 圭 佑 

省略 並 河 弘 男 
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第２選挙区 

省略 並 河 忠 平 

省略 西 川 壽 男 

省略 岩 﨑 俊 明 

第３選挙区 

省略 江 見 政 幸 

省略 八 田 修 好 

省略 上 嶋 康 利 

第４選挙区 

省略 石 野 次 夫 

省略 松 本 孝 之 

省略 中 川 孝 英 

第５選挙区 

省略 赤 澤   仁 

省略 竹 内 芳 夫 

省略 澤   哲 弘 

省略 須 田 悦 道 

省略 俣 野 辰 男 

省略 六 島 則 夫 

第６選挙区 

省略 原 田 愼 吾 

省略 原 田 寿 之 

省略 原 田 耕 二 

省略 原 田 弥 明 

省略 木 内 昭 博 

第７選挙区 

省略 桂   光 正 

省略 垣 本 郁 夫 

省略 近 藤 隆 夫 

省略 並 河   亨 

第８選挙区 

省略 齋 藤 孝 章 

省略 小 島   武 

省略 小 島 義 秀 

省略 小 島 正 明 

省略 上 田 直 治 

省略 齋 藤 重 道 

省略 大 西   優 

 

「掲示済」 

公平委員会欄 
 

規 則 
 

 管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正

する規則をここに公布する。 

 

   平成２９年４月１日 

 

         亀岡市公平委員会 

           委員長 小田博子 

 

 亀岡市公平委員会規則第１号 

 

管理職員等の範囲を定める規則の

一部を改正する規則 

 

 管理職員等の範囲を定める規則（昭和４１年

亀岡市公平委員会規則第１号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 

 別表第２中 

「 

中学校 校長・副校長・教頭 

                    」 

を 

「 

中学校 校長・副校長・教頭 

義務教育学校 校長・副校長・教頭 

                    」 

に改め、同表備考中第１３項を第１４項とし、

第５項から第１２項までを１項ずつ繰り下げ、

第４項の次に次の１項を加える。 

５ この表中「義務教育学校」とは、亀岡市立

義務教育学校設置条例（平成２８年亀岡市条

例第３９号）に規定する機関をいう。 
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   附 則 

 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

「掲示済」 

上下水道部欄 
 

規 程 
 

 亀岡市上下水道部処務規程等の一部を改正す

る規程を次のように定める。 

 

   平成２９年４月１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市上下水道事業管理規程第３号 

 

亀岡市上下水道部処務規程等の一

部を改正する規程 

 

 （亀岡市上下水道部処務規程の一部改正） 

第１条 亀岡市上下水道部処務規程（昭和４８

年亀岡市水道事業管理規程第２号）の一部を

次のように改正する。 

 第４条第２項中「上下水道事業管理者」を

「水道事業及び下水道事業の管理者の権限を

行う市長」に改める。 
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 別表第１中 

「 

総務係 経理係 経営係 

給水係 料金係 

水道総務係 計画係 施設係 整備管理係 

下水道総務係 普及係 施設整備係 

                          」を 

「 

総務係 水道経営係 下水道経営係 

料金係 給排水係 

水道総務係 計画係 施設係 整備管理係 

下水道総務係 施設整備係 

                          」に改める。 

 別表第２中 

「 

お客様サービス課 お客様サービスの充実に関すること。 

 給水装置等の使用の開始及び廃止等に関すること。 

 量水器の検針及び使用水量の認定に関すること。 

 量水器の設置及び取替え、在庫管理に関すること。 

 給水装置工事に関すること。 

 給水管布設替工事に関すること（水道課所管分を除く）。 

 給水管の営繕及び修理に関すること（水道課所管分を除く）。 

 指定給水装置工事事業者に関すること。 

 簡易専用水道等に関すること。 

 水道料金等の調定及び徴収に関すること。 

 水道料金等の減免に関すること。 

 水道料金等の滞納整理に関すること。 

 水道料金等の広報宣伝に関すること。 

 水道料金センターに関すること。 

 上下水道に係る負担金等の収納に関すること。 

 予納金の精算に関すること。 

 飲用水安定確保対策事務に関すること。 

 専用水道に関すること。 

 飲用井戸等の衛生対策に関すること。 

                                          」 

を 
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「 

お客様サービス課 お客様サービスの充実に関すること。 

 給水装置等の使用の開始及び廃止等に関すること。 

 量水器の検針及び使用水量の認定に関すること。 

 量水器の設置及び取替え、在庫管理に関すること。 

 給水装置工事に関すること。 

 給水管布設替工事に関すること（水道課所管分を除く。）。 

 給水管の営繕及び修理に関すること（水道課所管分を除く。）。 

 指定給水装置工事事業者に関すること。 

 簡易専用水道等に関すること。 

 水道料金等の調定及び徴収に関すること。 

 水道料金等の減免に関すること。 

 水道料金等の滞納整理に関すること。 

 水道料金等の広報宣伝に関すること。 

 上下水道お客様センターに関すること。 

 上下水道に係る負担金等の収納に関すること。 

 予納金の精算に関すること。 

 飲用水安定確保対策事務に関すること。 

 専用水道に関すること。 

 飲用井戸等の衛生対策に関すること。 

 下水道に係る開発行為の協議に関すること（下水道課所管分を除く。）。

 下水道事業受益者負担に関すること。 

 下水道の建設に関すること（下水道課所管分を除く。）。 

 下水道の維持管理に関すること（下水道課所管分を除く。）。 

 排水設備及び除害施設の指導監督に関すること。 

 下水道排水設備指定工事業者に関すること。 

 排水設備工事資金の貸付けに関すること。 

 下水道の普及及び促進に関すること。 

                                          」 

に、 
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「 

下水道課 下水道事業の調査及び計画に関すること。 

 下水道事業の認可に関すること。 

 下水道に係る開発行為の協議に関すること。 

 下水道台帳に関すること。 

 下水道関係諸団体との連絡調整に関すること。 

 下水道事業受益者負担に関すること。 

 下水道の建設に関すること。 

 下水道の維持管理に関すること。 

 排水設備及び除害施設の指導監督に関すること。 

 下水道排水設備指定工事業者に関すること。 

 排水設備工事資金の貸付けに関すること。 

 下水道の普及及び促進に関すること。 

 年谷浄化センターに関すること。 

                                          」 

を 

「 

下水道課 下水道事業の調査及び計画に関すること。 

 下水道事業の認可に関すること。 

 下水道に係る開発行為の協議に関すること。 

 下水道台帳に関すること。 

 下水道関係諸団体との連絡調整に関すること。 

 下水道の建設に関すること。 

 下水道の維持管理に関すること。 

 年谷浄化センターに関すること。 

                                          」 

に改める。 

 （亀岡市上下水道部決裁規程の一部改正） 

第２条 亀岡市上下水道部決裁規程（昭和４８年亀岡市水道事業管理規程第３号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第３条の見出し中「上下水道事業管理者」を「管理者」に改め、同条中「上下水道事業管理

者」を「水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長」に、「主管次長」を「主管担当部

長又は主管次長」に改める。 

 第１１条に次の５号を加える。 

⑻ 下水道工事の調査、設計、監督及び検査（別に定めるものを除く。）に関すること（下水

道課長所管分を除く。）。 

⑼ 下水道工事の着手及び中止命令に関すること（下水道課長所管分を除く。）。 

⑽ 下水道工事の施行通知に関すること（下水道課長所管分を除く。）。 

⑾ 排水設備工事計画の確認及び設備工事の竣工検査に関すること。 

⑿ 下水道事業受益者負担金等の納入通知、督促及び徴収に関すること。 

 第１３条第５号を及び第６号を削る。 
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 別表第２人事に関する事項中 

「            「 

            を            に、 

           」            」 

「 

                       を 

                      」 

「 

                       に改める。 

                      」 

 別表第２財務に関する事項中「工事」を「工事箇所及び工事目的の定まっている工事」に、

「契約」を「契約（調査測量設計委託及び用地取得に係るものを含む。）」に改める。 

 （亀岡市上下水道部公印規程の一部改正） 

第３条 亀岡市上下水道部公印規程（平成８年亀岡市公営企業管理規程第５号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第５条第２項中「上下水道事業管理者」を「管理者（水道事業及び下水道事業の管理者の権限

を行う市長をいう。）」に改める。 

 第６条第１項に次のただし書を加える。 

 ただし、保管者又は取扱責任者は、その立会いのもとで、公印をしようとする者に押印させ

ることができる。 

 第６条に次の１項を加える。 

３ 公印の押印は、保管者の通常の勤務時間内にしなければならない。ただし、保管者が認めた

場合は、この限りでない。 

 別表中 

「 

14 亀岡市現金取扱
員印 

14 直径
15mm

楷書 現金取扱員による水
道事業及び下水道事
業に係る収納事務専
用（携帯専用） 

お客様サー
ビス課長 

10 

現金取扱員による下
水道事業に係る収納
事務専用（携帯専
用） 

下水道課長 2 

                                          」 

を 

部長、次長、課長、担当課長 

部長、担当部長、次長、課長、担当課長 

部長 部長、担当部長 
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「 

14 亀岡市現金取扱
員印 

14 直径
15mm

楷書 現金取扱員による水
道事業及び下水道事
業に係る収納事務専
用（携帯専用） 

お客様サー
ビス課長 

2 

                                          」 

に改める。 

 （亀岡市給・排水指定工事業者資格審査委員会規程の一部改正） 

第４条 亀岡市給・排水指定工事業者資格審査委員会規程（平成１０年亀岡市公営企業管理規程第

４号）の一部を次のように改正する。 

 第３条第２項中「上下水道事業管理者」を「水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市

長」に改める。 

 第７条中「、水道課及び下水道課」を削る。 

 

   附 則 

 

 この規程は、公布の日から施行する。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市水道料金センター設置規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

 

   平成２９年４月１日 

 

                               亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市上下水道事業管理規程第４号 

 

亀岡市水道料金センター設置規程の一部を改正する規程 

 

 亀岡市水道料金センター設置規程（平成２３年亀岡市上下水道事業管理規程第４号）の一部を次

のように改正する。 

 

 題名を次のように改める。 

亀岡市上下水道お客様センター設置規程 

 本則中「亀岡市水道料金センター」を「亀岡市上下水道お客様センター」に改める。 

 第１条中「水道使用者等」を「上下水道使用者等」に、「充実を図るため、」を「充実を図ると 
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ともに、業務を効率的に推進するため」に改め

る。 

 第３条第１項ただし書中「上下水道事業管理

者（以下「管理者」という」を「管理者（水道

事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長

をいう。以下同じ」に改める。 

 第４条を次のように改める。 

 （担任事務） 

第４条 センターの担任事務は、次のとおりと

する。 

⑴ 窓口及び電話受付に関すること。 

⑵ 給水装置等の使用開始及び廃止等に関す

ること。 

⑶ 水道メーターの検針及び使用水量の認定

に関すること。 

⑷ 水道料金、下水道使用料その他の収入金

の徴収又は収納及び滞納整理に関すること。 

⑸ 給水停止に関すること。 

⑹ 給水装置、公共汚水ます及び排水設備に

係る申請等の受付等に関すること。 

⑺ 給水装置工事事業者及び下水道排水設備

指定工事業者に係る申請等の受付等に関す

ること。 

⑻ 水洗化促進に関すること。 

⑼ 前各号に掲げるもののほか、管理者が必

要と認める事務 

 第５条及び第６条を削り、第７条を第５条と

する。 

 

   附 則 

 

 この規程は、公布の日から施行する。 

 

「掲示済」 

 亀岡市上下水道部徴収事務等委託規程の一部

を改正する規程を次のように定める。 

 

   平成２９年４月１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市上下水道事業管理規程第５号 

 

亀岡市上下水道部徴収事務等委託

規程の一部を改正する規程 

 

 亀岡市上下水道部徴収事務等委託規程（平成

２０年亀岡市上下水道事業管理規程第７号）の

一部を次のように改正する。 

 

 第１条中「委託することについて」の次に 

「、別に定めるもののほか」を加える。 

 第２条中「規定」を「規程」に改め、同条第

２号中「及び水道メーター使用料（以下「水道

料金等」という。）の徴収」を「、水道メー 

ター使用料、水道加入金、下水道事業受益者負

担金及び手数料等（以下「水道料金等」とい

う。）の徴収又は収納」に改め、同条第３号中

「前２号」を「前各号」に、「上下水道事業管

理者（以下「管理者」という」を「管理者（水

道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市

長をいう。以下同じ」に改め、同号を同条第４

号とし、同号の前に次の１号を加える。 

⑶ 給水装置並びに公共汚水ます及び排水設

備等に関する事務 

 第５条中「徴収事務」を「徴収事務等」に改

め、同条第２号中「徴収事務」を「事務」に改

める。 

 第７条第１項中「徴収事務従事者及び検針事

務従事者（以下「徴収事務従事者等」を「徴収

事務等の従事者（以下「事務従事者」に改め、

同条第２項中「徴収事務従事者等が、徴収事務 
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従事者等」を「事務従事者が徴収事務等に従事する者」に改める。 

 第８条第１項中「基づいて次に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める従事者証」を「基づき

従事者証（別記第１号様式）」に改め、同項第１号及び第２号を削り、同条第２項中「徴収事務従

事者等」を「事務従事者」に改める。 

 第９条中「徴収事務従事者等」を「事務従事者」に、「別記第３号様式」を「別記第２号様式」

に改める。 

 別記第１号様式を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 別記第２号様式を削り、別記第３号様式を別記第２号様式とする。 

 

   附 則 

 

 この規程は、公布の日から施行する。 

 

「掲示済」 

 

別記第１号様式（第８条関係） 

 

（表） 

亀岡市上下水道部徴収事務等従事者証 

（写真） 

№     氏名 

 

上記の者は、亀岡市上下水道部徴収事務等受託者 

住 所 

会社名 

が選任した徴収事務等の従事者であることを証明す

る。 

      年  月  日 

                           印 

 

 

 

（裏） 

注 意 

１ 亀岡市上下水道部徴収事務等委託規程（平成２０年亀岡市上下水

道事業管理規程第７号）第２条各号に掲げる事務に従事するとき 

は、常に本証を携帯し、納入義務者等から掲示を求められたとき 

は、これを掲示すること。 

２ 本証を他人に貸与し、若しくは譲渡し、又はその記載事項を改ざ

んしてはならない。 

３ 本証を紛失し、若しくは棄損したとき又はその記載事項に変更が

あったときは、その理由を付して直ちに届け出ること。 

４ 契約期間が満了したとき又は契約が解除されたときは、直ちに本

証を返還すること。 

 

5.5 ㎝ 

9.0 ㎝
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 亀岡市公共下水道事業受益者負担に関する条

例施行規程の一部を改正する規程を次のように

定める。 

 

   平成２９年４月１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市上下水道事業管理規程第６号 

 

亀岡市公共下水道事業受益者負担

に関する条例施行規程の一部を改

正する規程 

 

 亀岡市公共下水道事業受益者負担に関する条

例施行規程（昭和５７年亀岡市水道事業管理規

程第５号）の一部を次のように改正する。 

 

 別表第２中「小学校」の次に「、義務教育学

校」を加える。 

 別記第１号様式（裏）及び別記第４号様式

（裏）中「上下水道部下水道」、「６２１－０

８１１」及び「北古世町１丁目２番５号」を削

る。 

 別記第５号様式（裏）中「上下水道部下水

道」を削る。 

 別記第７号様式（表）中「上下水道部下水

道」及び「北古世町１丁目２番５号」を削る。 

 別記第１８号様式（裏）中「上下水道部下水

道」を削る。 

 

   附 則 

 

 この規程は、公布の日から施行する。 

 

「掲示済」 

 亀岡市水洗便所改造資金融資あっせん審査委

員会に関する規程の一部を改正する規程を次の

ように定める。 

 

   平成２９年４月１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市上下水道事業管理規程第７号 

 

亀岡市水洗便所改造資金融資あっ

せん審査委員会に関する規程の一

部を改正する規程 

 

 亀岡市水洗便所改造資金融資あっせん審査委

員会に関する規程（昭和５７年亀岡市水道事業

管理規程第１７号）の一部を次のように改正す

る。 

 

 第７条中「下水道課」を「お客様サービス

課」に改める。 

 

   附 則 

 

 この規程は、公布の日から施行する。 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市雨水貯留施設設置事業費補助金交付規

程を次のように定める。 

 

   平成２９年４月１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 亀岡市上下水道事業管理規程第８号 
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亀岡市雨水貯留施設設置事業費補

助金交付規程 

 

 （趣旨） 

第１条 この規程は、雨水の流出抑制及び資源

の有効利用を図るため、雨水貯留施設を設置

する者に対し、予算の範囲内において亀岡市

雨水貯留施設設置事業費補助金（以下「補助

金」という。）を交付することに関し、必要

な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この規程において「雨水貯留施設」と

は、建物の雨どいから雨水を貯留するために

当該建物の敷地内に設置する貯留量が１００

リットル以上の貯留槽及びその付属設備で 

あって、次の各号に定める基準に適合するも

のをいう。 

⑴ 密閉型であること。 

⑵ 製品として購入可能なものであること。 

⑶ 新たに購入し設置したものであること。 

⑷ 展示又は販売（住宅と一体的に販売する

場合を含む。）の用に供するために設置し

たものでないこと。 

 （補助対象者） 

第３条 補助金の交付を受けることができる者

は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 

⑴ 市内に雨水貯留施設を設置する建物を所

有し、又は使用（建物の所有者の同意を得

た場合に限る。）する個人又は法人である

こと。 

⑵ 市税、下水道事業受益者負担金及び下水

道使用料（地域下水道使用料含む。）の滞

納がないこと。 

⑶ 亀岡市暴力団排除条例（平成２４年亀岡

市条例第２４号）第２条第４号に規定する

暴力団員等でないこと。 

⑷ 他の補助制度を利用して建物を整備する

者で、当該補助制度に基づき建物と共に雨

水貯留施設を設置する者でないこと。 

 （事前相談） 

第４条 補助金の交付を受けようとする者（以

下「申請者」という。）は、雨水貯留施設の

設置前に当該施設に関する相談を下水道事業

の管理者の権限を行う市長（以下「市長」と

いう。）と行わなければならない。 

２ 市長は、前項の相談があった場合、この補

助制度の趣旨及び補助金についての説明を行

うものとする。 

 （対象経費及び補助金額） 

第５条 補助金の対象となる経費は、雨水貯留

施設（一の建物（複数の建物を所有し、又は

使用している場合はいずれか一の建物）につ

き１基に限る。）の購入に要する経費（配達

及び設置に要する費用を除く。消費税及び地

方消費税相当額を含む。）とする。 

２ 補助金の額は、前項に規定する対象経費の

４分の３とし、３０，０００円を限度とする。 

３ 前項の補助金の額に１，０００円未満の端

数が生じたときは、これを切り捨てるものと

する。 

 （交付申請） 

第６条 申請者は、亀岡市雨水貯留施設設置事

業費補助金交付申請書（別記第１号様式）に

次に掲げる書類を添えて、当該雨水貯留施設

の購入前に市長に提出しなければならない。 

⑴ 建物の所有者を確認できる書類 

⑵ 建物の位置図 

⑶ 建物の配置図に雨水貯留施設の設置予定

箇所を示した図面 

⑷ 雨水貯留施設の設置予定箇所の現況写真

（設置前の写真） 

⑸ 対象経費の額を確認できる書類（見積書、

カタログ等） 

⑹ 申請者が建物の所有者でない場合は、所

有者の同意書 

⑺ 申請者の市税完納証明書 
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⑻ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要

と認める書類 

 （交付決定等） 

第７条 市長は、前条の申請があったときは、

その内容を審査し、適当と認めたときは亀岡

市雨水貯留施設設置事業費補助金交付決定通

知書（別記第２号様式）により当該申請者に

通知し、不適当と認めたときは亀岡市雨水貯

留施設設置事業費補助金不交付決定通知書

（別記第３号様式）により当該申請者に通知

するものとする。 

 （変更申請等） 

第８条 申請者は、補助金の交付決定を受けた

後において、第６条の申請内容を変更し、又

は中止しようとするときは、直ちに亀岡市雨

水貯留施設設置事業費補助金変更（中止）承

認申請書（別記第４号様式）に必要な書類を

添えて、市長に提出しその承認を受けるもの

とする。 

２ 市長は、前項の規定による申請を適当と認

めたときは、亀岡市雨水貯留施設設置事業費

補助金変更（中止）承認決定通知書（別記第

５号様式）により当該申請者に通知するもの

とする。 

 （実績報告） 

第９条 補助金の交付決定を受けた者は、当該

雨水貯留施設の設置後、速やかに亀岡市雨水

貯留施設設置事業実績報告書（別記第６号様

式）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出

しなければならない。 

⑴ 設置した雨水貯留施設の領収書の写し 

⑵ 雨水貯留施設の設置状況が分かる写真 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、市長が必要

と認める書類 

 （設置確認及び確定通知） 

第１０条 市長は、前条に規定する実績報告を

受けたときは、設置状況の審査を行い、交付

決定の内容に適合すると認めたときは、補助

金の額を確定し、亀岡市雨水貯留施設設置事

業費補助金額確定通知書（別記第７号様式）

により通知するものとする。 

 （補助金の請求及び交付） 

第１１条 申請者は、前条の規定による通知を

受けたときは、市長に亀岡市雨水貯留施設設

置事業費補助金交付請求書（別記第８号様

式）を提出するものとし、市長はこれに基づ

き補助金を交付するものとする。 

 （交付決定の取消し等） 

第１２条 市長は、申請者が虚偽の申請その他

不正の手段により補助金の交付決定を受け、

又は補助金の交付を受けたときは、その決定

を取り消し、亀岡市雨水貯留施設設置事業費

補助金交付決定取消通知書（別記第９号様

式）により通知するものとし、既に交付した

補助金の全部又は一部を返還させるものとす

る。 

 （雨水貯留施設の維持管理及び処分制限） 

第１３条 補助金の交付を受けた者は、設置し

た雨水貯留施設を常に良好な状態で管理し、

雨水の流出抑制及び有効利用に努めなければ

ならない。 

２ 補助金の交付を受けた者は、当該雨水貯留

施設について補助金の交付の日から７年を経

過する日までは、市長の承諾を受けずに補助

金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、

交換し、貸し付け、又は担保に供してはなら

ない。 

 （その他） 

第１４条 この規程に定めのない事項について

は、亀岡市補助金等交付規則（昭和４１年亀

岡市規則第５号）の例によるほか、必要な事

項は市長が別に定める。 

 

   附 則 

 

 この規程は、公布の日から施行する。 
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別
記
第
１
号
様

式
（
第
６
条
関
係
）
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
年
 

 
月

 
 
日

  
（
宛
先
）
亀

岡
市
長
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
（
申
請
者

）
住
 

所
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
氏
 

名
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
㊞
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
（
電

話
番
号
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
）
 

 

亀
岡

市
雨
水
貯
留
施
設

設
置
事
業
費
補
助
金

交
付
申
請
書
 

  
亀

岡
市
雨
水
貯

留
施
設
設

置
事

業
費
補
助
金

交
付
規
程

第
６

条
の
規
定
に

よ
り
、

亀
岡
市

雨
水
貯
留
施

設

設
置
事
業
費
補

助
金
の
交
付
を
受
け

た
い
の
で
、
下
記
の
と

お
り
関
係
書

類
を

添
え
て
申
請
し

ま
す

。
 

 
な

お
、
申
請
に

当
た
り
、

私
の

下
水
道
事
業

受
益
者
負

担
金

及
び
下
水
道

使
用
料

（
地
域

下
水
道
使
用

料

含
む
。
）
の
納
付
状
況
に

つ
い
て
調
査
さ

れ
る
こ
と
に
同
意
し

ま
す
。
 

 

記
 

 

設
置

場
所
 

亀
岡
市
 

建
物

の
所

有
者

の
氏

名
 

 

雨
水

貯
留
施

設
の
メ

ー
カ

ー
名

、
 

製
品

名
及

び
容

量
 
 

購
入

予
定

価
格
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
円
 

補
助
金
交
付
申

請
額

 
※
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
円
 

※
購
入
価
格
の

４
分
の
３
の
額
（

１
，
０
０
０
円

未
満
切
捨
て
）
と
し
、
３
０
，
０

０
０
円
を
限
度

と
す
る
。

添
付
書
類
 

⑴
 
建
物
の

所
有
者
を
確
認
で
き

る
書
類
 

⑵
 
建
物
の

位
置
図
 

⑶
 
建
物
の

配
置
図
に
雨
水
貯
留

施
設
の
設
置
予

定
箇
所
を
示
し
た
図

面
 

⑷
 
雨
水
貯

留
施
設
の
配
置
予
定

箇
所
の
現
況
写
真

（
設
置
前
の
写
真

）
 

⑸
 
対
象
経

費
の
額
を
確
認
で
き

る
書
類
（
見
積
書

、
カ
タ
ロ
グ
等
）
 

⑹
 
申
請
者

が
建
物
の
所
有
者
で

な
い
場
合
は
、
所

有
者
の
同
意
書
 

⑺
 
申
請
者

の
市
税
完
納
証
明
書
 

⑻
 
そ
の
他

市
長
が
必
要
と
認
め

る
書
類
 

第
２

号
様
式
（

第
７
条
関
係
）
 

 亀
岡

市
指
令
 

第
 
 
 
 
号

 

   
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

（
申
請
者
氏

名
）
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

様
 

    
 

 
 
 
 

年
 
 
月
 
 
日
付
け
で
申
請
の

あ
っ
た
亀
岡

市
雨
水
貯

留
施
設
設
置
事

業
費
補
助

金
に
つ

 い
て

は
、
下
記

の
条
件
を
付
け

て
金
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
円
を
交

付
し
ま
す
。
 

   
 

 
 
 
 

 
年
 
 
月
 

 
日
 

   
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
亀

岡
市
長
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
□印

 

   

記
 

 交
付

条
件
 

１
 

事
業
完
了

期
限
 

 
補

助
事
業
者

は
、
こ

の
通
知

の
日

か
ら
６

０
日

以
内
か

つ
、

こ
の
通
知

の
日

以
後
の

最
初

の
３
月

３
１

日
ま
で
に
補

助
事
業
を

完
了
し
て
く

だ
さ
い
。
 

２
 

実
績
報
告
 

 
補
助
事
業

者
は
、
補

助
事
業
完
了

後
に
速
や
か
に
実
績
報

告
書
を
提

出
し
て
く

だ
さ
い
。
 

３
 

補
助
金
の

確
定
等
 

 
提

出
さ
れ
た

実
績
報

告
書
を

審
査

し
、
補

助
事

業
の
成

果
が

補
助
金
の

交
付

決
定
の

内
容

及
び
こ

れ
に

付
し
た
条
件

に
適
合
す

る
と
認
め
た

と
き
は
、
交
付
す
る
補

助
金
の
額

を
確
定
し

通
知
し
ま
す

。
 

４
 

補
助
金
交
付

の
日
か
ら
７
年

を
経

過
す

る
日

ま
で

、
市

長
の

承
諾

を
受

け
ず

に
譲

渡
し

、
交

換
し

、
貸

し
付
け
、
又

は
担
保
に

供
し
て
は
な

ら
な
い
。
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第
３

号
様
式
（

第
７
条
関
係
）
 

 亀
岡

市
指
令
 

第
 
 
 
 
号

 

   
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

（
申
請
者
氏

名
）
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

様
 

  

亀
岡
市

雨
水
貯

留
施
設
設
置
事

業
費
補
助

金
不
交
付

決
定
通
知
書
 

  
 

 
 

 
 
年

 
 

月
 
 
日

付
け
で
申
請

の
あ

り
ま

し
た

亀
岡

市
雨

水
貯

留
施

設
設

置
事

業
費

補
助

金

に
つ

い
て
、
亀
岡

市
雨
水
貯
留
施

設
設

置
事
業

費
補
助
金
交
付
規
程
第
７
条

の
規
定
に
よ
り
、
下
記
の
と
お

り
交

付
で
き
ま

せ
ん
の
で
通
知

し
ま
す
。
 

  
 

 
 
 
 

 
年
 
 
月
 

 
日
 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
亀

岡
市
長
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
□印

 

 

記
 

 交
付

で
き
な
い

理
由
 

      （
教

示
）
 

１
 

こ
の
決
定

に
つ
い
て
不
服

が
あ
る
と
き
は
、

こ
の
決
定
が

あ
っ
た
こ

と
を
知
っ
た
日

の
翌
日
か

ら
起
算

し
て
３
箇
月

以
内
に
、

亀
岡
市
長
に

対
し
て
審
査
請
求
を
す

る
こ
と
が

で
き
ま
す

。
 

２
 

こ
の
決
定
に

つ
い
て
は
、
上

記
１

の
審

査
請

求
の

ほ
か

、
こ

の
決

定
が

あ
っ

た
こ

と
を

知
っ

た
日

の
翌

日
か

ら
起
算
し

て
６
箇

月
以
内

に
、

亀
岡
市

を
被

告
と
し

て
（

訴
訟
に
お

い
て

亀
岡
市

を
代

表
す
る

者
は

下
水

道
事
業
の

管
理
者

の
権
限

を
行

う
亀
岡

市
長

と
な
り

ま
す

。
）
、
処

分
取

消
し
の

訴
え

を
提
起

す
る

こ
と

が
で
き
ま

す
。
な

お
、
上

記
１

の
審
査

請
求

を
し
た

場
合

に
は
、
処

分
の

取
消
し

の
訴

え
は
、

そ
の

審
査

請
求
に
対

す
る
裁

決
が
あ

っ
た

こ
と
を

知
っ

た
日
の

翌
日

か
ら
起
算

し
て

６
箇
月

以
内

に
提
起

す
る

こ
と
が
で
き

ま
す
。
 

３
 

た
だ
し
、
上

記
の
期
間
が
経

過
す

る
前

に
、

こ
の

決
定

（
審

査
請

求
を

し
た

場
合

に
は

、
そ

の
審

査
請

求
に

対
す
る
裁

決
）
が

あ
っ
た

日
の

翌
日
か

ら
起

算
し
て

１
年

を
経
過
し

た
場

合
は
、

審
査

請
求
を

す
る

こ
と

や
処
分
の

取
消
し

の
訴
え

を
提

起
す
る

こ
と

が
で
き

な
く

な
り
ま
す

。
な

お
、
正

当
な

理
由
が

あ
る

と
き

は
、
上
記

の
期
間

や
こ
の

決
定

（
審
査

請
求

を
し
た

場
合

に
は
、

そ
の

審
査
請
求

に
対

す
る
裁

決
）

が
あ

っ
た
日
の

翌
日
か

ら
起
算

し
て

１
年
を

経
過

し
た
後

で
あ

っ
て
も
審

査
請

求
を
す

る
こ

と
や
処

分
の

取
消
し
の
訴

え
を
提
起

す
る
こ
と
が

認
め
ら
れ
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。
 

第
４
号
様
式
（

第
８
条
関
係
）
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
年
 

 
月

 
 
日

  
（
宛
先
）
亀

岡
市
長
 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
（
申
請
者
）
住
 

所
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
氏
 

名
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
㊞
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
（
電

話
番
号
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
）
 

  

亀
岡
市
雨
水

貯
留
施
設
設
置
事
業

費
補
助
金
変
更
（

中
止
）
承
認
申
請
書
 

  
 

 
 

 
 
年

 
 
月
 

 
日

付
け
亀
岡
市

指
令
 
第

 
 

 
 
号
で
補

助
金
交

付
決
定

の
通
知
を
受

け

た
雨

水
貯

留
施
設

設
置
事
業

に
つ

い
て
、
下
記

の
と
お
り

変
更

（
中
止
）
し

た
い
の

で
、
亀

岡
市
雨
水
貯

留

施
設
設
置
事
業

費
補
助
金
交
付
規
程

第
８
条
第
１
項

の
規
定

に
よ
り
申
請

し
ま

す
。
 

  

記
 

 １
 

変
更
（
中
止
）
の

理
由
 

 

２
 

変
更
（
中
止
）
の

内
容
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第
５

号
様
式
（

第
８
条
関
係
）
 

 亀
岡

市
指
令
 

第
 
 
 
 
号

 

   
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

（
申
請
者
氏

名
）
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

様
 

   

亀
岡
市

雨
水
貯
留
施
設
設
置
事

業
費
補
助

金
変
更
（

中
止
）
承
認

決
定
通
知
書
 

  
 

 
 

 
 
年

 
 

月
 
 
日

付
け
で
申
請

の
あ

っ
た

雨
水

貯
留

施
設

設
置

事
業

の
変

更
（

中
止

）
に

つ

い
て

は
、
承
認
す

る
こ
と
と
決
定

し
た

の
で
、

亀
岡
市
雨
水
貯
留
施
設
設
置

事
業
費
補
助
金
交
付
規
程
第
８

条
第

２
項
の
規

定
に
よ
り
通
知

し
ま
す
。
 

   
 

 
 
 
 

 
年
 
 
月
 

 
日
 

   
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
亀

岡
市
長
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
□印

 

  
 

第
６
号
様
式
（

第
９
条
関
係
）
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
年
 

 
月

 
 
日
 

  
（
宛
先
）
亀

岡
市
長
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
（
申
請
者
）
住
 

所
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
氏
 

名
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
㊞
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
（
電

話
番
号
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
）
 

  

亀
岡
市
雨
水
貯
留
施

設
設
置
事
業
実
績
報

告
書
 

  
 

 
 

 
 
年

 
 
月
 

 
日

付
け
亀
岡
市

指
令
 
第

 
 

 
 
号
で
交

付
決
定

通
知
の

あ
り
ま
し
た

上

記
補

助
事

業
を
完

了
し
ま
し

た
の

で
、
亀
岡
市

雨
水
貯
留

施
設

設
置
事
業
費

補
助
金

交
付
規

程
第
９
条
の

規

定
に
基
づ
き
、

下
記
の
と
お
り
報
告

し
ま
す
。
 

 

記
 

 雨
水

貯
留

施
設

設
置

場
所
 
亀
岡
市
 

建
物

の
所

有
者

の
氏

名
 
 

交
付

決
定

金
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
円
 

購
入

価
格
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
円
 

設
置

完
了

日
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

年
 
 
 
 
月
 

 
 
 
日
 

添
付
書
類
 

⑴
 
設
置
し

た
雨
水
貯
留
施
設
の

領
収
書
の
写
し
 

⑵
 
雨
水
貯

留
施
設
の
設
置
状
況

が
分
か
る
写
真
 

⑶
 
そ
の
他

市
長
が
必
要
と
認
め

る
書
類
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第
７
号
様
式
（

第
１
０
条
関
係
）
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
第
 

 
 

 
 
号

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
年
 

 
月

 
 
日

   
（
申
請
者
）

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
様
 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

亀
岡
市
長
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
□印

 

  

亀
岡
市
雨
水
貯

留
施
設
設
置
事
業
費

補
助
金
額
確
定
通
知
書

 

  
 

 
 

 
 
年

 
 
月
 

 
日

付
け
亀
岡
市

指
令
 
第

 
 

 
 
号
で
決

定
し
た

補
助
金

の
交
付
に
つ

い

て
、

下
記

の
と
お

り
亀
岡
市

雨
水

貯
留
施
設
設

置
事
業
費

補
助

金
交
付
規
程

第
１
０

条
の
規

定
に
よ
り
通

知

し
ま
す
。
 

 
な

お
、
こ
の
通

知
書
に
記

載
さ

れ
た
補
助
金

額
確
定
の

日
か

ら
３
０
日
以

内
に
補

助
金
交

付
請
求
書
を

提

出
し
て
く
だ
さ

い
。
 

 

記
 

 設
置

場
所
 
亀
岡
市
 

確
定

後
の

補
助

金
額
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
円
 

 

第
８
号
様
式
（

第
１
１
条
関
係
）
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
年
 

 
月

 
 
日

  
（
宛
先
）
亀

岡
市
長
 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
（
申
請
者
）
住
 

所
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
氏
 

名
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
㊞
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
（
電

話
番
号
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
）
 

  

亀
岡

市
雨
水
貯
留
施
設

設
置
事
業
費
補
助
金

交
付
請
求
書
 

  
 

 
 

 
 
年

 
 
月
 

 
日

付
け
 
第
 

 
 
 
号

の
確

定
通
知
に
係

る
亀
岡

市
雨
水

貯
留
施
設
設

置

事
業
費
補
助
金

に
つ
い
て
、
下
記
の

と
お
り
補
助
金
を
請
求

し
ま
す
。
 

  

記
 

 請
求

金
額
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
円
 

振
込

先
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
銀
 
 
行
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
信
用
金
庫

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
本
店

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
農
 
 
協

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
支
店

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
郵
 
便
 局

 

種
別
 

普
通
 

・
 
当
座
 

口
座

番
号
 
 

フ
リ

ガ
ナ
 
 

口
座

名
義
人
 

 

※
 
振
込
先
は

、
申
請
者
と
同
一
名

義
の
も
の
に
限

り
ま
す

。
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第
９
号
様
式
（

第
１
２
条
関
係
）
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
第
 

 
 

 
 
号

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
年
 

 
月

 
 
日

   
（
申
請
者
）
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告 示 
 

 亀岡市上下水道部告示第３号 

 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２

号）第３３条の２の規定に基づき、次のとおり

料金徴収事務等を委託したので、地方公営企業

法施行令（昭和２７年政令第４０３号）第２６

条の４第１項の規定により告示する。 

 

   平成２９年４月１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 委託の相手方 

大阪市淀川区西中島６丁目８番８号 

 第一環境株式会社関西支店 

２ 委託期間 

平成２９年４月１日から 

平成３４年３月３１日まで 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市上下水道部告示第４号 

 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２

号）第３３条の２の規定に基づき、次のとおり

料金収納事務を委託したので、地方公営企業法

施行令（昭和２７年政令第４０３号）第２６条

の４第１項の規定により告示する。 

 

   平成２９年４月１日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

１ 委託の相手方 

東京都中央区日本橋本石町四丁目６番７号 

日本橋日銀通りビル５階 

 地銀ネットワークサービス株式会社 

提携コンビニエンスストア 

ＭＭＫ設置店 くらしハウス 

コミュニティ・ストア サークルＫ 

サンクス スリーエイト スリーエフ 

生活彩家 セイコーマート セーブオン 

セブン－イレブン デイリーヤマザキ 

ニューヤマザキデイリーストア 

ハマナスクラブ ファミリーマート 

ポプラ ミニストップ 

ヤマザキスペシャルパートナーショップ 

ヤマザキデイリーストアー ローソン 

ローソンストア１００ 

２ 委託した収納事務 

亀岡市上下水道事業に係る公金（水道料金、

簡易水道料金、公共下水道使用料、地域下

水道使用料及び水道メーター使用料）のコ

ンビニエンスストア収納事務 

３ 委託期間 

平成２９年４月１日から 

平成３０年３月３１日 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市上下水道部告示第５号 

 

亀岡市指定給水装置工事事業者に

おける事業廃止の告示 

 

   平成２９年４月１２日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 
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 下記の業者から指定給水装置工事事業者廃止

届出書が提出されたので、亀岡市指定給水装置

工事事業者規程第１０条の規定により告示する。 

 

記 

 

廃止した業者 

指定 
番号 

業 者 名 代表者名 住   所 

162 西村水道工事店 西村 悦治 
南丹市園部町新町
１５ 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市上下水道部告示第６号 

 

亀岡市指定給水装置工事

事業者指定の告示 

 

   平成２９年４月１２日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 下記の業者を亀岡市指定給水装置工事事業者

として指定したので、亀岡市指定給水装置工事

事業者規程第１０条の規定により告示する。 

 

記 

 

１ 指定した日 

   平成２９年４月１２日 

２ 指定した業者 

指定
番号

業 者 名 代表者名 住   所 

286 西村水道店 西村 喜人 
南丹市園部町新町

１５ 

 

「掲示済」 

 

 

 

 亀岡市上下水道部告示第７号 

 

亀岡市指定給水装置工事

事業者指定の告示 

 

   平成２９年４月１７日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 下記の業者を亀岡市指定給水装置工事事業者

として指定したので、亀岡市指定給水装置工事

事業者規程第１０条の規定により告示する。 

 

記 

 

１ 指定した日 

   平成２９年４月１７日 

２ 指定した業者 

指定
番号

業 者 名 代表者名 住   所 

287
有限会社 

Ｋ・プレール

代表取締役 

秋田 和宣 

京都市山科区勧修

寺本堂山町５番２

 

「掲示済」 
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 亀岡市上下水道部告示第８号 

 

亀岡市下水道排水設備指定工事

業者指定の告示 

 

   平成２９年４月１７日 

 

          亀岡市長 桂川孝裕 

 

 下記の業者を亀岡市下水道排水設備指定工事

業者として指定したので、亀岡市下水道排水設

備指定工事業者規程第１５条第１号の規定によ

り告示する。 

 

記 

 

１ 指定した日 

   平成２９年４月１７日 

２ 指定した業者 

指定 
番号 

業 者 名 代表者名 住   所 

290 
有限会社 

Ｋ・プレール 

代表取締役 

秋田 和宣 

京都府京都市山科

区勧修寺本堂山町

５番２ 

 

「掲示済」 

市立病院欄 
 

告 示 
 

 亀岡市立病院告示第１号 

 

 地方自治法第２３１条の２の規定に基づく、

亀岡市病院事業会計規程第２８条の規定による

指定代理納付者を次のとおり指定したので告示

する。 

 

   平成２９年４月１日 

 

    亀岡市病院事業管理者 玉井和夫 

 

１ 指定代理納付者の名称等 

① 京都市下京区烏丸通七条下る東塩小路町

７３１番地 

京都クレジットサービス株式会社 

代表取締役 大槻隆士 

② 京都市下京区烏丸通七条下る東塩小路町

７３１番地 

京銀カードサービス株式会社 

代表取締役 田中晴男 

２ 指定代理納付者による納付を認める歳入の

範囲 

亀岡市立病院における診療に係る使用料

及び手数料 

３ 指定期間 

平成２９年４月１日から 

平成３０年３月３１日まで 

 

「掲示済」 
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